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決算審査特別委員会会議録 

（１日目 R7.9.10 9:30～15:42） 

 

議会事務局長  それでは、ただいまより令和６年度会計決算審査特別委員会を開会

いたします。開会にあたりまして、家塚委員長より御挨拶をお願いいたします。 

家塚委員長  改めましておはようございます。このたび決算審査特別委員長を仰せ

つかりました家塚でございます。何分不慣れでございますが、皆さんの御協力をいた

だき、円滑な議事進行に努めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、第３回定例会において本決算審査特別委員会が設置され、認定第１号 

令和６年度各会計決算認定について、認定第２号 令和６年度南幌町病院事業会計決

算認定について、認定第３号 令和６年度南幌町下水道事業会計決算認定についての

３議案が審査付託されております。決算審査特別委員会の日程は本日９月１０日、１

１日、１２日の３日間の日程で、別紙審査順序のとおり順次審査を行ってまいります。

各委員、説明員に申し上げます。委員が質問を行う場合には挙手をして、委員長の許

可を受け、議席番号、氏名を告げてから発言してください。また、質問事項について

は、決算書などのページを示し、要点を簡潔明瞭に発言してください。説明員が答弁

する場合には、委員長の許可を受け、職名を告げてから簡潔明瞭に答弁するようお願

いいたします。私語は慎むようお願いをいたします。なお、効率的な議事の運営に努

めてまいりますので、各委員におきましても御協力をお願いいたします。傍聴者にお

願いをいたします。私語や談笑などを慎み、委員会の運営に支障を来さぬよう傍聴規

則を遵守して傍聴されますようお願いをいたします。本日の出席人員は９名全員であ

ります。それでは直ちに会議を開会いたします。 

審査順序の１番目、第１款議会費について審査を行います。それでは説明をお願い

いたします。 

議会事務局長  それでは、１款議会費を説明いたします。決算書３０ページをごら

んください。あわせまして決算資料２ページ、主要成果説明書の上段、議会運営をご

らん願います。 

１款１項１目議会費、支出済額５，１５９万９，０６０円。右側の備考欄をごらん

ください。議会運営経費では、議員１１名の議員報酬、期末手当、旅費、政務活動費

交付金に係る経費、議会だより発行に係る経費など、５，０７５万５，４７０円を執

行しています。 

次に、決算書３１ページ上段、事務局経費では、会議録作成支援システム保守委託

料など事務局に係る経費として、８４万３，５９０円を執行しています。以上です。 

家塚委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。次に、審査順序の２番目、第２款総務費について

審査を行います。同時審査として、ふれあい館管理費の説明についてもあわせてお願

いします。 

総務課長  それでは総務費の説明を行います。総務費に係る主要施策につきまして
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は、成果説明書の２ページから５ページにかけて記載をしておりますので、あわせて

ごらん願います。決算書３１ページ中段になります。 

２款１項１目一般管理費、支出済額１億７１１万３，３７０円。ここでは、一般管

理経費として、委員報酬、会計年度任用職員一般事務報酬、旅費、町長交際費、消耗

品費、通信運搬費、顧問弁護士、職員健康診査、財務書類作成業務委託料や空知町村

会負担金などの経費、２，１４８万９，８４７円を執行しています。 

次に、電算機器管理運営経費として、消耗品費、通信運搬費、情報系及び基幹系シ

ステム保守、町例規類集データーベース年間更新、社会保障・税番号制度システム整

備の委託、電算機器の借上、電算機器管理用備品購入などの経費、６，９６８万６，

３２０円を執行しています。 

次に、職員研修事業として、職員特別旅費、内閣府への職員１名派遣に伴う住宅借

上料など、職員研修の経費として、３６４万３０３円を執行しています。 

次に、地方公共団体情報システム標準化対応事業として、国が策定する標準化仕様

に準拠した各種システム移行に係る委託料、１，２２９万６，９００円を執行してい

ます。 

次に、２目文書広報費、支出済額４５３万１，５８８円。広報・広聴活動事業とし

て、広報なんぽろ発行に係る経費、町ホームページ管理運用経費などを執行していま

す。次ページにまいります。 

３目財産管理費、支出済額３億２，７２１万２，４０２円。ここでは、庁舎等管理

経費として、次ページにかけまして、役場庁舎の管理に係る経費、３，１２７万４，

４１９円を執行しています。 

次に、３７ページ中段から次ページにかけまして、公用車管理経費として、公用車

並びに町有バス等の運行管理に係る経費、１，２２８万６，３０２円を執行していま

す。 

次に、３８ページ上段から次ページにかけまして、財産管理経費として、町有財産

に係る修繕、火災保険などの管理経費、各種基金の積立金など、２億８，３６３万１，

０４１円を執行しています。 

次に、指定管理者制度推進事業として、全４７施設の指定管理について、学識経験

者を含めた選定委員会の開催経費として、２万６４０円を執行しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして３９ページ下段になります。あわせて、成果説明書は

２ページ中段をごらんください。 

４目企画振興費、支出済額１億５，７１４万８，８５２円。移住促進事業では、本

町への移住促進とみどり野団地の販売促進を図るため、移住体験事業及び北海道移住

相談会などイベント出展の経費、北海道が実施するＵＩＪターン新規就業支援事業に

おける南幌町ＵＩＪターン支援金など、２４１万６，１５５円を執行しています。な

お、本町での生活体験を通じて、住環境などの良さを感じていただくことを目的とし

て整備した移住体験住宅２棟の令和６年度の移住体験事業の参加実績は２８組、９３

人の受け入れとなっています。 

次に決算書４０ページ中段、成果説明書は２ページ下段になります。みどり野団地

等販売管理事業では、北海道住宅供給公社の販売施策と連動した、みどり野団地販売
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促進事業及びきた住まいるヴィレッジ事業の経費、公社管理用地草刈業務委託料など

の経費として、１，２２９万９，８１６円を執行しています。なお、令和６年度のみ

どり野団地の分譲実績につきましては１０７区画、うち、きた住まいるヴィレッジが

６区画となっています。 

次に、成果説明書は３ページ上段になります。生活路線等交通対策事業では、次ペ

ージにかけまして、オンデマンド交通あいるーとの運行に係る経費、夕鉄バス路線に

係る生活交通確保対策負担金、地域公共交通計画策定に伴う南幌町地域公共交通活性

化協議会負担金など、２，３４６万６，０１８円を執行しています。また、令和６年

度のあいるーとの運行実績は、運行日数２４３日、利用者数１１，４０９人、１日平

均４７人となっています。 

次に、決算書４１ページ下段、姉妹町交流事業では、姉妹町熊本県多良木町との表

敬訪問、物産交流に係る経費として、姉妹町交流推進委員会交付金２１３万６，７０

０円を執行しています。なお、児童交流事業については８月２日から８月５日に南幌

町から小学６年生１０名が派遣され、２月１日から２月４日には、多良木町から小学

６年生１０名を受け入れております。 

次に、企画振興経費では、次ページにかけまして、南空知ふるさと市町村圏組合負

担金及び空知地域創生協議会負担金など、２２０万８，１３９円を執行しています。 

次に決算書４２ページ中段、協働まちづくり推進事業では、まちづくり活動支援会

議委員報酬及びまちづくり活動支援事業補助金として、２５８万６，８００円を執行

しています。なお、令和６年度の補助金交付実績は９団体となっております。 

次に、成果説明書は３ページ下段になります。学生支援推進事業では、江別市内の

４大学や自治体などで構成される学生地域定着支援推進協議会負担金として、２１万

２，０００円を執行しています。なお、令和６年度の江別市内の学生が参加した本町

の事業実績は７事業、延べ２５人となっております。 

次に、成果説明書は４ページ上段になります。子育て世代住宅建築費助成事業では、

子育て世代の移住定住を促進するため、住宅建築費に対して最大２００万円を助成す

る経費として、６，２５０万円を執行しています。なお、令和６年度の助成金の実績

は認定申請９８件、交付決定５７件となっています。 

次に、決算書４３ページ上段、総合戦略策定事業では、地方創生推進会議に係る委

員報酬などの費用、策定支援委託業務に係る費用、総合戦略冊子印刷費用として、６

０７万１，２８８円を執行しています。なお、策定に係る地方創生推進会議は３回開

催しております。 

次に、高度無線環境整備推進事業では、公設民営による光ファイバ設備の維持管理

費や、支障移転工事費などの経費として、６１４万６，６０６円を執行しています。

なお、令和６年度末の整備路線に係る光回線加入者は２０８件となっています。 

次に、観光周遊策推進事業では、カントリーサイン実施設計業務などに係る経費と

して、１１１万４，９５３円を執行しています。 

次に、決算書４４ページ上段、地域おこし協力隊設置事業では、本町への移住・定

住を促進するため、移住観光情報の発信などのプロモーション活動をはじめ、移住体

験住宅の管理運営や体験プログラムの企画に取り組む地域おこし協力隊員１名の設
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置、活動経費として、６１６万９，６８２円を執行しています。 

次に、成果説明書は４ページ中段になります。子ども室内遊戯施設管理経費では、

子ども室内遊戯施設はれっぱの指定管理委託料等として、２，９８２万６９５円を執

行しています。なお、令和６年度の来館者数は１８万３，３３５人、そのうち、きゃ

べっちパーク利用者数は１２２，９１２人となっています。次に、４４ページ下段を

ごらんください。 

５目企業誘致推進費、支出済額１７１万４，４５２円。企業誘致推進事業では、次

ページにかけまして、南幌流通団地整備にあわせた企業立地セミナーへの参加、誘致

有力企業への訪問、情報収集・広告宣伝活動、南幌流通団地パンフレット及びチラシ

の印刷に係る経費などを執行しています。以上です。 

総務課長  次に、決算書４５ページの中段になります。 

６目公平委員会費、支出済額２万６００円。公平委員３名分の報酬を執行していま

す。以上です。 

住民課長  続きまして、決算書は４５ページ下段、あわせて成果説明書４ページの

下段をごらんください。 

７目交通安全対策費、支出済額８７９万６８９円。交通安全対策推進事業では、交

通安全推進及び指導員設置に係る経費、交通安全活動経費、高齢者運転免許証自主返

納支援事業委託料、交通安全運動推進協議会への補助金などを執行しています。４６

ページ、備考欄、下段、１７節備品購入費では、交通安全指導車更新により、３６６

万６，９４０円を執行しております。以上です。 

総務課長  次に４６ページ下段、８目防災諸費、支出済額１，０８３万９，６４９

円。防災対策事業として、次ページにかけまして、防災訓練講師謝礼、食料品、寝袋、

非常用トイレなど１６品目の備蓄用消耗品の購入、防災行政無線に係る保守点検、全

国瞬時警報システム保守及び改修、洪水ハザードマップ作成業務委託料、電波使用料

などの経費を執行しています。 

次に、９目職員給与費、支出済額７億９，４３２万４，５１３円。次ページにかけ

て、職員給与費として、特別職及び一般職、会計年度任用職員あわせまして９８名分

の給料、各種職員手当、共済費を執行しています。 

次に、１０目諸費、支出済額１，０８５万６，０９９円。次ページにかけまして、

防犯対策推進事業として、行政区等における街路灯などの設置、維持・管理に係る経

費、生活安全推進協議会の補助など、２３８万２，６７５円を執行しています。 

次に、行政区長活動経費として、全２０名の行政区長・町内会長への報酬及び費用

弁償、１９１万５，１５８円を執行しています。 

次に、総合賠償補償経費として、全国町村会総合賠償補償保険料５３万２，２００

円を執行しています。次ページにかけて、諸経費として、各種団体等への負担金・補

助金、１５万８，５５０円を執行しています。 

次に、名誉町民町葬執行委員会交付金事業として、名誉町民故小川松藏氏の町葬執

行に係る交付金、５８６万７，５１６円を執行しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、５０ページ上段をごらんください。 

１１目総合計画費、支出済額４万３００円。行政評価システム事業では、行政評価
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委員会の開催に伴う委員報酬を執行しています。以上です。 

税務課長  続きまして５０ページ中段、２項１目税務総務費、支出済額２万１，６

３６円。税務総務経費として、固定資産評価審査委員会の開催に伴う委員の報酬及び

費用弁償を執行しています。 

次に、２目賦課徴収費、支出済額１，４１３万４，７５６円。町税等徴収業務事業

として、町税の徴収、収納管理業務全般に要する経費として、２万５，４５４円を執

行しています。 

次に、租税教育事業として、小学校５年生を対象とした標語コンクールの記念品と

して、２万１，４７８円を執行しています。 

次に、賦課徴収経費として、町税の賦課徴収業務に要する経費として、１，４０８

万７，８２４円を執行しています。２２節償還金利子及び割引料で、過年度還付金及

び加算金として、個人及び法人の申告による還付金を支出していますが、法人の申告

による還付金の不足分を予備費より９８万９，０００円を充当しています。以上です。 

住民課長  決算書は５２ページの中段になります。あわせて成果説明書５ページを

ごらんください。 

３項１目戸籍住民基本台帳費、支出済額３，３２１万３３４円。戸籍住民経費では、

戸籍、住民基本台帳、印鑑登録に係る事務、パスポート交付事務、マイナンバーカー

ド関連事務に係る経費を執行しています。なお、次ページ備考欄、１２節委託料では、

法改正に伴い、戸籍に振り仮名を記載するための戸籍総合システム、住民基本台帳シ

ステム並びにコンビニ交付システムの改修業務経費を、全額国の補助を受け実施して

います。マイナンバーカードの交付実績は、令和６年度交付枚数７６０枚、保有率８

５．８％となっております。下段、窓口スマート化導入事業では、令和７年２月３日

からサービスを開始した、窓口支援システム並びにキャッシュレス決済システムに係

る導入経費、５００万５，１４７円を国のデジタル田園都市国家構想交付金の補助を

受け実施しております。以上です。 

総務課長  続きまして、５４ページ中段です。 

４項１目選挙管理委員会費、支出済額５万７，５６４円。委員４名分の報酬及び費

用弁償などを執行しています。 

次に、２目町長選挙費、支出済額２５２万６，７２６円。次ページにかけまして、

昨年９月８日に執行された町長選挙に係る経費を執行しています。 

次に、３目衆議院議員選挙費、支出済額８２６万２，１４４円。次ページにかけま

して、昨年１０月２７日に執行された衆議院議員選挙に係る経費を執行しています。

以上です。 

まちづくり課長  続きまして、５６ページ中段をごらんください。 

５項１目統計調査費、支出済額６６万３，１２５円。統計調査経費では、次ページ

にかけまして、法定統計調査として毎年度実施される学校基本調査及び経済センサス

のほか、周期的に実施される農林業センサスに係る経費を執行しています。以上です。 

議会事務局長  同じく下段をごらんください。 

６項１目監査委員費、支出済額１２１万８，７７２円。監査委員運営経費では、監

査委員２名の報酬、旅費、会議負担金を執行しています。２款総務費については以上
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です。 

総務課長  続きまして、同時審査科目の説明を行います。決算書につきましては、

９０ページになります。なお、成果説明書につきましては１６ページになります。 

決算書９０ページ上段、５款１項６目ふれあい館管理費、支出済額１，４７０万３，

７３３円。ふれあい館管理経費として、管理清掃業務に係る２名分の委託経費をはじ

め、管理運営に必要な一連の経費及び施設の空調・換気設備設置工事に係る経費を執

行しています。以上で説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。 

星委員  成果説明書４ページになりますが、高齢者運転免許自主返納支援について、

利用率、利用者、多分７５％だと思うんですけれども、全く使用されてない方とか、

全部使用されている方とか、平均して１人何枚程度が使用されているかなどを把握し

ているようであれば、教えていただきたいです。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ただいまの御質問にお答えいたします。まず、高

齢者運転免許証自主返納支援事業の利用率についてお答えさせていただきますが、令

和６年度の当該事業の利用者につきましては、全部で８９人が交付を受けています。

その方には、２４枚つづりの利用券を１冊交付しております。この利用券を令和６年

度中に利用された枚数は、全部で１，３９７枚の御利用がありました。全交付枚数が

２，１３６枚になりますので、これを利用された枚数で割り返しますと、利用率が６

５．４％ということになります。よって、利用者の６割以上の方は利用されていると

いう状況にあろうかと思います。御質問でありました利用されている、全く利用され

ていない方の人数ですけれども、８９名の交付した中で、令和６年度としましては、

１９名の方が全く利用されておりませんでした。以上になります。 

星委員  ありがとうございます。１９名利用されていない方ですけれども、状況と

してはどのような状況として担当課で把握していらっしゃるのか。免許返納したとい

うことは足がないんですけれども、それでも担当課としては、そういう人たちは、移

動には支障がない方たちと把握しているのかどうかというところをお聞きしたいの

と、あと３年間チケットを出すと思うんですけれども、３年後には移動手段は自分で

交通費を出さなくてはいけない状況になると思うのですが、返納する年齢にもよりま

すが、割と早い段階で返納された方は、３年経っても病院行ったり、どこかに行った

りという移動はされると思うのですが、この３年間という期間に対して、担当課では

どのように考えているのか教えていただきたいです。 

住民課長補佐（環境交通担当）  まず、足がない方の移動手段ということですが、

特に担当としましては、窓口で３年間利用券を交付させていただいていますけれども、

その３年終了後の時に、再度延長してほしいとか、期間をもう少し延ばしてほしいと

いうようなお声を特に多く聞いているという状況はございませんので、一応３年間交

付というのは、適正な期間なのかなと認識しております。ただし、交通費の問題とし

て、当然３年間終了しましたら自己負担ということになりますので、そういった部分

では、自己負担が発生するということになってしまいますが、あいるーとですとか、

デマンドを活用していただいて、足を確保していただくという形で現状としては利用

されているのかなと認識しております。以上です。 
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星委員  ハイヤーを乗る方では、やはりもう少し延長できないかなという、返納さ

れた年代にもよるんですけれども、割と早く返納された方は、もう少しあと何年かは

移動するんだけどなという話は少しは聞くことはあります。 

あと、もう１点質問したいんですけれども、この２４枚は適正と考えているかどう

か、お伺いしたいです。 

住民課長補佐（環境交通担当）  先ほどの御質問で１点、利用されていない方の担

当で把握しているかということですが、利用されていない方につきまして、こちらと

しましては、特段その理由をお聞きしている、調査しているということは今まであり

ませんので、正確に把握しているということはありません。チケットの利用券の枚数

の２４枚が適正かという部分ですけれども、先ほど８９名利用者の中で、利用券を１

年間で使い切っている方が１５名、そして全部使い切ってはいませんけれども、２０

から２３回、ほぼ１年間で使い切る方が同じく１５名、約３０名いらっしゃったとい

うことで、その方は、大体毎月利用されているのかなというところで、枚数的には現

状としては適正ではないかと認識しております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  ４点質問したいんですけれども、最後にしようと思っていた高齢者免許

返納支援事業が、今星委員が質問されたので関連して先にそれからしたいと思います。

私のところにも、ハイヤー利用券を利用している方が高齢なので、すごく大事に使っ

て、期限が切れてしまうというところで、延長してもらえないだろうかというような

ことがありました。それで、担当課に相談してみてはというお話もしたんですけれど

も、３年間と決めているけれども、やはり考慮して、それはもう少し延ばすとかその

人に応じてというか、そのようなきめ細かい対応が必要かと思うんですけれども、今、

先ほど答弁もいろいろありましたけれども、その辺１点伺います。 

それから次は、自衛隊の生活体験研修の参加人数が５名ということでしたけれども、

これは昨年も同僚議員が一般質問をしています。それから私も予算委員会の中でも質

問したんですが、職員からの要望はあるのかというところで、予算委員会の中では、

職員がそれを希望しない場合は断ることができるのかと言ったらそれはできるとい

うお話でしたけれども、そもそも自衛隊内の生活体験研修が地方公務員に有効なのか、

意義があるのかというところでは私は大いに疑問を感じるんです。その辺職員間とか、

例えば職員組合だとか、そういうところでもこの問題は話し合われてきたのかどうか、

決算なのでちょっとそこを踏み込んでいくのであれですけれども、次年度以降も継続

するというような答弁が町長の中からも出されていますので、この辺いま一度、立ち

止まるというか、職員として地方公務員として、その研修の在り方というところで、

ぜひ議論してほしいなと思うんですけれども、それ１点伺います。 

その次は、広報の配布についてです。以前、議会報告懇談会の中でも何回か声が出

されているんですけれども、班長さんとか当番で回ってきて、それを高齢だからとい

うので、外してもらったりいろいろ町内会の中でも工夫はしているようなんですけれ

ども、みんな高齢化してくると、断れないからやはり自分のところに当番が来てしま

う。それで夏の間は何とか回っていくんだけれども、冬になったら除雪のこともあっ

て、なかなかその家のところに配布するのも大変だという声とかもあります。それで、
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こういうところに対して、町で配るということはできないだろうかという声が懇談会

の中でもあがりました。それで高齢化などで配布が困難な町内会とか、その班に対し

てどのような援助がされているのか、それを伺います。 

それからもう一つ、はれっぱの利用の中で、町外の団体の利用が６６回ということ

で、町内が１団体ということだったんですけれども、ほかの町外の利用というのはど

ういう団体なのかということと、それから町内１団体というので、平日とかは、学校

とかそれから幼稚園、保育園とか、そういう中での団体の利用ということが可能だと

思うんですけれども、その辺を広げていくというお考えがないのかどうか。それから、

来館者のアンケートも実施していて、それも読ませてもらったんですけれども、様々

な意見が載っていました。このような中で、検証して改善するとかその辺につなげた

議論というのはされているのかどうか、以上４点お願いします。 

住民課長補佐（環境交通担当）  まず、１点目の高齢者運転免許証自主返納支援事

業の期限延長の件についてお答えいたします。３年間を延長してはということだった

と思いますが、先ほどの御質問でも一部お答えさせていただきましたけれども、一応、

３年間交付させていただいている利用者の方からは、窓口で交付する際に、新たに４

年、５年間交付してほしいという強い要望といいますか、そういった声は今のところ

多くは聞いておりませんので、現状としては、３年間という形で進めさせていきたい

と思っておりますが、あと当然、町単独事業ですので、財源の問題もございますので、

その辺は今後、町民の方の意見ももう少し聞き取った中で検討を進めていくような形

で考えたいなと思っております。以上です。 

総務係長  続いて、熊木委員の自衛隊内生活体験研修の御質問についてお答えいた

します。まず、令和６年度については、職員５名が参加をしております。一応参加者

職員からの報告も含め、有効な研修と捉えておりますので、次年度以降も継続して実

施していく予定となっております。御質問の中で職員間の話し合いということがあり

ましたが、職場全体での議論というのは特にございません。また、地方公務員として

適切かという部分については、昨年の決算審査特別委員会ですとか、今年の予算審査

特別委員会でもお話をさせていただきましたが、目的として公務員に求められる自己

規律の意識向上と、その重要性を本町２０代の職員にも再認識してもらうということ

を第一にしております。また、身だしなみ、集団行動、健康管理、ホウレンソウと言

われる報告連絡相談の確実な実施も身につけてもらいたいという目的設定ございま

すので、その点について情報収集を行って、令和元年度から実績もあるこちらの研修

へ受け入れお願いをして実施をしているところでございます。以上です。 

総務課長補佐（総務、広報・防災担当）  ３点目の高齢化等による広報紙の配布困

難な方への町内会の援助ということでお答えをさせていただきます。令和５年１２月

の区長会議の中で、稲穂町内会から高齢化により広報紙の配布が負担であるとの御意

見がございました。その区長会議の中で、広報紙の配布について、他の会長さんから

高齢者世帯は配布当番を免除し免除世帯が増えてきておりますが、今はその５、６世

帯で当番を回して配布しているという御意見ですとか、広報紙は月に一回顔をあわせ

る機会となっており、コミュニケーションをとることができ、農家と非農家との接点

がなくなることなど、また、町内会での別の配布物を広報紙に一緒に折り込むという



 ９ 

ことで、町内会での配布を残してほしいといった御意見があったことから、今も同じ

ような形で町内会での配布をしてございますので、現在のところは、区長会議でもそ

ういった高齢者に対する援助という御意見がなかったものですから、現状のままで援

助は考えてはございません。以上です。 

地域振興係長  はれっぱの御質問にお答えさせていただきます。まず１点目が、団

体利用、特に町外の団体はどのような団体かということで、こちらは幼稚園ですとか、

保育園の遠足での利用というのがほとんどになります。そのほか、放課後児童デイの

団体の利用も見られます。また、町内が令和６年度でいうと１団体ということで、今

後平日の利用ということで学校、幼稚園、保育園の利用についての考えということな

んですけれども、令和５年度から含めますと、南幌町内のみどり野幼稚園ですとか、

南幌養護学校の利用が複数回あります。また、施設開業の際には保育園も含めまして、

施設の利用が可能であることは伝えておりますが、改めて平日の利用について進めた

いと考えておりまして周知を図っていきたいと思います。 

次の御質問ですが、アンケート調査の内容をどのように検証して、改善に反映させ

ているかという内容ですが、行っているアンケートについては、南幌町と施設の代表

事業者である大和リース、また、運営を担当しているオカモトの３者で２か月に１回

定例の協議会を開催しておりますので、その中で結果を共有し検証しております。改

善が必要なものは随時改善を行っているんですけれども、具体的に言いますと、前回

のアンケート調査の中で複数個意見がありました、トイレの個室で便座を清掃する消

毒ディスペンサーを設置してほしいという意見。また、きゃべっちパークエリアの中

のトイレの個室に赤ちゃんを座らせておくベビーキープを設置してほしいという２

つの意見が複数個ありまして、どちらも今年の６月から７月にかけて設置し対応して

おります。以上であります。 

熊木委員  最初の自衛隊の、職員では話し合っていないということだったんですけ

れども、それと自衛隊内の生活体験というか、そういう中で、より具体的に昨年は資

料の中で、ものすごい体験をしているなと私は思ったんですけれども、そういうこと

が本当に今後の公務員としての役割とかそういう中に、役立つと本当に思っているん

でしょうか。その辺はちょっと見解が違うかもしれないんですけれども、いろいろこ

う実習したり、研修するところは自衛隊以外でももっとあるのではないかと思うんで

すけれども、その辺の選択肢を考えるべきではないかと思います。今、小学校、中学

校とかも自衛隊のそういう体験というのが各地で問題になっていて、それを子どもた

ちにそういうことをさせていいのかということで反対運動とかいろいろなことも起

きています。そういうことを考えると、全ての自治体で取り組んでいるわけではない

ので、そこのところに南幌町が毎年取り組んでいくということでは、一度考える必要

があると思いますので、再度伺います。 

それから、広報の配布について答弁がありました。工夫してというのは、いろいろ

なところで工夫されて、高齢の方は免除するというところも確かにあると思うんです

けれども、構成している町内会の班の方ほとんどが高齢者というところで、なかなか

歩いて配布するのも隣近所に３軒だったら配布できるけれども、もう少し離れたとこ

ろがなかなか配達できないとか、いろいろあると思うんです。現に私も今、町内会の
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配布当番でやって月に１回ですけれども、現在は車があるから届けることができるん

だけれども、果たして車がなくなったときに配布できるかなというような不安もあり

ますし、辺りを見回した時に、次に変わる人がどなたかいるかというようなことって、

自分も体験していますし、皆さんそういうことを考えているかと思うんです。だから

そういう意味では、もう少し意見を聞いて、工夫してやっている町内会は確かにある

んですけれども、なかなかそれができなくなっていくという実態もあると思うので、

その辺は今後起こることということを考えて、検討をぜひお願いしたいと思います。 

それから団体利用の件で、みどり野幼稚園とか養護学校というのがあったというこ

とで、昨年度の決算なので、今年はもう少し回数が増えているのかなと思って期待は

しているんですけれども、せっかくのはれっぱが、依然として町外９割、町内１割と

いう利用状況になっているということを考えると、せめてこの団体の利用というとこ

ろをもう少し広げて、町内の方に利用してもらうということをもう少し宣伝していっ

たほうがいいのではないかと思います。アンケートについていろいろ意見出されたこ

とを検証したり、改善に向けてやっているということだったので、引き続きお願いし

たいですし、私のところに、はれっぱに来て感想というか、こういうところが危ない

という電話をくれた方も何人かいらっしゃるんですよね。それは、はれっぱにも直接

言ってみてくださいと返しながらいるんですけれども、中にはやはりアンケートの中

にもありましたけれども、保護者が室内で滑り台とか連れている時に、全く子どもを

見ないでスマホをいじっていたり、あと、お母さん同士でお話をしていて、子どもに

目が届かないとか、あと、室内の遊戯場の中で危険なところがあるというような声で、

あれはもう事故が起きた時に遅いのではないかというような体験された方から電話

とかあったんですよね。そういうことを考えると、いろいろ今指定管理でやってもら

っていますけれども、もう少し、細かく見ていきながら、今後につなげてほしいと思

います。 

あと、高齢者のハイヤー利用券のことで、３年間ということで、先ほど財政の措置

というか、そういう財政の予算を組んでやっているということだと思うんですけれど

も、使い残った場合に、もう少し延長してほしいんだということがあまりなかったと

お聞きしたんですけれども、やはり期限が切れてしまったらもう駄目だと思っている

方も多いと思うんです。それから、年間枚数２４枚をやはり大事に使うというのは、

高齢者なら本当にそうだと思うんです。だからそういうところに一度財政ということ

で予算を組んでやったものが、予算を計上しているのですからそれがちょっと延ばす

ということになっても、私は問題ないのはないかと思うんですけれども、その辺の配

慮はもう少しできないのか伺います。 

総務係長  １点目、自衛隊の生活体験研修の御質問についてですが、職場内の職員

全体での議論はしておりませんが、２０代の参加してもらいたい職員に、趣旨・目的

を説明した上で、快く全職員参加をいただいております。また、参加した職員の報告

を見ても、自衛隊としての自衛隊研修ですので、それなりの訓練はありますが、それ

の結果として団体での行動の大切さですとか、報告・連絡・相談が徹底されている内

容ですとか、職場内の士気を高めるような明るい雰囲気という部分も勉強になったと

いうことで報告を受けておりますので、町としては、適切な研修であると認識をして
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実施しております。以上です。 

総務課長補佐（総務、広報・防災担当）  今後の高齢者に対する広報配布について

は、区長会議等で御意見等が出てきた際、再度議論はしていって今後検討していきた

いと思っております。以上です。 

住民課長補佐（環境交通担当）  高齢者免許返納支援事業の利用券の延長の関係で

すけれども、先ほど申し上げましたが、３年間で切れてしまうということを現状とし

てはなっております。また利用者の方から、窓口ですとか、偶数月に一度臨時返納窓

口も開催しております。その手続きの際とかにも意見をお聞きしながら、町として延

長が可能かどうかということを含め、今後検討してまいりたいと考えております。 

家塚委員長  熊木さんいいですか。先ほどの質問で、はれっぱの団体利用の関係は

答弁なかったんですが、要望ということでの発言でしたか。 

熊木委員  要望でした。 

地域振興係長  今年度の町内の利用団体数ですけれども、現段階で押さえておりま

せん、申し訳ございません。いただいた意見で町内の町民の方の利用の拡大というこ

とで、町内団体の利用の促進についても今後進めていけるように行っていきたいと思

います。また、施設の中での利用のマナーというか、保護者が見守っていない場合が

あるというところで、指定管理者とも共有しまして、対応については考えていきたい

と思います。以上です。 

熊木委員  １点だけ、高齢者のハイヤー券のことですけれども、３年間の期限があ

りますよね。それを忘れている方とかそういう方もいるかと思うので、例えばその１

か月前とか一定の期間のところで、そろそろ期限が切れますというような、人数そん

なにまだ多くないので、それぐらいのアナウンスというのはできるのではないかと思

うんですけれども、その辺の改善はどうでしょうか。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ３年間の毎年、最初に申請した方は次の１年、あ

と２回目、そして、さらに１年後の３回目ということで３年間交付しております。そ

の申請の際に、利用者の方に１年間という有効期限になっているということを強くで

すね、お伝えして、１年間の中で何とか使い切っていただくということのアナウンス

を手続きの際にもきちんと説明をさせていただいて、利用を促すような形で今後は進

めてまいりたいと思っております。以上です。 

家塚委員長  ほかにございませんか。 

西股委員  成果説明書の３ページ、オンデマンド交通のイベント運行の関係につい

てお聞きしたいと思います。昨年度からイベント運行ということでやられているんで

すけれども、その中で相乗りというのはどのくらいあったのでしょうか。利用者３４

名の中でどのくらい相乗りされていたのかいうことと、あわせまして、どの辺からの

利用というのが多かったのか、地域ですね。それと、運行回数等を見ると利用者が少

ない場合というのは、あいるーとを動かす必要があったのかなと少し感じるんですけ

れども、そういう時は例えばハイヤーなり、また何か違う形というのを今後も検討し

ていけないのかなというところを、ちょっと考え方をお聞きしていきたいなと思いま

すので、よろしくお願いします。 

それと２つ目ですが、成果説明書の５ページ、マイナンバーカードの普及状況と今
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後の普及についての考えですが、最近いろいろなところの情報を見ていくと、マイナ

カードの中で空き容量領域というのがあって、それで町のほうでもいろいろな形で利

用できる可能性があるというのが出てきております。そういうのを踏まえた中で、今

決算なんですけれども、今普及が南幌町の場合結構高いんですけれども、今後もっと

やはり増やしていかなければならないといった時には、そういうことも念頭に入れて

進めていかないとならないのではないかなと思うんですけれども、そういうところの

全体的な流れの中で、今後どのように考えていくのかということをお聞かせ願えれば

なと思います。よろしくお願いいたします。 

企画係長  まず、あいるーとのイベント運行について御質問いただいた点について

お答えさせていただきます。イベント運行での相乗りの状況ですけれども、イベント

運行で２１回運行がありまして、そのうち乗り合いがあったのが６回ということで、

大体２８．６％が乗り合いのあった割合となっております。また、地域の利用数、利

用された方の行政区などについてですけれども、最も多かったのが東町で１２人、次

が稲穂で８人、その次に北町で６人、三重で４人、９区で２人、１４区で１人、８区

で１人、計３４名となっております。 

次の利用者が少ない場合の運行の方法についてですけれども、イベントの運行につ

きましては、事業者の方と毎回どのように行っていくかというのを協議しながらやっ

ているというところもあります。また、ハイヤーを動かす場合そちらの運行にも影響

が出るということもありますので、今後も事業者の方とどのような形でイベントを運

行するかというのを話し合いながら実施していきたいと考えております。以上です。 

デジタル推進係長  ２点目のマイナンバーカードの普及の中の空き領域の活用の

件について回答いたします。西股委員おっしゃられたように、マイナンバーカードに

ついて空き領域ありまして、地方自治体ですとか、あと民間事業者のほうでも利用が

可能な領域となっております。活用事例については、分野問わず非常に多岐にわたっ

ておりまして、また、南幌町のＤＸ推進計画においても、取組の一つとして、利活用

の推進をうたっておりまして、現状としましては、各自治体等の活用事例等の調査で

すとか、情報収集にとどまっている現状となっています。今後におきましては、住民

のニーズに合うものを選んだりですとか、例えばその空き領域にアプリを導入したり、

運用していくとなった場合は、コストがかかってくる部分もありますので、本町の運

営に効果的になるようなサービスについて、引き続き検討を続けていきたいと考えて

おります。以上です。 

西股委員  イベント運行の関係ですけれども、今どの辺からといったら割と近い地

区から乗られているのかなと。ですから、郊外の方よりも市街地の方の利用というの

が多いみたいなんですよね。そうなってくると、それと相乗りが６件あるということ

になってくるのであれば、あえてデマンドを動かさなくても、違う形というのはハイ

ヤーだとか、そういう中でも支援できるような体制ができるのかなというのはあるん

ですけれども、そういうことも考えていいかなと思うのですが、その辺を今後どのよ

うに検討していくのかなと思うのですが、やはり今回見ていくと、これ大した金額で

はないんですが１０万くらいの経費はかかっているんですけれども、ハイヤーのほう

が少ないかなというようにも思いますので、そういうところ十分検討の値があるかな
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と思うので、お願いしたいと思います。 

それと、先ほどのマイナカードですが、これから普及させるためには、やはり何か

付加価値付けないとなかなかこう入っていかないのかなと思うので、やはり普及を広

げていく上では、空き領域をうまく活用していくということは必要だと思うので、十

分検討をできるかなと思っております。これから私たちもちょっといろいろ検討して

いきたいなということで、いろいろな町を見に行きたいなというのも計画しているん

ですけれども、そういうので地域の活性化にもつながるという部分もありますので、

それもあわせて取り組んでいただければなと思うのですが、栗山はちょっと違うのか

な。栗山今回何かお金というか地域マネーをやっているんですけれど、それも、こう

いうものを利用してやれるという部分も出てくるかなと思いますので、その辺、一気

にこう膨らむということも難しい話なので、どこまでできるかは不明ですけれども、

やはり取組の形をどんどん出していっていただければなと思うのですが、その辺で新

たな考え方というのはまた別角度でありますか。 

まちづくり課長補佐（企画・デジタル推進担当）  マイナンバーカードの関係にお

きましては、栗山町はもともとあったものに、今回国の重点交付金を充てまして、ま

た勢いづかせようというものでございます。やはりなかなかそういう財源がないとで

すね、進んでいかないなということがございますので、今委員おっしゃったように、

いろいろな先進地ですとか、こちらも調査などいたしますので、そういった本町に合

ったものがあれば、検討していきたいなと考えております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

石川委員  私から１点だけ。成果説明書の中での４ページ、高度無線環境整備推進

事業ということで、光ファイバの支障移転工事として３８０万かかっていたりとか、

もろもろで４５０万からの決算額が出ていますが、実際支障移転という工事はどんな

ケースを指して行っておられたのか、まずそれをお伺いしたいと思います。 

デジタル推進係長  ただいま石川委員から質問のありました、支障移転工事等の内

容についてお答えします。まず、支障移転工事全体につきましては、基本的に例えば

ＮＴＴですとか北電とか電柱の所有者のほうから、ちょっと例がいくつかあるんです

けれども、一番多いところでいきますと、例えば電柱が古くなったので更新しますと

なった場合に、その電柱に町が所有する光ケーブルを現状掛けさせていただいた場合、

電柱更新に伴って光ケーブルも一旦外して張り直しが必要になります。工事自体はＮ

ＴＴとかそういったところが行うんですけれども、光ケーブルについては町の所有物

になりますので、そちらの移転に係る費用は町がＮＴＴに対して支払うものになりま

す。その中の、また補償工事分というのがあるんですけれども、この補償工事という

のが、例えば道とか国の事業に伴って光ケーブルの移転が生じる必要があった場合に、

工事費は一旦町で支払うんですけれども、その工事費相当分を国や道から補償してい

ただくものになります。一応具体的な内容としましては、令和６年度は補償工事２件

あったんですけれども、いずれも道で施工しています農地整備事業に伴うものになっ

ております。具体的に申し上げますと、まず１点は、鶴城地区で排水路工事がありま

して、その工事に伴って電柱が１本支障になりますので、電柱の場所を移転する必要

があります。そうなった場合に、町の光ケーブルもそこにかかっておりましたので、
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その１件については、ケーブル１００メートル分を一旦外して、また張り直しを行っ

ております。それが基礎経費込みで９万６，８００円。もう１件が三重地区の排水路

工事でして、同じく電柱等を移設するのに伴って光ケーブルをこちらは３１２メート

ル分張り直ししておりまして、それが２４万２，０００円で、計３３万８，８００円

になっております。こちらについては、全額道から補償費用として支払われておりま

す。以上です。 

石川委員  分かりました。この光ケーブルの関係では、かつては私も推進した立場

だったので、いろいろな絡みの中で実現できて本当にうれしい話だったんですけれど

も、町のあくまで所有ということでありながらも、経費というのは国や道から出てく

るという話でした。例えば、あくまでケーブルは町の所有だから、今、住宅団地や何

か造成進められていますけれども、ああいった新興住宅や何かに対してのケーブルと

いうのも、あくまで町の施設、町の資産だけに、町が負担して払っていくというよう

なものになるのでしょうか。補償工事に関してはそういう按分はあるんでしょうけれ

ども、その辺りはどうなのかというのを一つ聞きたいと思います。 

それと、説明書の下に書いてあります加入者２０８件というのは、あくまで昨年１

年度だけで２０８件という加入者だったのか、その辺りを確認します。 

デジタル推進係長  ただいまの質問にお答えいたします。まず加入者ですけれども、

こちらについては延べの件数になります。令和６年度末の時点での延べの、町で整備

した光ケーブルを使って光回線の加入契約をした件数となっています。もう１件の新

興住宅等につきましては、こちらの経費はあくまで令和２年度から４年度にかけまし

て町のほうで補助金を活用して、例えば、農家地区を中心に、光ケーブルの未整備の

地域に全町的に網羅させるために整備した、あくまで町が所有するケーブルの移転と

かが発生した場合になりますので、それ以前から市街地の多くの地域については、光

ケーブルそれは町の所有ではなくて、光回線事業者なので、ＮＴＴですとかそういっ

たところで整備しているものになりますので、そちらはこの事業経費の対象外になり

ます。あくまで町のほうで整備したものになります。以上です。 

石川委員  分かりました。農村地区だけのことであってという形ですね。それは理

解しました。今この２０８人というのは、延べですから、単年度ではなくて、始まっ

てからのということだとすれば、ちょっと加入者少ないかなという気もするんですが、

始まりはいつからのことなのか教えていただきたいと思います。 

デジタル推進係長  ただいまの質問にお答えします。町のほうで光ケーブルを整備

しまして、回線サービスを開始したのが令和４年６月２０日がスタートになっており

ます。それ以降、光回線の電話ですとかインターネット、そちらの利用の令和６年度

末の時点で申込みをしている件数の合計が２０８件ということになります。件数が多

い、少ない部分に関しましては、現状こちらで把握している数字としまして、整備し

た段階で整備した光ケーブルの恩恵を受けうる世帯が現状ＮＴＴとの確認の中では

約５００世帯が恩恵を受けている世帯と考えられています。その中で、実際に光回線

契約したのが２０８件ということで、割合でいうと４０％強くらいになっております。

多い、少ないでいいますと、どうしても農家地区だと、例えば高齢者だけの世帯です

とか、そういったところが中心にはなるのかなと思うんですけれども、まず光回線の
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契約必要性について、把握されていない世帯も少なからずおるかと思います。ただ、

その普及していく側の段階としては、その利用のメリットですとか、その辺りの周知

方法も、設置、普及させ始めたときはそういった周知も行ってきたんですけれども、

それ以降、継続して行っていない部分もありますので、今後その光回線利用のメリッ

ト等について、対象となる世帯には周知広報していきたいと考えております。以上で

す。 

家塚委員長  ほかにございませんか。 

細川委員  成果説明書２ページの職員研修事業について質問いたします。先進地視

察研修の内容と、６人参加ということですけれども、それにつきまして、申請方式な

のか、それとも内容が決まっていて、あてがった形で行った形なのかをお伺いします。 

総務係長  ただいまの御質問にお答えいたします。先進地視察研修については、一

応、年度当初に職員に希望を周知しまして、その結果令和６年度については、都市整

備課、まちづくり課からそれぞれ申出が来て、視察研修実施をしているところです。

以上です。 

細川委員  参加者の部署から希望があって先進視察ということだったんですけれ

ども、内容についてはどんなような内容で行かれたか教えていただきたいと思います。 

総務係長  令和６年度２回実施した内容について、一つ目が南幌温泉周辺整備の検

討として温泉とキャンプ場の相互利用と非日常を創造する空間づくりがイメージで

きるようなキャンプ場整備、あわせて整備後に開催可能なイベントを模索するため、

愛知県の自治体での視察と意見交換を行っております。 

２つ目が、ＤＸ推進の検討として、令和６年に策定された本町のＤＸ推進計画を進

めていくにあたって、先進自治体における全庁的なＤＸ推進の道筋や個々の事例の取

組を実際に見て、本町において利活用可能かどうかの判断材料とするため、福島県と

茨城県の自治体での視察を実施しております。以上です。 

細川委員  回答ありがとうございます。内容について分かりました。目的があって

行ったという形だということが分かったんですけれども、できれば今後ですね、職員

から申請で、何て言うんでしょうか、担当部局以外の関係でも町の新しいことを勉強

に行くような形の研修もあったほうがいいかなと思いますので、そういうことも検討

していただければと思います。以上で終わります。答弁要りません。 

家塚委員長  ほかにございませんか。 

佐藤委員  申し訳ありません、通告はないですけれども、１点だけ御質問いたしま

す。成果説明書の５ページの防災対策ですが、令和６年の予算委員会の時に、水害の

時の水位表を町に設置してはどうかという話をしたんですけれども、それに対して、

担当課で話し合われた経緯があるのかないのか。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  水位表の町内への設置については、大崎町

長の２期目の公約にあります、まるごとまちごとハザードマップという事業がござい

ます。河川が氾濫した時の水位を示すハザードマップを、例えば電柱とか施設の壁に

張っていくというようなものを、現在担当の中で検討している段階でございます。以

上です。 

佐藤委員  検討していただいているということで、大変光栄に思います。今決算な
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のであれですけれども、実施時期とかは分かりますでしょうか。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  実際任期が始まったばかりでして、４年間

の中の公約というような考え方ですが、あとは今まだ予算金額までも、まだはじけて

いない状態なので、いつ頃の実施というのはお答えできないんですが、なるべく実現

できるような形で今検討してございます。以上です。 

佐藤委員  その金額というのはいろいろな補助金で対応できそうなものなんでし

ょうか。 

総務課長補佐（総務・広報防災担当）  社会資本整備総合交付金の防災交付金とい

うのが対象になります。以上です。 

家塚委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようですので質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、午前中の審査が終わりましたので、午後１時まで休憩とします。 

 

（午前１０時５１分） 

（午後 １時００分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

次に、審査順序の３番目、第３款民生費について審査を行います。それでは説明を

お願いします。 

保健福祉課長  決算書の５７ページをごらんください。 

３款１項１目社会福祉総務費、支出済額２億３，９９６万５，８０７円。実績は、

決算資料の５ページ中段からとなりますので、あわせてごらんください。 

社会福祉協議会運営補助事業では、町からの業務委託を行っている福祉サービス業

務に係る経費、４５万８，０００円を執行しています。 

高齢者事業団運営補助事業では、事務局職員の人件費に対する一部補助金１８６万

１，０００円を執行しています。 

民生委員児童委員活動経費では、協議会に対する活動支援補助金など、１５３万９，

６００円を執行しています。 

国民健康保険特別会計繰出金では、一般会計からの繰出金８，０２７万２，０００

円を執行しています。詳細は、国保特別会計決算で説明いたします。 

避難行動要支援者避難支援事業では、管理システム保守及び地図データ更新に係る

経費、４０万７，０００円を執行しています。５８ページをごらんください。 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業では、支給対象世帯８３７世帯に

対しまして給付金２，５１１万円、並びに子育て世代４８世帯８５人に対しまして、

加算給付金１７０万円を支給しています。 

生活応援チケット事業では、全町民に対しましてチケットを配布しており、使用期

間を４月３０日までとしていることから、１，７６０万円を翌年度繰越ししています。

令和６年決算では、換金率５７．３％、２，３００万円を支給しています。５９ペー

ジをごらんください。 

低所得者支援等給付金では、非課税世帯及び住民税均等割課税世帯に対する給付金、
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子育て世帯加算給付金、定額減税補足給付金では、支給総額８，４５４万円を執行し

ています。 

社会福祉総務経費では、戦没者追悼式の開催経費、各福祉関係団体への負担金や、

あったか灯油支給事業、地域福祉計画策定に係る経費など、７１２万１，９５０円を

執行しています。決算書６０ページ中段から６３ページをごらんください。 

２目障がい者福祉費、支出済額３億９，７６５万４，５６６円。実績は、成果説明

書の６ページ下段から８ページ下段までとなりますので、あわせてごらんください。 

地域生活支援事業では、障がいのある方への日中一時支援や日常生活用具の給付な

どに係る経費として、６３８万３，５０２円を執行しています。 

福祉ハイヤー利用料金助成事業では、障がいのある方が利用するハイヤーの初乗り

運賃に対する助成金６０万６，６１０円を執行しています。 

人工透析患者等通院交通費助成事業では、人工透析治療のために公共交通機関等を

利用されている方に交通費一部助成金３１万５，４００円を執行しています。 

精神保健福祉事業では、自殺予防対策事業に係る経費３０万２，４７２円を執行し

ています。 

障がい者自立促進交通費助成事業では、就労継続支援事業所などへ公共交通機関を

利用している場合の交通費一部助成金２３万３，４１３円を執行しています。６２ペ

ージ中段をごらんください。 

障がい者福祉経費では、次ページにかけて、障がいのある方の自立支援に係る医療

や給付事業の経費として、３億８，９７９万３，０２９円を執行しています。６３ペ

ージ中段から６６ページをごらんください。 

３目高齢者福祉費、支出済額１億３，５４１万４，７６８円。実績は、決算資料の

８ページからとなりますので、あわせてごらんください。 

高齢者在宅支援事業では、緊急通報装置設置及び除雪サービス、屋根の雪下ろし助

成事業などに係る経費として、４１１万８，２３１円を執行しています。 

老人クラブ助成事業では、町内の単位老人クラブ１７団体と連合会への補助金とし

て、８７万３，５００円を執行しています。 

介護保険特別会計繰出金では、一般会計からの繰出金１億２，７３６万８，０４５

円を執行しています。詳細については、介護保険特別会計決算で説明いたします。 

高齢者福祉経費では、自宅で養護することが困難な高齢者の老人福祉施設入所措置

費などの経費として、３０５万４，９９２円を執行しています。６５ページをごらん

ください。 

４目地域包括支援センター事業費、支出済額２８０万４，６００円。 

地域包括支援センター事業では、高齢者の介護予防サービス計画の作成や日常生活

全般に係る総合相談窓口である南幌町地域包括支援センターの運営経費を執行して

います。以上です。 

住民課長  続きまして、決算書６５ページの中段、あわせて成果説明書８ページ中

段をごらんください。 

５目重度心身障がい者福祉費、支出済額１，９６２万３，０１３円。重度心身障が

い者医療費助成経費では、重度心身障がい者の医療扶助に係る経費を執行しています。 
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６目ひとり親家庭等福祉費、支出済額４３１万２，０９２円。ひとり親家庭等医療

費助成経費では、ひとり親家庭等の医療扶助に係る経費を執行しています。 

７目後期高齢者医療費、支出済額１億６，４６７万８３３円。後期高齢者医療事業

では、特定健診に係る経費、広域連合への療養給付費負担金、保険料軽減措置に係る

公費負担分と、広域連合への事務費負担金の特別会計繰出金のほか、高齢者の保健事

業と介護予防等の一体的な事業に係る経費として、看護師の人件費や消耗品費などを

執行しています。詳細につきましては、後期高齢者医療特別会計決算で説明いたしま

す。以上です。 

保健福祉課長  決算書６７ページ中段、７０ページをごらんください。実績は、決

算資料８ページ下段をあわせてごらんください。 

２項１目児童福祉総務費、支出済額１億２，５６２万５，４９１円。学童保育事業

では、南幌小学校内で実施しているなんぽろ児童会の運営に係る経費、１，１２０万

１，６１７円を執行しています。次ページをごらんください。 

早期療育事業では、発達に心配のある乳幼児などの個別訓練や発達相談などに係る

経費７４万８０５円を執行しています。６９ページをごらんください。 

児童生徒等医療費助成事業では、本町独自の子育て支援施策事業として、高校生ま

での医療費の一部助成２，００６万４，０２７円を執行しています。 

児童福祉総務経費では、乳幼児等医療費助成事業や障がい児支援給付事業として、

障がいのある１８歳未満の児童生徒が利用する放課後等デイサービスなどに係る経

費９，３６１万９，０４２円を執行しています。次ページをごらんください。 

２目児童措置費、支出済額１億１，９１４万５，０００円。児童手当支給経費では、

１０月からの制度改正に伴い、所得制限の撤廃、支給対象者の拡大、手当金額の増額

等により、児童生徒延べ９，５３８人を対象に児童手当を支給しています。 

３目保育所費、支出済額４億２，９８９万９，１３３円。実績につきましては、決

算資料１０ページとなりますので、あわせてごらんください。 

保育所等運営補助事業では、主に南幌いちい保育園と認定こども園南幌みどり野幼

稚園に通園している子どもたちの施設型給付や延長保育、一時預かり事業などに係る

経費を執行しています。前年度より１億１，４００万円ほど増額になっている要因は、

主に施設型給付費の執行によるものです。子育て世代の転入に伴い、入所延べ人数の

昨年度対比は、南幌いちい保育園で１３０名の増、認定こども園南幌みどり野幼稚園

では４４６名の増となっています。なお、町内施設においては、保育士等就労支援事

業補助金を１５名分の方が利用し、保育士の確保を行い対応しています。決算書７１

ページをごらんください。 

４目子育支援費、支出済額１，０１５万６９円。実績につきましては、決算資料１

１ページとなりますので、あわせてごらんください。 

地域子育て支援センター運営事業では、南幌いちい保育園への業務委託料として７

３０万円を執行しています。 

子ども・子育て支援事業では、ファミリーサポートセンター事業等に係る経費２５

万３，７６６円を執行しています。次ページをごらんください。 

病児・病後児保育事業では、運営費として２５９万６，３０３円を執行しています。
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以上で民生費の説明を終了いたします。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。 

星委員  成果説明書の７ページお願いいたします。福祉ハイヤーについてですけれ

ども、交付者が１３０人で、実利用者６５人ということは半分ぐらいの方が利用され

ているということになりまして、多分これも同じく高齢者の自主免許返納と同じ２４

枚だと思うのですが、間違っていたら申し訳ないんですが、計算すると１３０人の方

が３枚使うと、実際３，１００枚ぐらいなるのかなと思うんですが、６５人の方が使

ったとなると９２１枚ぐらいで、ちょっとこの差の開きが大きいのかなと思っている

んですが、どのような方が対象になって、主に利用されている方の傾向というかそう

いうものはどのように担当課で把握されているのかお願いします。 

福祉障がい係主査  ただいまの御質問につきまして、福祉ハイヤーの実利用者６５

人は、あいるーとの利用者が含まれておりません。あいるーと利用を含めると、利用

者は８１人、利用枚数は１，１０４枚になります。対象者に対しての案内通知には、

利用できる町内外７１社のハイヤー会社とあいるーと、介護タクシーの案内を同封し

て周知していますが、使われない特段の理由はないものと考えます。対象者ですが、

身体障がい者１級、２級、また３級内部障がいをお持ちの方、それと療育手帳をお持

ちの方、そして精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方が対象となっております。以

上となります。 

星委員  ありがとうございます。では、あいるーとを含めると、もう少し差の開き

が縮まっていると思うんですけれども、やはり多くの方に少しでも利用されていただ

きたいなと思うのですが、その辺どのように対策されているかお願いします。 

福祉障がい係主査  先ほども御説明したように、対象者に対して案内通知を出して

おります。そこに利用できるハイヤー会社、それとあいるーとの案内を同封して、利

用しやすいように周知しているという形です。あわせて、３月広報の中で、福祉ハイ

ヤーの記事掲載をして広く周知を図っている次第です。以上です。 

星委員  ありがとうございます。やはりいろいろな障がいをお持ちの方が使われる

ハイヤー券になりますので、病院に行かれる方も、多く使われるのかなと私は思って

いるんですけれども、町内で利用する分にはさほど問題ないのですが、町外の例えば

病院に行く場合、これ１回乗ったら１枚、ハイヤーでいえば初乗り１回ですけれども、

例えば、町外に行くとどうしてもハイヤーですと３，０００円から４，０００円ぐら

いかかってしまいますし、札幌まで行くともうちょっとかかる計算になるのですが、

例えば病院に通う場合は、複数枚利用が可能ですよとかそういうことが検討できれば

と思うんですが、この辺、いかがお考えかお知らせください。 

福祉障がい係主査  この制度は基本的に１乗車について１枚利用するということ

で、通院、外出の際のお助けになればという形でやっております。ちなみに、利用先

の内訳ですが、町内ハイヤーの利用が６３６枚の６９％、それと、町外ハイヤー利用

が２８５枚の３１％となっております。町外ハイヤーですが、多分、公共交通機関で

最寄りのところまで行ってそこから病院に行く際に、ハイヤー使われているのかなと

いうことで思っております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 
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佐藤委員  私から１点です。成果説明書の１１ページ、病児・病後児保育です。ま

ず、登録人数４０名で２８世帯という数字が出ております。その中で、これが、利用

者は増えているのかどうかということと、町外の利用者は今年度いらしたのか、何人

ぐらいだったのか。それと、１日の定員枠というのは決まっていると思うんですけれ

ども、定員枠以外の時というのはあったのかどうなのか。預かり時間も、定時は決ま

っていると思うんですけれども、親御さんが定時まで帰れない場合には困るという、

その親からの声はあったのかどうか、お聞きいたします。 

子育て支援係長  質問にお答えいたします。まず、利用者が増えているかというこ

とですけれども、令和５年度決算の人数からは減少しております。令和５年度は延べ

６名、令和６年度は４名の利用になっておりますので、そこの比較で見ると減少して

おります。そして、町外の利用者はあるかということですけれども、南幌町の病児・

病後児保育では、町内在住者のみの受け入れとなっておりますので、町外の利用者は

ございません。定員枠以上の利用はあるかという御質問ですけれども、１日の定員は

３名となっております。３名の利用は過去に一度受け入れたことはありますけれども、

それ以上の利用はございません。あと、定時まで帰れない場合の対応ですけれども、

基本的に病児保育は６時までの保育時間となっております。そこを保護者に周知いた

しまして、その時間までにお迎えに来ていただくようにお願いしております。以上で

す。 

佐藤委員  ありがとうございました。利用者が減っていると、今、南幌町としては

病後児に保育する対象者は、移住されている方がいるので、人数としては多くはなっ

ているんですけれども、利用者は少ないと。利用者少ないほうがいいんですけれども、

ただ、やはり利用してもらうために、こういう事業をやっているので、ちょっとそこ

の部分では減っているというその原因はどういうことなのかなと思ったんですが、ち

ょっと以前にですね、江別のほうを調べてみました。江別の病後児保育に南幌から利

用されている方はいますかというお話を聞いたところ、いらっしゃいますということ

で、そちらのほうで働いているとか、いろいろな事情はあると思うんですけれども、

ただ、やはり近隣に大きな都市、江別とか札幌とかにはあるんですけれども、こうい

う南幌町ぐらいの規模のところはなかなか病後児保育はなくて、やはりあるのであれ

ば、町民の方に利用していただきたいなという思いはあるので、減少の原因といって

も、すぐ思いつくかどうか分からないんですけれど、担当でそういう現象の原因が分

かれば教えていただきたいと思います。 

それで、預かり時間は６時までやっているということなので、それは安心いたしま

した。やはり、今後いろいろな働き方がありますので、ぜひこれから親御さんたちの

声も聞いていただきたいなと思うんですけれども、それともう１点なんですけれど、

令和６年の予特の時に、病後児保育に何か愛称をつけたらどうですかというお話をし

たと思うんです。その愛称というのは、例えばビューローだったり、あいくるだった

り、保健福祉センターというのは大変なので、やはり私たちは、あいくるとかビュー

ローとかぽろろとか、そういう愛称でやりとりしていると思うんですよね。そういう

部分で、南幌町の病後児保育というよりも何かちょっと愛称があったほうが皆さん親

しみやすいのではないかなという思いがあって、令和６年の予特の時にお話ししまし
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た。その件に関して、担当で何か前向きな何か話が出たかどうか、その部分もお聞き

したいんですけれども。 

子育て支援係長  まず、利用状況ですけれども、令和５年度から令和６年度は６名

から４名ということで減っておりますが、令和７年度先日までの実績では６名という

ことで、また少し利用は増えております。今後の展開としましては、現在共働き世帯

が増加しており、安心して子どもを産み育てられる環境整備ということで、病児・病

後児保育は重要な施策の一つと考えております。現在利用者は横ばいではありますが、

ニーズがないということでは片づけられないのが、病児・病後児保育の難しさだと思

っております。潜在的なニーズはあるのではないかと考えていること、あと、季節や

感染症の流行によって利用状況が変化することが想定されますので、医師や看護師な

どと連携し、いざという時に、病児・病後児保育を利用しながら、仕事と子育てを両

立していくことができるよう、安定的な運営を図っていきたいと考えております。 

愛称につきましては、今後また保健福祉課内で検討させていただきたいと思います

ので、その辺御承知いただければと思います。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  ２点伺います。成果説明書１０ページの性被害防止対策に係る設備事業

補助金の内容及びその活用について伺います。 

もう１点は、保育士等就労支援事業補助、これは正職員、臨時職員ともに活用でき

るものなのか、その２点お願いします。 

子育て支援係長  最初の性被害防止対策に係る設備事業補助金の内容及び活用に

ついてお答えいたします。補助金の内容につきましては、パーテーション、簡易扉、

簡易更衣室の設置による子どものプライバシー保護や保護者からの確認依頼等に応

えるためのカメラによる保育実践の記録と人感センサーライト等の設備の購入や更

新を行う事業であり、１０万円が補助基準額となっております。７万４，８００円の

購入費に対し、国２分の１、町４分の１、事業者４分の１負担で、みどり野幼稚園に

５万６，１００円の補助を実施しております。活用につきましては、プールの着替え

時に男女別の区切りとして使用しております。 

次に、保育士等就労支援事業補助の正職員、臨時職員についてですが、交付対象者

の要件として、正職員、臨時職員の区分はありません。ほかにも要件はございますが、

雇用契約上の労働時間が１日６時間以上かつ一月につき２０日以上の勤務の場合は、

どちらの職員も交付対象になります。令和６年度は、この交付要件に基づき、１５名

の方に支給しており、内訳は正職員８名、準職員、パートで７名となっております。

以上です。 

熊木委員  ２点目の就労支援事業は分かりました。性被害防止対策について、みど

り野幼稚園にということだったんですけれども、これは今後、ほかの施設に拡充とい

うかそういうような検討されているのかどうか伺います。 

子育て支援係長  令和６年度はみどり野幼稚園に補助を実施しております。令和７

年度にいちい保育園に補助金の打診をいたしましたが、実施をしないということで回

答いただいております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 
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西股委員  決算書６４ページの老人クラブの会員数が少しずつ減少してきている

のかなと思います。その中で、その要因はどうなのかということを調査しているのか

どうか、まずそれが１点。 

それと、子育て支援アプリの利用数はどのくらいになっているのか。この利用した

中で、評価というか、そこらの声というのを聞かせていただきたいなと。もしあれで

したらまた、町として、この支援アプリを広げるような考え方、今後どのようにして

いくのかという部分についてもちょっとお聞かせ願えればなと思います。 

高齢者包括係長  まず、１点目の老人クラブ会員数の減少の要因についてですが、

減少の要因の調査はしていませんが、老人クラブからは、就労年齢が伸びていること

で、若い世代の新規加入が少ないことや、高齢になったという理由でやめてしまう方

がいるという声は聞いております。以上です。 

健康づくり係長  ２点目の子育て支援アプリですけれども、衛生費でこの後説明さ

せていただく予定なのですが、後ほどでもよろしいですか。 

西股委員  今の老人クラブの会員数の関係ですが、どうしてもやめられるという、

上のほうは、あまりやめていかないんですけれども、下がなかなか入ってこないとい

うのが現状なのかなというのは分かっているんですけれども、もう一つは、老連のほ

うの仕事、いろいろな部会あるんだけれども、そういうところの役員の成り手がなか

なか高齢になってきていて、そういうのが煩わしいというか、そういうのがどうして

もあると、やりづらいんだという声も聞いておりました。そういうのもあるものです

から、やはりそういうところの取組の仕方もこれから考えながらやらなければならな

いのと、実際、人口の３５％ぐらい老人というようになっていますので、７０歳以上

でも結構いると思うんですよね。そういうところにも声かけてもやはり町中では入っ

てくれないような状況にはなっているんですけれども、何かそういうところで入れる

策を町でも考えてもらえないかなと思うのですが、その辺のどのように考えているか

ということを、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

社会福祉協議会事務局長  老人クラブ連合会を所管している事務局が社会福祉協

議会ですので、私から説明したいと思います。まず単位老人クラブですけれども、過

去には２１単位老人クラブがありました。それで今年の３月、一つの団体が休会とい

うことで、現在１６となっております。会員数ですけれども、令和５年度につきまし

ては７１７名おりました会員が、現在６０６名ということで１００名以上減っている

ということになります。先ほど西股委員もおっしゃっていましたが、要因といたしま

しては、やはり老人クラブ連合会に加入するのが６０歳以上ということから、過去は

６０歳になったら定年になって入っているというのが現状だったんですけれども、社

会情勢の変化に伴いまして、今６５歳定年、７０歳まで働けると、７０歳以上で働い

ている方もいるんですけれども、そういうことから、やはり６０歳代の人方が入るの

が少なくなっているというのが現状です。また、やはり高齢化率３５％以上あるんで

すけれども、町場の部分がどうしてもやはり加入が少なくて、そこの地区、各市街地

区ですけれども、減っているというのが現状です。逆に農家地区のほうが６０歳から

入っているというのが聞こえております。一つの要因といたしまして、役員の成り手

がいないということもやはりいいます。ですから、会議体も極力少なくしてやるとい
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うことで行っております。あとは、加入の部分のどうすればいいかというのは、よく

会合の中で会長さんから話聞いております。その中で言うのは、やはり社協としてで

きることは、社協だよりにいろいろな老人クラブの活動報告とか、加入の推進の記事

を載せるということはできるんですけれども、町内会に話を聞いたら、町内会組織と

老人会の中では組織はあるんだけれども、連携がとれていないところもあるというこ

とで聞いております。ですから、社協の役員の中でも、区長さんが社協の役員やって

いる時に話を聞くんですけれども、やはり地域の中でＰＲしてほしいということで、

まずそこから取り組んでほしいということで、私のほうからもお話をしておりますし、

やはりいろいろな活動の部分のＰＲが今まであまりなかったものですから、今後につ

いては社協も見直してやっていきたいということで、１人でも多くの高齢者の方にそ

ういう活動を見てもらうようなことをやっていきたいと考えております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。ないようですので、質疑を終了してよろしいで

しょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

続いて、審査順序の４番目、第４款衛生費について審査を行います。それでは説明

をお願いします。 

保健福祉課長  決算書７２ページから７４ページをごらんください。 

４款１項１目保健衛生総務費、支出済額２，０７８万５，０００円。実績につきま

しては、決算資料１１ページ中段からとなりますので、あわせてごらんください。 

母子保健事業では、妊婦及び乳幼児の健診や出産・子育て応援支援金、産後ケア事

業の経費を執行しています。 

産後ケア事業は、産後直後の母子の心身のケアや、育児のサポートをする事業で、

訪問型の事業のほかに、本年度から助産院での通所型、短期入所型を追加し、前年度

より約１００万円の増額となっています。 

先進医療不妊治療等助成は、本年度より実施している事業で、保険適用の不妊治療

と併用して先進治療を受けている方に対し、治療費と交通費の一部を道と町が助成す

るもので、１件３万９，７６５円を助成しています。７４ページをごらんください。 

２目予防費、支出済額４，３５２万４，０１１円。実績につきましては、決算資料

１２ページとなりますので、あわせてごらんください。 

成人保健事業では、各種がん検診や健康教育・健康相談事業に係る経費、１，５１

７万３，３９６円を執行しています。なお、１８節負担金補助金及び交付金の救急安

心センターさっぽろの負担金は、急な病気やけがで迷ったとき、いつでも電話相談が

できる事業ですが、昨年度までは総務費でしたが、衛生費に移行となっております。 

感染症予防事業では、各種予防接種や感染症予防対策に伴う経費、２，７６１万３

２９円を執行しています。なお、新型コロナウイルスワクチン接種は、臨時接種から

定期接種に移行となり、対象が６５歳以上の高齢者のみとなってございます。７５ペ

ージ、１２節委託料ですが、高齢者施設等の３月分ワクチン接種請求において、予算

額の不足となり、予備費からの充当を行っております。７５ページ下段からの予防経

費では、狂犬病予防対策に係る経費１９万５，７８６円を執行しています。以上です。 

住民課長  続きまして、７６ページをごらんください。 
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３目環境衛生費、支出済額８８３万１，５７７円。環境衛生経費では、墓地管理、

生活環境の保全対策に係る経費、２９万７，５７７円を執行しています。 

次に、南空知葬斎組合負担金では、組合への負担金８５３万４，０００円を執行し

ています。 

４目病院費、支出済額２億６，６８８万９，０００円。詳細は、病院事業会計決算

で説明いたします。以上です。 

保健福祉課長  ７６ページ下段をごらんください。 

５目保健福祉総合センター管理費、支出済額４，７００万２，６５７円。保健福祉

総合センター管理経費では、あいくる全体の維持管理運営に係る経費を執行していま

す。なお、利用状況等の実績につきましては、決算資料１３ページに記載のとおりで、

管理・清掃業務や維持管理費を執行しています。以上です。 

住民課長  続きまして、決算書７８ページの中段、あわせまして成果説明書１３ペ

ージ下段をごらんください。 

２項１目じん芥処理費、支出済額１億３，５２２万８，０６２円。ごみ処理対策事

業では、不法投棄された処理困難物の処理等に係る経費、ごみステーション用ごみボ

ックスの設置経費のほか、南空知公衆衛生組合及び道央廃棄物処理組合への負担金を

執行しています。 

２目し尿処理費、支出済額１，３３９万２，６５７円。し尿等の処理委託事業では、

北広島市へのし尿処理事務委託に係る経費を執行しています。 

３目合併処理浄化槽整備事業費、３項上下水道費は、下水道事業特別会計での同時

審査となります。 

以上で、４款衛生費の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。 

星委員  ２点質問したいと思います。１点目ですが、成果説明書の１２ページ、成

人保健事業でがん検診についてですが、胃と肺と大腸については少し令和５年から６

年にかけては、受診者も受診率も向上されてきているのかなと思うのですが、乳がん

と子宮がんに至っては少し減っているという数字だと思うんですけれども、担当課と

して目標はどのくらいで設定されていたのか、あと受診率の目標をどのくらいに設定

していまして、それが達成されたかどうか。あと、今後に向けた何か改善策とかそう

いうものがあればお聞かせください。 

あともう１点ですが、成果説明書の１３ページです。ごみ処理対策について伺いま

す。不法投棄ですけれども、こちら不法投棄啓発活動をされているようですけれども、

町の不法投棄の量、どのくらい改善されているのか、横ばいなのか増えているのかそ

の辺をお聞かせください。 

健康づくり係長  ただいまの１点目のがん検診についてお答えいたします。令和５

年度より令和６年度のほうが、胃がん、肺がん、大腸がんの受診率は若干伸びている

んですけれども、乳がん、子宮がんについては若干減っていまして、胃がん、肺がん、

大腸がんは年に一回、毎年受けていただく検診となっているんですが、子宮がん、乳

がん検診については、２年に一回受診する間隔となっているので、その年によって若

干波はあります。子宮がん、乳がん検診に関しましては、有所見が出ることもあるん
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ですけれども、イコールがんだというわけでなくて、何か所見があった際には、検診

ではなくて、定期的な医療での受診が必要になっていくという方も多くいらっしゃっ

て、そういう方はもう、がん検診ではなくて、医療での経過観察という方もいらっし

ゃって、若干その辺で数字が下がる部分もあるかなとは思います。がん検診受診率の

目標値ですけれども、国のほうは６０％という高い目標値があるのですが、なかなか

そこまではいかないので、町の第６期総合計画では、全体で３６％という数字だった

と思います。今その数字までは、町の受診率到達してきているので、やはりこれから

もっと皆さんにまだ受けたことがないという方もいらっしゃるので、今受診券の発送

などもしていますが、ＳＮＳなども使って、幅広く周知していきたいと思っておりま

す。以上です。 

環境交通係主査  ごみの不法投棄の量につきまして説明します。全体件数は１１件、

成果説明書にも書いておりますが、処理困難物、産業廃棄物を除く一般廃棄物の不法

投棄の量につきましては、正確な件数は押さえておりませんが、６回回収しておりま

す。回収量としましては、軽トラック６台程度の不法投棄を南空知公衆衛生組合に搬

入しております。啓発活動につきましては、町内一円に不法投棄の啓発中ののぼり２

４か所、不法投棄監視カメラ２か所、広報、ホームページ、啓発ポスターを掲示して

おります。随時、不法投棄監視パトロール車で町内巡視を行っております。量全体的

には、今年度につきましては６件程度ですから減っております。以上になります。 

星委員  まず、がん検診ですけれども、乳がんと子宮がんは２年に一回ということ、

ちょっと変動がその年によってあるということで理解いたしました。胃と肺と大腸で

すね、こちらのほう国はかなり高い設定なんですが、町の設定に向かっては少しずつ

目標に近づいてきているのかなと思うんですけれど、やはり予防として、より多くの

人に受けていただきたいなということで、周知だけではなく、総合的に健康事業とか

いろいろなところで健康について講座をする際に、町としてはこういう事業を行って

いますし、積極的に受けていただきたいことでありますという、いろいろな面からお

知らせしていただきたいなと思います。あと、開催が結構細かくいろいろなところで

受けられるのはすごくありがたいんですけれども、情報が細くなってしまうと、やは

り高齢者の方たちになると整理するのがなかなか難しいのではないかなとは思うん

です。自分がいつ行ってどこに行けばいいのかとか、病院によっては受け入れ人数も

ある程度制限があると思いますし、一応こうお勧めではないですけれど、相談に乗れ

るような、受けたいんだけど、お勧めとしてはこういう受け方をするとスムーズです

よとか、いろいろ選択肢があり過ぎると、どうしていいか分からなくなって結局選べ

ずに今年はやめようかな来年にしようかなみたいな、そういう課題何か感じていらっ

しゃるので、少し情報を整理して、受診をお勧めするとかそういう対策も検討してい

ただきたいなと思うのですが、それを１点伺いたいと思います。 

ごみのほうで、もう１点。不法投棄はやはり農家さんから結構いろいろタイヤとか

多いんだというような話をよく聞くんです、特に春先に多いのが、おむつが最近増え

てきているという話、用水路におむつが落ちていて、水に濡れると結構大変なことに

なって、農家さんが一生懸命取ったり、あとおにぎりのビニール袋ですとか、コンビ

ニの袋が丸ごと田んぼの横、冬に捨てるのかわからないんですけれども、やはり春に
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田植えする頃になると、ごみが目立つんだというような話をよく聞きますので、その

辺の対策を今後どのように考えているのか、やはりもっと減らしていってほしいと思

うんですけれども、対策をどのように考えているのかお聞かせください。以上です。 

健康づくり係長  １点目のがん検診についてですけれども、星委員のおっしゃって

いただいたとおりに、もうあらゆるいろいろな場面で積極的に周知して勧奨していく

ということが大事だとは思っていまして、特に次世代の若い世代にも受けていただき

たいので、今後もいろいろなところで周知していけるようにしていきたいと思います。

そして、がん検診の選択肢も増えていて、増えていることはいいことですけれどもと

いうお話をいただいて、確かに南幌町は近隣の町と比較しても、江別市、札幌市にも

受診できる環境が整っていて、個別検診も、そして町で実施する集団検診もたくさん

やっているので、何か私たちとしては受けられる機会をたくさん持たなくてはという

ように考えていて、増やしてきたようなこともあったりしたんですけれども、もう少

し整理して分かりやすいようにお伝えできるようにしていきたいなと感じました。 

住民課長補佐（環境交通担当）  ２つ目の不法投棄の関係御説明させていただきま

す。委員おっしゃったように、農家地区におむつの不法投棄というのは、我々も認識

していまして、毎年役場内の４課合同でごみ拾いを実施している時にも、毎年同じ箇

所に捨てられているということがありまして、そういった点も含めて啓発活動という

ことになりますけれども、町としましては、町内に限らず町外から不法投棄というの

は、来られて捨てられているというケースがあるのかなと思っております。そうした

方々に不法投棄を抑止させる有効な手段というのは、なかなかないのが現状ですけれ

ども、不法投棄をしない、させないために、粘り強く啓発活動を継続していくしかな

いかなと考えております。繰り返しとなりますけども、不法投棄される場所について

は交通量の比較的少ない道路ですとか、人通りが少ない道路沿いが多いので、そうい

ったところに今後も不法投棄防止の監視中のぼりの旗を多く設置したり、過去に不法

投棄があった場所には監視カメラ、またその監視中という看板の設置、そういったも

のですとか、あと、パトロール車による町内の巡回の強化、そういったことを引き続

き行いながら、あわせまして広報、ホームページ等でも、町民の皆さんには、不法投

棄についての周知を進めていきたいと考えております。以上です。 

星委員  ありがとうございます。がん検診について理解いたしました。それで、ち

ょっと要望になるんですけれども、例えば、本当に選択肢があることはすごくありが

たいことで、あることでまた迷ってしまうということも起きると思うので、もし、ど

う受けていいか分からない時は相談に乗りますよとか、そういう寄り添うような形も

考えていただけたら、ありがたいなという要望でお願いします。 

次に、ごみですけれども、担当課でやはりおむつは把握されていたということです

が、町内の中でも、割と捨てられやすい場所というのは、傾向としてこの辺がよく捨

てられるという分析とか検証していらっしゃるのか、検証されているのであれば、や

はり地区の区長さんであったり、あとは警察であったり連携をとるような対策はとら

れているのか伺いたいです。 

住民課長補佐（環境交通担当）  不法投棄の関係で、検証しているかということで

すが、過去に不法投棄のあった場所については、町内の図面にその場所としまして、
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担当ではその場所を把握しまして、その場所に先ほど申し上げました、不法投棄監視

中というのぼりを設置するなど、そういったことに役立てています。あと、不法投棄

があった時は、一般廃棄物か産業廃棄物かにもよるんですけれども、一般廃棄物であ

れば、町の担当で回収して対応しますけれども、産業廃棄物になりますと、栗山警察

署にも通報しまして、警察とも連携を図りながら、そういった不法投棄の多い場所で

すとか、そういったところについても情報提供しながら、警察にも巡回してもらうな

どの連携をとりながら対応を図っているということでございます。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  １点だけ伺います。先ほどの説明で、予防費ですけれども、救急安心セ

ンターさっぽろの負担金のことが説明されましたけれども、主に電話相談ということ

で、やはりこういうところがあるとすごく安心すると思うんですよね。それで、どれ

ぐらいの件数というかそういうのが分かれば教えてください。 

保健福祉課長補佐（高齢者包括担当）  今の救急安心センターの件ですけれども、

年間利用料を札幌市、ほか広域で今行っている事業で、実績値いただいているんです

けれども、すぐお答えできませんので、後日お答えをいたします。町民からは、私た

ち広報や、あと乳幼児健診や高齢者の接点を持っている時に、事業の周知を行ってい

ます。委員おっしゃったように、安心を得られるものですので、町民にもっと身近に

感じていただけるように、今後周知に努めたいと思います。 

熊木委員  事前に質問出さなかったので申し訳ありませんでした。今、答えられた

ように、やはり安心できると思うんですね。それで、広報とかにも、ハッシュタグ何

かって載ったりしますよね。それが年に１回とか２回ではなくて、どこかにそれがあ

ると、その時に電話すればいいんだとなるので、それをぜひ今後も啓蒙してほしいと

思います。それで、私が知りたかったのは、電話で相談してそれがどういうシステム

で町のほうに知らせてくれるということなんですけれども、そういうちゃんとシステ

ムがあるということですね。では、後で数字お願いします。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

湯本委員  ごみ処理のほうでちょっとお願いしたいのですが、一つ先ほどのおむつ

の話が出ていたんですが、これ要望になると思うんですけれども、複数の方から、や

はり南幌のおむつ回収の回数が少なくて、ふだんその処理に困るという声も聞いてお

ります。したがって、そういう角度から例えば不法投棄に結びつくようなことがある

ということであれば、その点について検討はお願いをしたいというのが一つ。 

もう一つ、最近市街地にも害獣がたくさん増えてきまして、被害がたくさん起きて

います。それで、ごみステーションの関係ですけれども、町内見渡しますと、ごみ処

理ボックスの設置ができる箇所というのはまだかなり多く見受けられます。地域の

方々の要望とかいろいろあろうかと思うのですが、鳥獣対策の一環からすると、そう

いった形でごみボックス化をもう少し進めるということが必要ではないかと思うの

ですが、昨年度は、東町と６区で３台という形。状況からすると少ないのかなと思う

のですが、申請台数年間受付そういう枠があるのか、それとやはり、町内会からの申

請があった時に受け付けているのか、そこら辺のところだけ教えていただきたい。 

住民課長  １点目のごみの回収の日数です。こちらの担当にも、おむつのごみにつ
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いては、週１回の水曜日しかございませんので、回数を増やしていただけないかとい

うような声も来ております。実際こちらにつきましては、過去から話が来ております

ので、南空知公衆衛生組合と相談しながら、こちらのごみの扱いについて改善してい

く方向で考えている最中でございます。 

環境交通係主査  ２点目のごみボックスの設置についてですが、地元からの要望に

より、要望数を設置しております。今年度につきましても、東町で３基設置しており

ます。以上になります。 

湯本委員  地元からの要望があれば、例えばそれが年に１０台になってもそれを受

けるということですよね。 

環境交通係主査  一応要望によって受けて、あとは財政及びその他場所の確保、そ

の辺がはっきりすれば要望は受けていきたいと考えております。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

西股委員  先ほどの関係だったのですが、子育て支援アプリの関係をよろしくお願

いします。 

健康づくり係長  子育て支援アプリですけれども、令和４年度から利用開始してい

まして、令和４年度末では、１６２人のユーザー数だったんですけれども、直近のユ

ーザー数は３８３人になっています。１年で大体１００人ずつぐらい利用者数が増え

ている状況です。機能といたしましては、町の配信情報を受信したりもできますし、

妊娠から赤ちゃんの発育の記録をしたり、予防接種の管理をしたりできるんですけれ

ども、町の保護者の方からは、予防接種の管理では、特に数もすごく多くてスケジュ

ールが難しかったりするので、アプリの中でスケジュール管理をしたりとか、忘れな

いように通知が来たりというのがすごく便利で使いやすいというような声もいただ

いています。 

西股委員  年間１００件くらい増えているというような状況になってくると、これ

からも割と美園、東町地区に小さい子も結構増えてきていますので、まだまだ増えて

くるのかなと思うんですけれども、これらの対応というのは十分できるような範疇に

あるということでよろしいですか。 

健康づくり係長  ユーザー数はまだ増えても全く問題ないです。対応していただけ

るようにはなっています。母子手帳の交付ですとか、転入時の窓口での対応の時に、

アプリがあることをお知らせしていて、登録していただいてユーザー数もだんだん増

えてきているというような状況になっています。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  成果説明書１１ページの、母子保健の最後の利用者支援事業子ども家庭

センター型心理士個別相談延べ１２４件とあるんですけれども、この事業ですが、ど

ういうような形でどのような内容でされているのか教えていただきたいのですが。 

子育て支援係主査  心理士の相談についてですが、保健師で面談をしたり、あとは

乳幼児健診の中で、そういったお母さんから子育てのことで悩んでいるような主訴が

あった場合に、心理士でお話を伺って、一緒に解決方法を考えていったりですとか、

そういったことをしている事業になります。お母さん方から直接御相談がある場合も

あるので、そういったところも随時対応しています。以上です。 
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佐藤委員  ありがとうございます。１２４件あるということで、そういう中でこの

くらいの相談を受け止められる場所があるということは、子育てしているお母さんた

ちにとってもすごく安心できると思います。ただ、直接来てお話をするということで

１２４件くらいあるとは思うんですけれど、電話したりとか、それ以外に、なかなか

その内容によっては相談しに行けなかったりとかもあるので、先ほど子育てアプリの

件数を聞いてすごい効果があるんだなと思ったんですけれど、そういう相談とかをア

プリの中で受けるとか、そういう形ではできないものなんでしょうか。 

健康づくり係長  アプリの中での相談についてですけれども、以前、アプリの会社

から提案があったこともあったのですが、オンライン同士の面談、相談、スマホとス

マホで相談をするというような形のアプリの相談機能だったので、あまり現実的に利

用のイメージが私たちも湧かなくて、それは今のところ機能としては入っていないで

す。費用としても、確か高額だったというように思っていますので、今あいくるで子

育て相談を受けるという形と、あと心理士も訪問させていただいて、相談に乗ったり

する場面もあったりですとか、子育て支援センターとか、幼稚園、保育園とも連携し

ていまして、そちらに伺って支援に入らせていただくというようなこともしておりま

す。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございました。確かに費用もかかりますし、今のところ１２

４件ということで、相談の形を整えているのかなとは思うんですけれども、ただ、や

はり南幌町ぐらいの規模になると、お母さん同士、父兄同士、子育て世代同士、顔が

見えたりとか、いろいろな部分で顔が見えないところで相談したいという、今後そう

いう親たちも出てくるのではないかなという気がします。やはりアプリがそれだけ活

用されているということは、今後、その費用も全部単体で南幌で出すということでは

なくて、いろいろな補助事業とか、いい事業がありましたら、ぜひ今後も考えていた

だくということもできますでしょうか。 

保健福祉課長補佐（健康づくり・高齢者包括担当）  ただいまの委員の御意見にお

答えいたします。南幌町は子育て世代がとても増えておりまして、私たち実感してい

るのは、数が増えたとともに、とても相談の内容も多様になっており、今まで私たち

保健師で対応できていたものが、やはり多職種、あいくるでいいますと、今の心理士

ですとか、あと体の動きの見れる作業療法士ですとか、言葉の発育の見える言語聴覚

士、あと今係長が言ったように、町内の幼稚園、保育園との連携の中で御相談になる

ケースがとても増えています。顔が見えない、関係性の中で御相談したいという御要

望も確かにあるとは思うんですけれども、子ども家庭センターということで、保健と

児童福祉等一体的に、子育て世代の方の不安が少しでも減少するようにということで、

お子さんの発達段階にあわせた私たち専門職、それから、子育ての大変さを寄り添っ

て、御相談できる体制を子ども家庭センターとして整えているところですので、その

顔の見えるよさ、あとその方によっては私たち職員でお話しがしづらいということで

あれば、こういうところの相談もありますよということで、北海道でも、民間でも、

相談を受けているところがあるので、その方の要望に沿った寄り添い方や相談の仕方

を支援として提供していきたいと思っているところです。以上です。 

佐藤委員  大変御苦労ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 
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家塚委員長  ほかにございませんか。 

高橋委員  またワクチンの話で申し訳ないんですけれども、予防接種のところで、

高齢者の予防接種が個別に書いてあって、ほかの部分、小児ワクチンとかだと思うん

ですけれど、ここにはＢ型肝炎とか子宮頸がんワクチンも入っているんですが、この

辺というのは、年齢別という細かいところは出ていないでしょうか。 

健康づくり係長  各予防接種の対象年齢ですか。 

高橋委員  そうです。 

健康づくり係長  この成果説明書には人数しか載せてはいないですけれども、主に

このＢＣＧから、おたふくかぜまでは小児のワクチンになっています。子宮頸がんで

すけれども、これは小学６年生から高校生の女子が対象ですけれども、令和６年度ま

ではキャッチアップ接種と言って、以前受けられなかった若い世代の２０代ぐらいの

女性にまた接種する機会をということで、昨年度までキャッチアップ接種が実施され

ていました。下の高齢者でついているインフルエンザ、肺炎球菌、コロナウイルスが

高齢者の方の予防接種になっています。以上です。 

高橋委員  多分、できないと分かっていてあえて聞かせてもらうんですけれど、今

回も含め、今までワクチンの効果検証みたいなもの、例えば感染を予防したとか、重

症化を予防したとか、そういったアンケートみたくなってしまうのかもしれないけれ

ど、そういった検証というのは何かこうやったことはあったのでしょうか。 

健康づくり係長  町の単位では、予防接種に関する検証アンケートなどは実施して

いません。 

高橋委員  多分やろうと思ってもできないことだとは思うので。前にも言ったかも

しれないですけれど、周知方法とか、そっちのほうのことですけれど、やはり周知は

誘導になってしまうことがあると思うんです。多分、これらは恐らくその病気の耐性

をつけるとか、そういったものを大きく周知しているとは思うんですけれど、そうな

ってくると、感染予防の啓発というもの自体が、どうしても必要性を強調するといろ

いろ誤解を招くというところもあって、自治体としたら、そのスケジュールとかの案

内は事務的な周知にとどめるべきではないかなと僕は思っているんです。今まで一般

質問とかいろいろなところで言ってきたように、そもそもワクチンは、僕は全く必要

ないと個人的には思っている人間なので、効いているか効いていないかも科学的根拠

というのは出せないものだから、基本的には国も製薬会社とかが、自分たちに都合の

いいマスデータというのを集めて、観察データですけれど、効いているとか効いてい

ないということを言ってくるんですよね。それは観察データであって、解析データで

はないというところなので、国も、結局製薬会社が出してくる観察データというのを、

国のホームページとかにも載せてしまうから、国会などでも一般質問とかで厚生労働

大臣に言っても、分からないとか、検証しないという答えになるのは当然なんですよ

ね。なので、この辺、前回も言ったかもしれないですけれど、必ず載せてほしいなと

思うところが、任意だということですね。小児ワクチンから高齢者のワクチンまで、

全てのワクチンが任意だということは、やはりどうしても載せてほしいなという思い

なんです。なので、定期接種というのが、義務かと思っている方もいらっしゃるので、

その辺は載せてほしいというところがあります。あと、ちょっといろいろ考えてきた
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んですけれど、効果や副反応には個人差がありますというような明記ですとか、接種

は御自身の体調や価値観に応じて御判断くださいですとか、救済制度のことは必ず載

せてもらいたいんですけれども、科学的知見というのは日々更新されていますという、

不確実性というんですか、その辺はちょっと強調してほしいなというところもあった

りとかして、だから、予防接種法というところに基づいていろいろやっているとは思

うんですけれど、いうこと聞かなければ刑罰とか罰金があるというものではなくて、

そこはやはり自治体でも考えられるはずなんですけれど、そうなってくると、もちろ

ん厚労省とかからの補助金とか交付金とか、その辺の財政的な政策的な圧力がかかる

可能性もあるので、できることできないことがあるというのは分かっていますし、だ

からそういうのは、ちょっとこの制度の隙間とか言葉のニュアンスとかが結構大事だ

と思うので、そういう事に目を向ける姿勢というのはワクチンだけではないんですけ

れど。町でやっている制度そのものを全部全て含めてだと思うんですけれど、そうい

う言葉のニュアンスは結構大事だと思うんです。なので、そういうところ気をつけら

れるところを少し採用していただければうれしいなというところです。これは要望に

なりますので、答えいいです。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

ないようですので、これで質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは、職員の一部入替えがありますので、２時４５分まで休憩します。 

 

（午後 ２時３１分） 

（午後 ２時４５分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。先ほど熊木委員から、

救急安心センターさっぽろの件数の問いがありましたが、答えていただきます。 

健康づくり係長  救急安心センター札幌の実績ですけれども、令和６年度は８９件

の相談の実績がありました。その８９件の内訳ですけれども、医療機関の案内が２２

件、救急医療相談が４９件、その他１８件となっています。なお、令和４年は３６件

だったのが、令和５年で７３件、令和６年で８９件と相談の実績は少しずつ多くなっ

ています。以上です。 

家塚委員長  それでは、次に審査順序の５番目、介護保険特別会計について審査を

行います。それでは説明をお願いします。 

保健福祉課長  令和６年度介護保険特別会計歳入歳出決算の説明をいたします。初

めに、歳入の説明をいたします。決算書１５５ページをごらんください。 

１款１項１目第１号被保険者保険料、収入済額１億７，２４７万７００円。収入未

済額８８万８，０１０円。収納率につきましては現年度分が１００％、対前年度比と

同率。滞納繰越分につきましては２３．６％、対前年比４．５％の増となっています。 

２款１項１目介護給付費負担金、収入済額１億４，５７２万１，８１１円。施設給

付費の１５％、居宅給付費の２０％が交付されたものです。 

２項１目調整交付金、収入済額４，７７１万５，０００円。給付費及び地域支援事

業費の約６％が交付されたものです。 
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２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、収入済額３１９万４，

０００円。事業費の保険者負担分の２０％が交付されたものです。１５６ページにま

いります。 

３目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、収入

済額５８１万６，９６５円。事業費の保険者負担分の３８．５％が交付されたもので

す。 

４目保険者機能強化推進交付金、収入済額７２万６，０００円。地域包括ケアシス

テムや保険運営の安定化に資する施策の推進状況に応じて交付されたものです。 

５目介護保険保険者努力支援交付金、収入済額１４７万円。介護予防・健康づくり

事業に資する取組の状況に応じて交付されたものです。 

６目事業費負担補助金、収入済額３０万２，０００円。介護報酬改定に伴うシステ

ム改修のために交付されたものです。 

３款１項１目介護給付費交付金、収入済額２億２，９７６万８，０００円。施設給

付費並びに居宅給付費の２７％相当が交付されたもので、財源は各保険者の第２号被

保険者の納めた保険料です。 

２目地域支援事業交付金、収入済額３５８万１，０００円。介護予防・日常生活支

援総合事業費の保険者負担金の２７％相当が交付されたもので、財源は各保険者の第

２号被保険者の保険料です。次ページにまいります。 

４款１項１目介護給付費負担金、収入済額１億２，５５６万５，０００円。施設給

付費の１７．５％、居宅給付費の１２．５％が道負担分として収入されたものです。 

２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、収入済額１９９

万６，２５０円。介護予防事業費の保険者負担分の１２．５％が道補助金として収入

されたものです。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、収入

済額２９０万８，４８２円、事業費の保険者負担分の１９．２５％が道補助金として

収入されたものです。次ページにまいります。 

５款１項１目利子及び配当金、収入済額１，９５５円。基金の利息でございます。 

６款１項１目介護給付費繰入金、収入済額１億２７６万２，３６５円。施設給付費

及び居宅給付費の１２．５％の町負担分です。 

２目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業、収入済額１３１万３，

８１４円。介護予防事業・日常生活支援総合事業の事業費の１２．５％の町負担分で

す。 

３目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、収入

済額２３４万２，４１１円。事業費の１９．２５％の町負担分です。 

４目低所得者保険料軽減繰入金、収入済額９１５万９，６００円。別枠公費による

繰入金で、財源内訳は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、国、道補助金は一般

会計で受け、町負担４分の１とあわせて特別会計に繰入れるものでございます。 

５目その他一般会計繰入金、収入済額１，１７８万９，８５５円。歳出の総務費相

当額を事業費として町が負担するために繰入れをしています。次ページにまいります。 

２項１目介護給付費等準備基金繰入金、予算計上していましたが、財源が確保され
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たことから繰入れを行わなかったものです。 

７款１項１目繰越金、収入済額３，５０７万４，８３７円。令和５年度からの繰越

金です。 

８款１項１目第１号被保険者延滞金、収入済額１，２００円。 

２項１目第三者納付金並びに２目返納金につきましては、実績はございません。 

３目雑入、収入済額５万９，１００円です。地域支援事業に係る利用者負担金です。 

以上、歳入合計予算現額９億３６０万３，０００円。調定額９億４６２万８，３５

５円。収入済額９億３７４万３４５円。不納欠損額０円。収入未済額８８万８，０１

０円でございます。 

次に、歳出の説明をいたします。１６０ページをごらんください。 

１款１項１目一般管理費、支出済額２２７万８，５４０円。介護保険全般に係る事

務処理経費を執行しています。 

２項１目賦課徴収費、支出済額６４万９，６１１円。保険料の賦課等に係る経費を

執行しています。１６１ページをごらんください。 

３項１目認定調査等費、支出済額６１４万５，６３４円。介護認定調査を行う会計

年度任用職員をはじめ、介護認定に係る経費を執行しています。 

２目認定審査会共同設置負担金、支出済額２７１万８６６円。栗山町、由仁町と共

同設置している審査会に係る負担金を執行しています。次ページにまいります。 

４項１目計画策定委員会費、支出済額２万３，４０４円。第９期介護保険事業計画

の進捗管理のために委員会を開催した経費を執行しています。 

５項１目趣旨普及費、支出済額２８万８，２００円。介護保険利用の手引きの作成

経費を執行しています。 

２款１項１目居宅介護サービス給付費、支出済額１億９，５７６万１，０５６円。

訪問介護、通所介護、通所リハビリ等の給付に係る経費を執行しています。 

２目地域密着型介護サービス給付費、支出済額１億６，６５４万７，１０４円。グ

ループホーム、認知症対応型デイサービスの給付に係る経費を執行しています。次ペ

ージにまいります。 

３目施設介護サービス給付費、支出済額３億４，７８７万７，０４３円。食費及び

居住費を除く介護老人福祉施設等の入所給付に係る経費を執行しています。 

４目居宅介護福祉用具購入費、支出済額８６万５，７５７円。福祉用具購入の給付

に係る経費を執行しています。 

５目居宅介護住宅改修費、支出済額１１５万１，００２円。住宅改修の給付に係る

経費を執行しています。 

６目居宅介護サービス計画給付費、支出済額３，１４９万１，４３９円。サービス

を利用する際のケアプラン作成に係る経費を執行しています。１６３ページ下段をご

らんください。 

２項１目介護予防サービス給付費、支出済額２，４２６万２，８８４円。介護予防

における通所リハビリをはじめとする各種サービスの給付に係る経費を執行してい

ます。次ページにまいります。 

２目地域密着型介護予防サービス給付費、支出済額４万７，９１６円。介護予防に
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おける認知症対応型通所サービスなどの給付に係る経費を執行しています。 

３目介護予防福祉用具購入費、支出済額７２万２，４５７円。福祉用具購入の給付

に係る経費を執行しています。 

４目介護予防住宅改修費、支出済額１６６万７，１２０円。住宅改修の給付に係る

経費を執行しています。 

５目介護予防サービス計画給付費、支出済額４０１万５，１７８円。介護予防サー

ビスを利用する際のケアプラン作成に係る経費を執行しています。 

３項１目審査支払手数料、支出済額６９万３，７６４円。１１，８５２件の手数料

を執行しています。次ページにまいります。 

４項１目高額介護サービス費、支出済額２，０２０万３，２７３円。要介護者の利

用者負担限度額を超えた部分についての払い戻しに係る費用を執行しています。 

２目高額介護予防サービス費、支出済額４万５，５６３円。要支援者の利用者負担

限度額を超えた部分についての払い戻しに係る費用を執行しています。 

５項１目高額医療合算介護サービス費、支出済額３５７万３，１３８円。介護と医

療の両方を利用して、自己負担限度額を超えた部分についての払い戻しに係る費用を

執行しています。 

次の２目高額医療合算介護予防サービス費につきましては、実績はございません。

次ページにまいります。 

６項１目特定入所者介護サービス費、支出済額２，３１７万４，２３５円。要介護

者で所得の低い方の食費並びに居住費の自己負担分に係る費用を執行しています。 

２目特定入所者介護予防サービス費につきましては、実績はございません。 

１６６ページ中段から１６７ページにかけまして、３款１項１目介護予防・生活支

援サービス事業費、４８９万５，７３５円。訪問型サービス事業と通所型サービス事

業に係る経費を執行しています。 

２目介護予防ケアマネジメント事業費、支出済額５９万６，５０３円。介護予防・

生活支援サービス事業に係る対象者のケアプラン作成に係る経費を執行しています。 

３目一般介護予防事業費、支出済額５０９万９，３７４円。快足シャキッと倶楽部

や水中運動教室、ボランティアポイント事業、サロン事業などに係る経費を執行して

います。事業の一部は、社会福祉協議会に委託をしています。１６８ページから１６

９ページにまいります。 

２項１目包括的支援事業費、支出済額４７万２，６９３円、介護支援専門員の研修

等に係る経費を執行しています。 

２目在宅医療・介護連携推進事業費、支出済額１万５，０００円。在宅医療介護の

連携のための講演経費を執行しています。 

３目生活支援体制整備事業費、支出済額４２４万６，０００円。事業を推進するた

めの生活支援コーディネーター配置などに係る経費を執行しています。 

４目認知症総合支援事業費、支出済額１０万３７０円。認知症のある高齢者に早期

から関わりを持ち、適切な医療やサービスにつなげる事業で、主に認知症サポート医

師に係る経費を執行しています。 

５目地域ケア会議推進事業、支出済額１３万５，４０６円。２回実施しました地域
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包括ケア推進会議の委員報酬や自立支援に向けた個別会議の開催に係る研修会の経

費を執行しています。 

６目任意事業費、支出済額７２０万４，１０１円。介護者のつどいや配食サービス、

シルバーハウジング生活援助員派遣事業など、町の実情に応じて実施している事業の

経費を執行しています。 

４款１項１目介護給付費等準備基金積立金、支出済額１，１１６万６，９５５円。

詳細は備考欄のとおりでございます。次のページにまいります。 

５款１項１目第１号被保険者保険料還付金、支出済額６万４００円。内訳につきま

しては、申告による所得更正が主なものです。 

２目償還金、支出済額１，２５６万４，９３４円。国費、道費、支払基金の令和５

年度精算に伴う償還金です。 

６款１項１目予備費、実績はございません。 

以上、歳出合計予算現額９億３６０万３，０００円、支出済額８億８，０７５万２，

６５５円。不用額２，２８５万３４５円です。１７１ページにまいります。 

実質収支に関する調査の調書の説明をいたします。 

１歳入総額９億３７４万３４５円。２歳出総額８億８，０７５万２，６５５円。３

歳入歳出差引額２，２９８万７，６９０円。５実質収支額は２，２９８万７，６９０

円でございます。 

次に、決算書資料の説明をいたします。決算資料２５ページをごらんください。２

７ページまで項目ごとに件数並びに支出額を記載しております。 

令和６年度の介護保険事業の主な概要を申し上げます。２５ページ中段の認定結果

につきましては、合計が４４２人で、前年度対比１４５人の増となってございます。

増加の理由としましては、７５歳以上の後期高齢者の比率が高くなっていることに加

えまして、認定期間の関係で令和６年度は更新対象者が多い年度となっているためで

す。 

２５ページ中段、２保険給付費につきましては、（１）居宅サービス給付費全体で

は、対前年度比、件数は６９９件の増であり、給付費は約１，４３４万円の増額とな

っています。２６ページの（２）施設サービス給付費では、対前年度比、件数では１

９３件の増、給付費で約６，５３１万円の増額。（３）介護予防サービス給付費では、

対前年度比、件数では３件の増、給付費では約５９万円の増額でございます。 

保険給付費全体では、対前年度比で約８，３３１万円の増で、約１０％の増額とな

っており、居宅サービス、施設サービスともに増加してございます。２７ページ上段

をごらんください。 

③介護予防事業では、一般高齢者等に対する各種介護予防事業を実施しており、通

年で実施している事業につきましては、ほぼ全ての事業が、コロナウイルスが落ちつ

いたことから、昨年度よりも回数や参加延べ人数が多くなっている状況にございます。 

以上で、介護保険特別会計の説明を終わります。 

家塚委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 
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次に審査順序の６番目、国民健康保険特別会計について審査を行います。それでは

説明をお願いします。 

住民課長  令和６年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の説明をいたします。初

めに、歳入から説明いたします。決算書１３７ページをごらんください。 

１款１項１目国民健康保険税、収入済額２億６０１万４，４９３円。収入未済額４，

０７７万９，４０８円。収入未済額の内訳は、現年課税分１６４件３７名、滞納繰越

分１，５４２件８０名となっています。収納率は、現年課税分が９８．７４％で、前

年度対比０．０２ポイントの増加、滞納繰越分が１７．７５％で、前年度対比４．６

１ポイントの増加となっています。 

２款１項１目手数料、収入実績はありません。 

３款１項１目災害臨時特例補助金、交付実績はありません。 

３目社会保障・税番号制度システム整備費補助金、収入済額３１５万２，０００円。

次ページへまいります。 

４款１項１目保険給付費等交付金、収入済額６億７，２０１万９，５０７円。１節

普通交付金として、６億４，１９９万９，５０７円。２節特別交付金として、３，０

０２万円がそれぞれ交付されたものです。 

２項１目財政安定化基金交付金、交付実績はありません。 

５款１項１目利子及び配当金、収入済額３，０４５円。基金積立金の利子収入です。 

６款１項１目一般会計繰入金、収入済額８，０２７万２，０００円。国の基準に基

づく一般会計からの繰入金です。内訳は、次ページにかけて、備考欄に記載のとおり、

基盤安定繰入金、未就学児均等割保険税繰入金、産前産後保険税繰入金、財政安定化

支援事業繰入金、出産育児一時金等繰入金、事務費繰入金となっています。 

２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、収入済額２，７９９万９，０００

円。歳入財源不足を補うため基金から繰入れを行ったもので、令和６年度末の基金残

高は１億７１８万１，７９６円です。 

７款１項１目繰越金、収入済額１，５３４万４，１９９円。令和５年度国民健康保

険特別会計からの繰越金です。 

８款１項１目延滞金、３２万９，３９０円。相続財産換価による配当金のうち、延

滞金充当分が１件です。 

２項１目第三者行為納付金、収入済額１３万３，４９７円。交通事故等の第三者行

為損害賠償納付金等２件です。次ページへまいります。 

２目過誤払給付費返納金、収入済額４２万４，２６１円。医療費の返納４３件分で

す。 

３目雑入、収入済額４９万５，０００円。特定健康診査一部負担金及び特定健康診

査に係る令和５年度道補助金の確定による精算金です。 

以上、下段歳入合計予算現額１０億１，９１１万４，０００円。調定額１０億４，

６９６万５，８００円。収入済額１０億６１８万６，３９２円。収入未済額は４，０

７７万９，４０８円です。 

次に、歳出の説明をいたします。１４１ページをごらんください。 

１款１項１目一般管理費、支出済額６２４万９，８７７円。国民健康保険全般に係
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る事務経費を執行しています。備考欄中段、国保被保険者に対する加入者情報のお知

らせ通知送付に係るシステム改修を、全額国の補助を受けて実施しております。 

次ページにかけまして、２目連合会負担金、支出済額９７万１，９８７円。北海道

国保連合会への負担金を執行しています。 

２項１目賦課徴収費、支出済額６６万６，８４０円。納税通知書印刷や収納手数料

などの経費を執行しています。 

３項１目運営協議会費、支出済額９万４，４５６円。国保運営協議会委員９名分の

報酬などの経費を執行しております。 

４項１目医療費適正化対策事業費、支出済額５５万９，２８６円。次ページにかけ

まして、備考欄、特定健診受診勧奨や保健指導に係る職員時間外勤務手当、ジェネリ

ック医薬品の利用促進に係る経費などを執行しております。 

５項１目収納率向上対策事業費、支出済額２９５万２，８７５円。一般事務報酬、

会計年度任用職員期末手当など、保険税収納率向上対策に係る経費を執行しています。 

２款１項１目療養諸費、支出済額５億５，４８５万６，８６５円。次ページにかけ

まして、備考欄、北海道国保連合会に対する被保険者の療養に係る負担金、審査支払

手数料などを執行しています。 

２目高額療養費、支出済額８，４２８万６，０６７円。被保険者の高額療養費に係

る保険者負担分の経費を執行しています。 

３目出産育児諸費、支出済額３００万１，４７０円。１件当たりの交付金限度額は

５０万円で６件分を執行しております。 

４目移送費、予算の執行はありません。 

５目葬祭諸費、支出済額４２万円。１件３万円で１４件分を執行しています。 

６目傷病手当金、予算の執行はありません。次ページまいります。 

３款１項１目医療給付費分、支出済額２億２，１０１万７，０００円。医療費給付

に係る北海道への納付金を執行しています。 

２目後期高齢者支援金等分、支出済額６，５６２万２，０００円。後期高齢者支援

金等に係る北海道への納付金を執行しています。 

３目介護納付金分、支出済額２，６２８万２，０００円、介護納付金に係る北海道

への納付金を執行しております。 

４款１項１目共同事業拠出金、予算の執行はありません。 

５款１項１目特定健康診査等事業費、支出済額１，３４６万５，５７７円。特定健

診、特定保健指導などに係る経費を執行しています。備考欄下段、１２節委託料では、

特定健診受診率向上対策として、健康ポイント委託業務、北海道及び国保連合会並び

に市町村の共同事業で、特定健診等データをＡＩ等により分析し、効果的・効率的な

受診勧奨を行う、特定健診受診率向上支援共同事業の経費を執行しています。次ペー

ジにまいります。 

２項１目保健衛生普及費、支出済額１９６万１，５１６円。医療費通知、各種検診

などに係る経費を執行しています。 

６款１項１目基金積立金、支出済額３，０４５円。基金利子分の積立金です。 

７款１項１目財政安定化基金償還金、予算の執行はありません。次ページへまいり
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ます。 

８款１項１目保険税等還付金、支出済額２１万５，２００円。保険税月割の異動な

どに伴い１２件分を還付したものです。 

２目保険給付費等交付金償還金、支出済額１３２万５，２１９円。令和５年度道補

助金、保険給付費等交付金の確定に伴い、超過交付分を返還したものです。 

３目その他償還金、支出済額４５万２，０００円。令和４年度国庫特別調整交付金

再確定及び令和５年度出産育児一時金臨時補助金交付額確定による返還によるもの

です。 

２項１目直診施設勘定繰出金、支出済額２０３万円。町立病院運営に係る特別調整

交付金分を病院事業会計への繰出金として執行しています。詳細は病院事業会計決算

の中で説明します。 

９款１項１目予備費、予算の執行はございません。 

以上、１４８ページ下段の歳出合計でございます。予算現額１０億１，９１１万４，

０００円。支出済額９億８，６４３万３，２８０円。不用額は３，２６８万７２０円

です。 

次に、実質収支に関する調書について説明いたします。１歳入総額１０億６１８万

６，３９２円。２歳出総額９億８，６４３万３，２８０円。３歳入歳出差引額は１，

９７５万３，１１２円です。４翌年度へ繰り越すべき財源はありません。５実質収支

額は１，９７５万３，１１２円です。６については該当ございません。 

次に、決算資料成果説明書の２４ページをごらん願います。国民健康保険特別会計

です。令和６年度の国民健康保険事業の主な概要を申し上げます。 

初めに、２保険給付費、（１）療養給付費の状況です。年間平均被保険者数は１，７

６３人で前年度対比６４人の減少となっています。１人当たりの費用額は４３万３６

２円で前年度対比６，８５１円の増加となっています。１人当たりの受診件数につき

ましては１６件で、前年度対比で１件の減少となっています。保険給付費全体では６

億４，２５６万４，４０２円となっており、前年度対比で１，４０２万６，７１０円

の減少となっています。 

次に、３国民健康保険事業費納付金の状況です。北海道への国民健康保険事業費納

付金は、３億１，２９２万１，０００円となっており、前年度対比で２，１７９万２，

０００円の増加となっております。今後においてもこの事業費納付金の推移に留意し

ながら、国民健康保険事業における財政基盤の安定化を図ってまいります。 

次に、４保健事業費の状況です。特定健診受診者数は５３１人で、前年度対比２５

人の減少、受診率は３６．１％で、前年度対比０．２ポイント減少しています。 

以上で令和６年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。 

星委員  １点、ちょっと分からなかったので、確認で質問したいんですけれども、

予算書では１４７ページ、保健衛生普及費ですけれども、委託料になります。１２節

委託料で、予算で２５０万ぐらい出ているんですけれども、支出済額が８８万で、不

用額がその倍ぐらいの１６０万が不用になっているので、ちょっと気になったんです

けれども、予算では、人間ドック等予算で１６０万ぐらい出ているんですが、執行で
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は５０万になっているんですが、これ多分、成果説明書でいうと、２４ページの保健

事業にあたるのかなと思ったのですが、さっき人数聞いたら若干減っているというこ

となんですけれど、この辺どういう状況だったのか説明いただきたいです。 

国保医療係長  人間ドックの見込み件数ですけれども、国保の加入者で１人当たり、

医療機関ごとに単価を掛けた分で計算しております。前年の見込みと実績を比較した

形で、皆さんが受けていただくように予算組みをしておりますので、特定健診を前年

度受けた方が、人間ドックを受ける可能性も考慮して予算は少し多く見積もっており

ます。実際受けた人数よりも極端に減っているということの質問かと思いますが、後

期高齢に移行する方も何人かいらっしゃいますので、その分の減額と、あと人間ドッ

クを受けなかった、特定検診を選択して受けたという実績で減額になっているという

ことになります。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

石川委員  私は国保加入者ですけれども、毎月保険給付費のあなたはどこの病院に

幾らかかった、そのうち保険料はこんな形で払われているという明細として、はがき

で送られてきますけれども、あれに係る経費はどれだけかかっているのか。それと、

今いろいろ電気料金だとか電話料金もそうですけれども、電子化されてきて、それこ

そメールとか何かそのような形の別な手法としてデータが送られてくるのが多い中

で、国保に関してはいまだ郵送で送られてくるということで、その郵送費から考えた

ら、電子化というような形の見直しというのはできないものなのか、その辺りいかが

でしょうか。 

国保医療係長  今の質問ですけれども、医療費通知の発送経費ということで理解し

ました。医療費通知に関しましては、郵送料１件当たりはがきの金額、あと１世帯で

複数枚の発送になる場合は一つの封筒に入れて１１０円で送付しております。今のメ

ールの対応の話ですけれども、現時点ではメールの対応は検討しておりません。マイ

ナ保険証の利用登録ですね、令和６年の１２月２日からマイナ保険証に移行されたと

いうこともありまして、そちらで医療費の情報ですとか、あと薬剤の処方された経緯

も確認することができますので、医療費通知という形ではないんですけれども、個人

的に医療機関の情報、薬局の情報も確認するような仕組みにはなっておりますので、

今のところメールでの対応というのは考えておりません。あと、医療費通知の活用と

しては、確定申告の時の医療費控除に使うことができますので、そちらの観点からも、

現時点でははがきで通知ということで対応したいと思っております。 

石川委員  分かりました。あくまで今の国保は被保険者というか事業自体は道です

から、道からの通知なのかなという感じも思ったんですけれど、もしそうでないなら

ば、町単位で判断できるんだったら、マイナ保険証でそういう形で確認できると、そ

ういった方面で少しでも経費節減するという考え方としては大事なのかなと。さっき

説明ありましたけれども、事業の給付額も相当増えてきているということから考えた

ら、幾らかでも削減するような工夫も必要なのではないかなという感じもいたします。

あと、税金の申告の段階で、あれはあれでまた別個のはがきですから、あれは絶対必

要だとしても、毎月の送付というのは意外と必要なかったりすることもあるし、メー

ルでも十分役目がなされるのではないかなという感じもするので、その辺り、これか
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らも検討していただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 

住民課長補佐（戸籍・国保担当）  ただいまの御質問、御意見のお話の中身ですが、

医療費通知については、現行はがきでお送りしておりますけれども、そちらのはがき

の形式、記載内容につきましても、国保連合会で作成しているものを活用していると

いうところで、うちの町だけではなく、ほかの市町村においても同じような形で進め

られているところがあると認識しておりますので、本町だけがそういった取扱いがで

きるかというところはなかなか今の時点では難しいかなと私としては認識しており

ます。また、そのはがきの中身でいろいろ医療費の削減に向けた取組の周知ですとか、

そういった文面もあわせて、お送りしたはがきに記載している中で、皆さんに医療費

の適正化というか、最適化を図っていただくということも周知にもつながっておりま

して、国の交付金などの算定にもなっている部分がありますので、そういったことも

踏まえて、なかなか電子化というのは急には難しいところはあるのかなと思っており

ますが、これからの国保連合会の通知ですとか、そういったやり方、仕組みの中身な

ど、情報を集約しながら、適正な方法で進めてまいりたいと考えております。以上で

す。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

それではないようですので、質疑を終わってよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

次に、審査順序の７番目、後期高齢者医療特別会計について審査を行います。それ

では説明をお願いします。 

住民課長  それでは、令和６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の説明をい

たします。初めに歳入から説明いたします。決算書１７７ページをごらんください。 

１款１項１目後期高齢者医療保険料、収入済額９，６５８万６，５００円。収入未

済額９１万２，６００円。収入未済額の内訳は、現年度分２６件７名、滞納繰越分３

１件４名となっております。収納率は現年度分が９９．５５％で、前年度対比０．０

６ポイントの減少、滞納繰越分が３０．２５％で、前年度対比１４．２３ポイントの

増加となっております。 

２款１項１目督促手数料、収入実績はありません。 

３款１項１目事務費繰入金、収入済額６９０万６，０００円、国の基準に基づく繰

入金で、内訳は備考欄に記載のとおりです。 

２目保険基盤安定繰入金、収入済額３，３０１万４，３２９円。国の基準に基づく

繰入金で後期高齢者医療保険料の軽減額を繰入れしたものです。 

４款１項１目繰越金、収入済額３６万５，３０３円。令和５年度後期高齢者医療特

別会計からの繰越金です。次ページへまいります。 

５款１項１目延滞金、収入実績はありません。 

２項１目雑入、収入実績はありません。 

以上、下段歳入合計予算現額１億３，８８２万８，０００円。調定額１億３，７７

８万４，７３２円。収入済額１億３，６８７万２，１３２円。収入未済額は９１万２，

６００円です。 

次に、歳出の説明をいたします。次ページをごらんください。 
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１款１項１目一般管理費、支出済額１２８万９，７７３円。電算システム保守など

の事務経費を執行しております。 

２項１目徴収費、支出済額３８万５，２４１円。保険料の通知・徴収に係る経費を

執行しています。 

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、支出済額１億３，４４７万５，７２

９円。次ページにかけまして、備考欄、北海道後期高齢者医療広域連合に対する事務

費負担金、保険料等負担金、保険基盤安定負担金を執行しています。 

３款１項１目保険料還付金、支出済額９万４，９００円。保険料更正などに伴い５

件分を還付したものです。 

４款１項１目予備費、予算の執行はありません。 

以上、下段歳出合計予算現額１億３，８８２万８，０００円。支出済額１億３，６

２４万５，６４３円。不用額は２５８万２，３５７円です。 

次に、実質収支に関する調書について説明をいたします。 

１歳入総額１億３，６８７万２，１３２円。２歳出総額１億３，６２４万５，６４

３円。３歳入歳出差引額は６２万６，４８９円です。４翌年度へ繰り越すべき財源は

ありません。５実質収支額は６２万６，４８９円です。６については該当ございませ

ん。 

次に、決算資料の成果説明書の２８ページをごらん願います。後期高齢者医療特別

会計です。本特別会計は、広域連合の管理のもと保険料を徴収し、広域連合に対し必

要な費用を納付するための特別会計です。ただいま説明したとおりの内容を記載して

おります。被保険者数は１，４４４人で、前年度対比３６人の増加となっております。 

以上で令和６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

本日予定しておりました審査項目が終了いたしました。明日１１日、午前９時３０

分まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後 ３時４２分） 
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決算審査特別委員会会議録 

（２日目 R7.9.11 9:30～14:36） 

 

家塚委員長  それでは、昨日より延会となっておりました決算審査特別委員会を

ただいまから再開いたします。本日の出席人員は９名であります。それでは、直ち

に会議を開会します。 

審査順序の８番目、第５款農林水産業費について審査を行います。それでは説明

をお願いします。 

農業委員会事務局長  決算書８０ページをお開きください。 

５款１項１目農業委員会費、支出済額７６０万７，２３２円。農業委員会運営経

費として農業委員１２名の報酬、旅費並びに事務局経費として、農地台帳システム

の保守更新に係る経費の執行となっています。以上です。 

産業振興課長  成果説明書は１４ページ、あわせてごらんいただきたいと思いま

す。 

２目農業振興費、支出済額６億３，６６１万９，６８５円。不用額４３３万９，

３１５円。不用額の主なものは、１２節委託料で、有害鳥獣捕獲業務の執行残で

す。１８節負担金補助及び交付金では、担い手育成対策事業における新規就農者に

対する奨励金並びに農業経営高度化促進事業での農地整備等に伴う負担軽減措置費

用の負担金の執行残によるものです。備考欄の説明にまいります。農業振興経費で

は、総合農政推進協議会運営経費をはじめ、農業関係団体への負担金など、１８４

万７，５９８円執行しています。 

次に、有害鳥獣対策事業では、実施隊員の報酬、有害鳥獣捕獲等業務委託料、狩

猟免許取得支援事業費助成金など、２６９万９，８８０円を執行しています。 

次に、経営所得安定対策事業では、農産物の生産目標の調整や確認を行う南幌町

農業再生協議会に対する補助金のほか、水田畑地化促進事業に係る補助金の経費と

して、１，７４４万５９１円を執行しています。 

次に、耕地利用高度化推進事業では、農地の良好な生産環境を維持するため、地

域での共同利用器具備品購入費として９９３万８，５００円を執行しています。な

お、導入した機械は、三重地区の貸し出し用レーザーレベラーを１台、三重地区、

鶴城一期地区の貸し出し用畦塗り機を３台購入しています。 

農業振興補助金交付事業では、南幌町農業協同組合が取り組む重点施策事業に対

する補助金として４００万円を執行しています。 

次に、農業経営高度化促進事業では、農地、農業水利施設の整備に伴う農家の負

担軽減措置費用と、工事により休耕する農家の所得損失補填の負担金として２億

７，３２９万８，３１４円を執行しています。 

次に、農業制度資金利子補給事業では、認定農業が借り入れた制度資金の利子補

給補助金として、延べ５７件分、１３０万６，４５８円を執行しています。 

次に、担い手育成対策事業では、農婚塾の負担金や４Ｈクラブ活動補助、新規就

農者６名に対する担い手育成奨励支援のほか、次ページにかけて、産地生産基盤パ
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ワーアップ事業、麦・大豆技術向上事業補助金などの経費として、１億４５８万

７，４０２円を執行しています。 

次に、地産地消活動推進事業では、農産物加工センターの指定管理料、キャベツ

キムチ町民還元事業の負担金などの経費として、２７６万８，８９７円を執行して

います。 

次に、都市との交流と販路拡大事業では、北海道日本ハムファイターズ主催ゲー

ム１１試合にて本町の農産物のＰＲ経費、農業者が実施するグリーンツーリズム事

業の補助金と助成金として、７０万４７０円を執行しています。 

次に食育活動推進事業では、食育推進計画策定委員開催経費をはじめ、小学生に

よるバケツ稲づくり事業、子育て支援米支給事業、親子農業体験塾などの経費とし

て９１６万９，５９８円を執行しております。 

次に、多面的機能支払事業では、農業の有する多面的機能の維持、発揮を目的

に、分水区ごとに組織されている３つの地域資源保全協会への交付金や事務経費と

して、１億９，６９６万６，２９５円を執行しています。 

次に、環境保全型農業直接支援対策事業では、環境保全型農業を推進する生産者

１２経営体に対する補助金と事務費として、１，１８９万５，６８２円を執行して

います。 

続いて、３目農地費、支出済額４，３０７万８，５３１円。不用額５９万４，４

６９円。土地改良事業経費では、道営経営体育成基盤整備事業として三重地区ほか

２地区の換地業務経費、水利施設管理強化事業補助金などを執行しています。続い

て、９０ページをお開きください。下段です。 

２項１目林業振興費、支出済額１９３万３，７０５円。不用額３７万７，２９５

円。林業振興経費では、防風林監視人に対する報酬、野ねずみ駆除薬剤散布委託

料、町有林の倒木処理経費などを執行しています。 

以上で農林水産業費の説明を終わります。 

家塚委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

西股委員  農業振興補助の関係でお聞きしたいのですが、今農協と一緒にやって

いるわけですが、その関係で、どのような事業を行っているのかという内容を説明

していただきたいのと、現在やられているものに対する、生産者からの何かいろい

ろな声というのはあるのかなと。何十年も続いている事業ですけれども、この事業

自体マンネリ化していないのかなというのをちょっと懸念される部分あるので、内

容についてお聞かせ願いたいなと思います。 

それともう１点、農業関係で、農業委員会の農地の流動化の関係、どのような形

で推移しているのかということで情報提供をお願いしたいと思います。特に今、農

地の異動の中で、公社の買上げの関係、それと公社からの払下げの関係、それもど

のようになっているのかという部分についてお願いいたします。 

農政係長  農業振興対策事業補助金の関係でございます。初めに、事業の内容に

つきましては、農協が策定をしております第１５次中期計画、３か年計画の農業振

興策事業と、町の総合計画の内容と一致した取組６項目に対して補助を行っている

もので、１つ目、収益性の高い農業の確立。２つ目、経営基盤の体質強化。３つ
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目、意欲ある担い手の育成。４つ目、環境と調和した農業の推進。５つ目、食の安

全と食育の推進。６つ目、豊かさと活力ある農村の構築。いずれかに効果が見込め

る事業に対して助成を行っており、本町農業の発展を図るというものになっており

ます。総事業費としましては、２，３４９万２，０４１円。そのうち対象事業費と

しましては、１，１８０万５，１４７円となっておりまして、対象事業費の２分の

１、４００万円を上限に補助をしているものです。 

生産者の声というところでございますけれども、こちらの事業の一つとしまし

て、土壌診断に基づく土壌改良に資する取組ということで、こちら事業費としまし

ては５５０万ほどになっておりまして、町内の生産者皆さんに補助を行っていると

いうものになっておりますので、こちらにつきましては、農業者の負担軽減になっ

ているものと考えております。 

マンネリ化をしていないかというところでございますけれども、今年の２月に、

農協で第１６次中期計画の策定を行っておりまして、取組の内容の第１５次との変

更点でありますけれども、基本的に取組に大きな変更というものはありませんけれ

ども、そのうち新たな取組としましては、蔬菜の関係になりますけれども、新規に

蔬菜品目を作付した方への支援として１００万円、長ネギ強洗浄利用者への支援と

いうことで、８０万円が新規に計上されております。また、減額となったものとし

ましては、麦収穫後の二毛作に対する支援、こちらが１００万円減額、土壌改良に

資する取組につきましても７０万円減額ということで、それぞれその時に合った取

組の内容で、ＪＡでもいろいろ精査をしているものと考えております。以上です。 

農地係主査  ２点目の御質問についてお答えいたします。令和６年度の農地の異

動実績につきましては、まずは農地法第３条における所有権移転が５件、１２．４

８ヘクタールとなっています。 

次に、農業経営基盤強化促進法による所有権移転の件数につきましては、北海道

農業公社の事業で、公社が農地を買入れする買入れ事業が４件、１９．１８ヘクタ

ール、公社から売り渡す売渡し事業が７件、４３．２６ヘクタールです。農業委員

会のあっせん基準による一般あっせん、いわゆる相対での売買が８件、８ヘクター

ルとなっております。以上です。 

西股委員  農業委員会のほうは分かりました。農業振興の関係で、蔬菜振興が新

たに出てくるということですが、主眼を置く作物としては、どういうものを狙って

いくのかということですが、キャベツが多分かなり生産面積減っているということ

で、今産地指定も外れそうになっているんでしたか、まだ大丈夫ですか。これ以上

切るとちょっとまずいかなというところで、ちょっとやるのかなと思うんですけれ

ども、その辺のどういうものに対してやっていくのかということをまず教えていた

だきたいのと、それと土壌分析の関係というのは、今農協にある機械で全部やるよ

うな形になるのかどうか、それともどこか外注に出してやるのかという部分でお知

らせください。以上です。 

農政係長  蔬菜の関係につきましては、こちらのＪＡの新規の計画でいきます

と、キャベツを初めとして、長ネギ、ブロッコリー、ピーマン、タマネギ、こうい

ったところを産地として維持をしていくという計画上なっており、それに取り組ん
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でいるものと思います。先ほど説明させていただきました新規に蔬菜品目を作付し

た方への支援ということで、こちらにつきましては、どの品目を作付した方という

ことではなくて、新規に作付者への支援ということで、品目については問われてい

ないと考えております。 

それと２点目の土壌診断の関係につきましては、全て外注と把握をしておりま

す。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

石川委員  通告は出していないんですけれども質問させていただきます。成果説

明書の１４ページ、最初に出ています有害鳥獣対策について、昨年も質問された方

いたんですけれども、今、全道全国で熊が出没しているということで、結構ハンタ

ーに対しての注目を受けていますけれども、うちの町の場合、猟友会という形で体

制をとっていますが、以前、高齢化になっているとか、なかなか次やる人がいない

という話をされていましたけれども、現時点では実施隊員９名いるという形で捉え

てよろしいでしょうか。実働できるような体制としてはどのような形になっている

のか、また、町として、これから隊員を補充するような形での施策として、講習会

に補助を出しているというお話でしたけれども、その辺りについてもう少し詳しく

教えていただきたいと思います。 

農政係主査  猟友会の関係ですけれども、現在隊員が１０名おりまして、確かに

高齢化は進んでいるところではありますが、そのうちハンターと呼ばれる銃を持っ

ている方は３名です。この３名の方も、７０代が１人、６０代が１人、５０代が１

人ということで、今後１０年後のことも考えますと、厳しい状態になってくるのは

間違いないかと思います。今後、猟友会のメンバーを増やすということに関して

も、今猟友会から情報がありまして、本年度中に１名猟友会に入りたいという方が

いらっしゃるということで話を聞いております。ただ、お仕事の退職後の方という

ことなので、詳しい年齢は聞いていないですけれども、恐らく６０前後の方なのか

なと思いますが、こちらの方も猟銃を持たれていない方なので、今後、鹿もそうで

すし熊の対策もそうですけれども、まず、猟銃を持たれている方を今後どうやって

補充をしていくかが今後の課題となっているのは、こちらとしても把握している状

況であります。以上です。 

石川委員  分かりました。１名増えるという可能性があると。ハンターという資

格を持っていても、肝心の銃がなければどうしようもない、実際にその資格を持つ

ということはアライグマの処分くらいな形ですかね。キツネだとかそういったもの

だけしかできないのかなという感じがするんです。具体的に、銃は町のほうでは買

い与えるということもできないでしょうし、歯がゆいところで何か方策はないので

しょうか。それと、出動した場合には、連絡する体制として町を介して連絡するよ

うな形でなっているのか、捕獲するその連絡体制というのはどんな形なのかもお伺

いいたします。 

農政係主査  鹿や熊が出没した際には、当然町に連絡が入りまして、私どもから

各ハンターの皆さんに御連絡するような体制にはなっております。 

産業振興課長補佐（農政担当）  今おっしゃった部分については、緊急事態の部
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分の銃の使用という形の理解でよろしいでしょうか。その部分に対しましては、鹿

が通常出た場合、人的な被害がないという形になりますと、先ほど説明があったと

おり、地元から連絡があって駆除の要請をします。一部撃てない場所ですとかあり

ますが、そこの銃が使用可能な場所につきましては、それぞれ我々お願いしまし

て、ハンターの方に駆除していただいているという形でございます。昨今の熊の話

になるかと思います緊急の部分といいますと、そこの部分については紙面にもあり

ますとおり、今法改正が一部なされまして、自治体の判断でやれるという形にはな

っておりますが、こちらについては当然警察の部分ですとか、あとそれぞれ安全確

保をしなければいけませんので、そこら辺で町の関係機関ですとか、消防にも判断

を仰ぎながら進めていかなければならないという形になっておりますので、いずれ

にしましても、今回の緊急時の部分に対しましては、今後関係機関と連携協力のも

と、これまでどおり進めていかなければならないということでございます。以上で

す。 

家塚委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。次に、審査順序の９番目、６款商工費について

審査を行います。それでは説明をお願いします。 

産業振興課長  決算書９１ページ中段からとなります。主要成果説明書は１６ペ

ージ中段からとなりますのであわせてごらんください。 

６款１項１目商工振興費、支出済額１億４５５万２，２１５円。不用額３０万

２，７８５円。備考欄の説明にまいります。商工会運営助成事業では、商工会が実

施する経営改善普及事業及び地域振興事業に対する補助金として６０５万１，９３

０円を執行しています。 

次に、中小企業資金利子補給事業では、北海道中小企業総合振興資金を活用した

事業者２２社に対する利子補給助成として、１７７万６，４１３円を執行していま

す。９１ページ下段から次ページにかけて、ふるさと応援寄附事業では、寄附に係

る事務事業経費、中間事業者への業務委託料など、８，８４２万３，８８６円を執

行しています。なお、令和６年度の寄附実績につきましては１５，８２７件、金額

では１億７，３８７万６，０００円となっております。 

次に、地域おこし協力隊設置事業では、ふるさと応援寄附事業に係る地域おこし

協力隊活動に対する業務委託料、備品購入費などの活動経費として４９８万８，９

８６円を執行しています。９２ページ下段から次ページにかけて、商工振興経費で

は、南空知４町で連携実施しています消費生活相談窓口業務、関係団体の負担金の

ほか、空き店舗活用支援事業補助金として３３１万１，０００円を執行していま

す。 

続いて、２目観光振興費、支出額９億８，４８３万７，４８９円。不用額４１８

万５，５１１円。不用額の主なものは、１５節工事費で温泉施設の改修整備工事費

の執行残によるものです。備考欄の説明にまいります。観光協会運営助成事業で

は、町長杯争奪パークゴルフ大会、観光協会直販所常駐職員配置経費に対する補助

金として４６７万９，９１０円を執行しています。 
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次に、南幌温泉経費では、施設の指定管理料、町民無料入館券配布事業負担金の

ほか、温泉施設の改修に伴う整備工事費並びに、パート従業員給与保障に係る経費

として、９億７，１２１万５，０７５円を執行しています。９３ページ下段から次

ページにかけまして、イベント経費では、令和６年度新たに町の主催で開催しまし

た南幌盆踊りの開催経費として８５万７，０４５円を執行しています。 

次に、地域おこし協力隊設置事業では、観光情報の収集、発信や観光資源の利活

用など、観光振興業務に係る地域おこし協力隊活動に対する業務委託料、備品購入

費などの活動経費として６１５万５，６５９円を執行しています。 

次に、観光振興経費では、町内４施設に設置しているデジタルサイネージの運用

経費、北海道そらちグルメフォンドイベントの負担金などの経費１９２万９，８０

０円を執行しています。 

続いて、３目ふるさと物産館管理費、支出済額１，５８５万６，１８１円。不用

額１０４万９，８１９円。ふるさと物産館管理経費では、施設の維持管理運営に係

る経費として執行しています。主要成果説明書１７ページ中段、ふるさと物産館管

理事業をごらんください。ここでは施設の利用者数です。全体で６万８，０８７人

の利用です。前年比６，３３３人、１０．３％の増となっています。以上で商工費

の説明を終わります。 

家塚委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。 

星委員  成果説明書の１７ページ、南幌温泉管理運営についてお聞きしたいんで

すけれども、一般質問でもさせてもらったのですが、令和６年度町民無料券の交付

率７７．６％ということで、対象者数とちょっと計算すると、５，７００人ほどが

交付されたことになっていると思うんですけれど、交付されたのが大体５，７００

人ぐらいで、利用率がそのうちの７３．５％ということで、４，２００人ほどが利

用されたのかなという計算でいるのですが、その差異として、交付をして実際利用

された方を引くと、１，３００人ほどが券を使わずして終わったのかなと思ってい

るんですけれども、交付して利用できなかったというのは、原因としてどのような

ことを考えられているのか、私のほうでも考えられるのは、無料券は持っているけ

れども足がないですとかそういうことも考えられるのかなと思っているのですが、

担当課としてどのように考えているかをお願いします。 

商工観光係長  無料券の使用できなかった要因というのは、ちょっと私どもでも

把握はしていません。去年は休業が４か月間ありましたので、やはりそこは利用率

の低下を招いている要因ではないかとは思っています。また、交通弱者に関する対

策ということにつきましては、温泉事業自体としては、対策というのは行っており

ませんけれども、町としては、オンデマンド交通事業や今年度より始まりました夜

間タクシー運行支援事業を町としては実施しております。そのほか、夕鉄バス、そ

れからハイヤーもございますので、それらの交通機関を活用していただければと思

っております。また、町として、このオンデマンド事業と夜間タクシーの事業の町

民への周知が足りないのではないかということであれば、南幌温泉や各施設にポス

ターなどを掲示して周知を図るなどの対策をしたいと考えております。以上です。 

星委員  ありがとうございます。その使わなかった人の把握というのは、全てを
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把握するというのは難しいことではあるとは私も理解はしているんですけれども、

やはり免許返納された方は無料券で行きたいなと思っても、あいるーとですと往復

３００円かかりますし、ハイヤーですともうちょっと高額になってしまうし、やは

り無料で入っていただきたいというものに対して、免許がないとか、年齢的に年金

で生活していらっしゃる方とか、そこに無料で行って帰ってきて、本当にその３回

は経費はかからないですよというような何かこう対策を考えていただきたいなと思

うのですが、例えば、ほかの課と連携するとか、何かこう事業のポイントにあいる

ーとの券をつけるとか、何かと一緒につけるとか、あと７５歳以上であったり、免

許返納の申請された方はあいるーとの券をつけるとか何かこう対策等を考えていた

だきたいなと思いますが、その辺担当課のお考えを伺いたいと思います。 

産業振興課長  先日行われた一般質問のお話でもありまして、まずその利用者を

増やしたいという部分、町長の答弁でも指定事業管理者との協議を進めていくと考

えています。町としても、まずはその温泉利用に向けた分は当然、指定管理者との

説明を協議しているんですけれども、まず足の確保というところのポイント、そこ

だけを一つ見ますと、やはり今免許返納の方については住民課の担当課ともなりま

すし、あいるーとのお話も、現状住民の足の確保のためにつくられた事業でござい

ますので、そこの部分と兼ね合わせてできるのかなと、これも含めた中で検討して

まいりたいと思います。我々としても町民利用の部分についても、ちょっと検討は

していくことに、先日の答弁で考えておりますので、引き続きそういうことで御理

解いただければと思います。 

家塚委員長  ほかにありますか。 

熊木委員  商工会の運営助成のことについて伺います。運営補助金の内訳にどの

ようなものが含まれているのか、それを説明してほしいと思います。 

それから、この説明書の中にも観光協会特販販売員人件費というのがあるんです

けれども、これは１名分なのか、その辺のことについてもお願いします。 

それからもう１点、質問出していなかったんですけれども、南幌温泉のことにつ

いて、南幌温泉昨年休業補償をしましたよね。そのあと、休業補償して、その人方

は戻ってきて現在やられているのか、その割合とか、そういうのが分かればお知ら

せください。 

商工観光係長  商工会補助金につきましては、南幌町商工会補助金交付要綱に基

づきまして補助金を交付しております。内容につきましては、商工会の指導員と補

助員、それから記帳専従者の３名の人件費それから出張旅費、経営指導に係る事務

費について、補助金を交付しております。補助金につきましては、補助対象経費に

対して、道からも補助金が交付されております。そちらの道からの補助金を除いた

金額の９５％を補助金として交付しております。 

続きまして、観光協会の補助金につきましては、こちらは特販所の販売員の１名

分の人件費を補助金として交付しております。 

産業振興課長  温泉のパートさんの件でございます。パートさんについては、全

員いらっしゃっています。人件費保障は約束になっていますので、全員入っていま

す。加えて、リニューアルに向けて、アンビックス独自で今の派遣人材を募集し
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て、プラス７名、海外の方もいらっしゃると聞いています。それは先日の状況でし

たけれども、現状のパートさんは各全員確保プラス、事業もプラスで、独自で採用

しているということになっています。以上です。 

熊木委員  先に商工会の３名の人件費とか事務費などの補助ということで、道か

らも補助金が出ているということですけれども、一般の人から見ると商工会がなか

なか高齢化もあって、そのお店が撤退したりとかということもあって、なかなかう

まく発展していけないというか、努力をされていてもなかなかそういう状況にある

と思うんです。３名の方たちでいろいろ対策練りながら、商工会を運営して、商工

会に加盟する人も増やすとかいろいろやっていると思うんですけれども、その辺で

見通しというか、例えば、食事をする場所が、１店、２店と増えてもきているよう

ですけれども、なかなか大人数が入ってというところが撤退したことによって、な

かなか苦慮するというところがあると思うんです。その辺で、何か努力をされてい

ると思うので、さらなる何かそういうのがあれば伺いたいと思います。 

それからもう一つ、今南幌温泉のことで、全員が戻ったということとプラス７名

がいるということですけれども、町にはサービスについて苦情とかそういうのは入

っていないのでしょうか。ちょっと利用されていた方が、今までよりもサービスが

悪くなったという声が少し聞こえるんですけれども、そういうことについては、担

当課としては何か聞いていることがあって、指定管理者と打合せとかそういう中で

出されたりとかそういうことがあるのかどうか、その２点お願いします。 

産業振興課長  まず１点目の商工会人件費の補助で、局長を除く３名の人件費を

補助として充てています。業務上のお話をしますと、融資の窓口にもなってござい

ますので、そちらの中では、今大人数が入る食事どころというのはないんですけれ

ども、金融機関を通じた中で、そこの空き店舗の紹介ですとか、それに関しての融

資に結びつけるですとか、現在入ってきている店舗の分につきましても、当然商工

会と御相談をされた上でオープンされている形になっていますので、まずこの３名

の中で、企業さんたちにそのお店を紹介してですとかというのはやっています。

我々空き店舗の補助金も連携してやっていますので、それをさらにという部分のお

話でいきますと、現状でいきますと、そこの対相手のお話もありますので、我々か

ら見る商工会の部分としては、現状、連携しながらやっている形となっていますの

で、確かに実績としては目に見えない、出てきていないかもしれませんけれど、た

だ、小さいお店屋さんだとかは確かに来てございますので、その分では、商工会の

メンバーとしては、少ない人数でやられているなと考えております。 

あと温泉のお声ですが、やはり今リニューアルオープンした中でも、露天風呂の

お話で苦情が来ています。今配管の関係でちょっと不都合があって、水が少し詰ま

ったり出が悪い、そのために外部から外へつないでいる状況にあります。それは９

月、今月中で解消されることで御確認していますので、そこは問題ないんですけれ

ど、あと苦情としては、朝風呂につきましても、星委員からも一般質問の中でもお

話ありましたが、やはりやっていた部分を中止されるという部分では、利用者にと

っては声が大きいかなと考えています。あと利用券だとか、そういう部分について

は特に苦情の声はありません。一応施設の部分については、今の露天風呂のところ
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と、朝風呂についての苦情の声は聞こえます。以上です。 

熊木委員  温泉のことで、大きな苦情はないということですけれども、以前しゃ

べり場の中で、毎日のように温泉利用している人が、他の温泉と比べて掃除が行き

届いていなくてということが、利用した方からも、自分も感じているし、ほかの町

外から来た人にもその苦情を言われると。それを何度か温泉に言ってもなかなか改

善されないというような声だったんです。その方はやはり南幌温泉と名前を売って

いるのに、そんなことがどんどん広がると、やはり利用客が離れてしまうのではな

いかという心配もあって、すごくその意見を言われていたんです。それは産業経済

常任委員会でも多分伝えてもらっていると思うんですけれども、そういうことでの

速やかな改善というか、そういうことにぜひ努力をしてほしいと思います。要望

と、もしそのことについて何か回答あればお願いしたいと思います。 

あと商工会で、町民として、いろいろ今小さなお店、例えば焼き菓子屋とか、パ

ン屋とかができていて、そういうところはやはり何とか盛り上げたいと思って利用

してお土産に使ったりということは私もしているし、友達とかもやっているんで

す。今のお店、いろいろな商工に関して、昔と違って大々的に何か宣伝物を出して

誘客するということでなくて、ＳＮＳとかそういう形が多いような気がするんで

す。それでも広報の中に取上げてくれて、こういうお店ができましたというのがあ

るんですけれども、やはりその可能な限りそのお店と話をして、こういう形で町と

しては広めていきたいということができれば、それを認知させるというか、町民に

知らせるということは必要かと思うんです。その辺の努力をぜひやってほしいなと

思います。せっかく来てくれたところが、撤退しないで、何とかそこでお店を経営

していく形になってほしいなと思うんですけれども、その辺から何か考えているこ

とがあればお願いします。 

商工観光係長  新しいお店の宣伝周知につきましては、こちらも町として、周知

というのはちょっとなかなか難しいところもございますけれども、観光協会を通し

て、例えばですけれども観光協会だよりですとか、現在も毎年すいーつ巡りのパン

フレットは毎年更新して、新しいお店を加えていったりしておりますので、そうい

ったところで周知を行っております。それから今、デジタルサイネージ町内４か所

に設置されておりますけれども、その中で、飲食店の情報になりますけれども、そ

ういったページがございます。今、内容を新しいお店も含めて更新作業を行ってお

ります。今、地域おこし協力隊が一生懸命お店に写真撮りに行ったり取材していた

だいて、内容を更新しております。その内容をもとに、例えばですけれど、グルメ

マップですとかそういったようなものを町として来年度以降になりますけれども、

そういったものを作成していきたいと考えております。以上です。 

産業振興課長  今の新しいお店のＰＲ、町広報だけでとなると、なかなか個人の

お店だけを紹介になってしまうので、今言ったようにですね、あらゆる部分で周知

できればいいと思いますし、逆に商工会さんもあわせて一緒に何かこう周知できる

ように、進めていきたいなと考えています。 

もう１点、温泉の掃除の部分については、我々もお願いはしているところです。

改めて今日こういう御意見いただいたということで、温泉側にもさらに伝えて進め
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ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

家塚委員長  ほかにございませんか。 

西股委員  ふるさと応援寄附金事業の関係ですが、昨年、米の高騰の関係があっ

て、それからやはりかなり厳しい状況になっているのかなと思うのですが、今年も

それは引き続きなるだろうという予想されている中で、何か新しい取組というか、

そういうものは検討されているかどうかということをお聞かせ願えればなと思いま

す。 

商工観光係長  ふるさと納税に対する新しい取組につきましては、西股委員もお

っしゃったとおり、かなりお米が不透明な状況、また南幌町の返礼品の主なものは

農産物が大きいものですから、やはり天候などにかなり左右されるというところが

不安要素ではあります。その中で、新しい返礼品の開発などを進めていきたいと考

えておりまして、令和６年につきましては、例えば、新しいものとしまして、しょ

うがでしたり、あと米粉のゆめぴり粉、それから南幌ピザ、これはピュアホワイト

を使った冷凍ピザを開発しましたり、あと今年に入りまして新しく登録したものと

しましては、乾燥たもぎ茸、それから甘エビ出汁ラーメン、それからキッチンカー

ですけれども、焼き芋屋さんができましたので、そちらの干し芋、それから農産物

ではミニトマト、従来あいこなどがあったんですけれども、新しい品種のデザート

ミニトマトのラブリーさくらなどを加えております。それから、まだ返礼品のリス

トには入っておりませんけれども、新しいお店のブーランジェリーシナさんのパン

のセットですとか、南幌ジンギスカンの本店でしか扱っていない極厚ラムですと

か、そういったものを新しく加えて、加工品は通年扱えるような商品を増やしてい

きたいと思っております。それからポータルサイトですね、今楽天、さとふるなど

大体大手のところは入っているんですけれども、ちょっと高所得者層のポータルサ

イトがあるんですけれど、そういったところをちょっと増やして、寄附者の方の目

に多くつくように進めていきたいと考えております。以上です。 

西股委員  米については、かなり今年度も厳しいような状況になってくるかなと

思うし、価格的にもかなり高くなってきているという状況になってくるので、やは

り変わるものがなければ１億７，０００万、令和６年にあった部分というのはかな

り下回る可能性も出てくるのかなと思うので、担当のほうでも少し努力していただ

きたいなと思います。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

石川委員  観光振興関係でお伺いしたいんですけれども、町から出されている資

料には載っていませんが、毎年新聞掲載で出ています空知管内の観光客の入り込み

数ということで一覧表が出ています。その出どころは空知総合振興局だと思うんで

すけれども、私も振興局のデータを見ましたところ、うちの町として令和４年だと

２３万９，０００人、年間で５年だと４１万６，０００人。ところが、令和６年だ

と３８万９，０００人ということで、数字少し下がっているその原因は大体想像は

つくんですけれども、この入り込み数として報告しているその根拠となるイベント

だとか、施設ですか、そういったものの数なのかなと思うのですが、具体的にどの

数字をあげているのか、それを教えていただきたいと思います。 
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商工観光係長  観光入込客数につきましては、イベントの集客数については入っ

ておりません。町内の施設において受付などが必要なもの、入場客数が確実に分か

る施設の人数のみの集計となっております。具体的な施設につきましては、リバー

サイドゴルフ場、それから南幌温泉、リバーサイド公園こちらはカートコース、キ

ャンプ場、テニスコート、野球場、サッカー場など全部含めております。それから

中央公園につきましては、築山などの無料エリアとパークゴルフ場、それから南幌

温泉の近くの札幌ヒルズパークゴルフ場、それから夕張太にあります稲穂パークゴ

ルフ場、それから三重湖のキャンプ場、はれっぱの以上の施設の入場者数について

集計をして、観光入込客数の数字のもととしております。以上です。 

石川委員  施設に対しての利用する数だけをあげているということなんですね。

結構イベント、夏祭りや町の盆踊りだとかいろいろなイベントもあるけど、あれも

観光というような形で捉えてやっているのかなと感じもしていたんですけれども、

それは入っていないというお話でしたね。各自治体で同じような形のルールでされ

ているんでしょうか。結構やはりお祭りを一つの観光として銘打っている町もある

だけに、そういったところではイベント関係というのも加えているのではないかな

という感じもするんですけれども、例えば沼田町の夜高あんどんは観光の名物です

から、そのような捉え方もしているけれども、うちの町はそのイベントを入れない

理由というのは何なのかということ、その辺り再度お伺いしたいと思います。 

商工観光係長  イベントの集客数を入れていない理由としましては、観光協会含

め町で主催しているようなイベントにつきましては、町民向けのイベントがほとん

どで、不随として観光客も来ているというような考え方なので、あくまでも観光入

込客数なので、町外の人数がどのぐらいかという数字になってしまいますので、実

際にこの施設の利用につきましても、町民も含めた数字に対して、観光客は何人か

ということで町外補正率を掛けて報告している形になります。実際の利用者数とな

ってしまうと、もっと多い人数が利用しているような状況です。イベントにつきま

しては、町以外のイベントもかなり多くなってきてはいるんですけれども、やはり

人数の把握がかなり難しいところがネックにもなっていますし、例えば参加料とか

入場料を徴収するようなイベントであれば、観光入込客数に加えても差し支えない

かなと。基礎数値が分かっているようなものであれば大丈夫かなと思うんですけれ

ども、町内で行うイベントにつきましては、無料のものも多いですから、やはりき

ちんとした根拠のある数字の把握が難しいという考えのため入れておりません。観

光入込客数の調査方法として、イベントの入場者数の調査方法として、有料施設の

場合は入場チケットの枚数、それから入口があるものにつきましては、受付でカウ

ントという形で、きちんとそういった受付ですとか、有料チケットで人数が確認で

きるものを調査対象としているため、無料のイベントにつきましては対象外となっ

ております。ほかの市町村もこちらの要領につきましては全国統一なので、ほかの

市町村についても同様だと思います。以上です。 

石川委員  分かりました。ただ、イベントとして、例えばこの間やった野祭は相

当町外の人が来ているんですよね。チケットは売っていないけれども、野菜売った

数から考えても相当な数として捉えることができるかなと思いますし、町外の入り
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込み者としてカウントするならば、そういったイベントは数に加えてはどうなのか

なという感じもいたします。あと、町内の施設に関してお話いただきましたけれ

ど、パークゴルフ場の利用、例えば中央公園のパークゴルフ場もやはり町外補正率

という形で捉えているんでしょうか。結構あそこは町内の方が多く使われているの

はよく確認しますけれども、そんなところも加味されているのかなと思います。あ

と、私が管理しているところは９割町外ですから、カウントされたらいいかなと思

いますけれど、いかがでしょうか。 

商工観光係長  中央公園のパークゴルフ場につきましては、町外補正率８０％で

カウントしております。施設に応じて、大体どのぐらいの町外の方が来るかという

のは、施設ごとで補正率は変わっております。また、石川委員が管理されているパ

ークゴルフ場につきましては、この後ちょっとお話をお伺いさせていただいて、そ

れからという形でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

野祭は、もしイベント入込客数としてカウントするのであれば、例えば入場者数

をカウントするようなアルバイトの方を雇う必要が出てくると思います。入口も何

か所かありますので、そこに人を配置して人数をカウントするですとか、そういっ

たなかなか根拠となるような数字がきちんとカウントできるような状況が整ってか

ら、観光入込客数に入るような形になります。 

産業振興課長  いずれにしましても、その調査要領に基づいてやっていること

で、今石川委員の管理しているパークゴルフ場の部分も確かに入っていませんの

で、逆に数字が今お分かりになるということで、今後そういうのも含めて、ただ、

イベントの分につきましては、その主催者の考え方もちょっと今のお話をしてみ

て、カウントできるならしていただくようにお願いしたいと思いますし、委員おっ

しゃるとおり、結構町には入ってきていますので、適切に把握に努めてまいりたい

と思います。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  成果説明書１７ページのふるさと物産館管理経費で、通告はしていな

いんですけれども、４点ほどお聞きします。まず１点目ですけれども、今回ビュー

ローの利用者が令和５年から見て７００人ほど増えたということで、特販所軽食の

売上げは前年度より比較してどうだったのか、またその要因はどうだったのかとい

うことと、それと、ビューローの中でイベントをされていると思うんですけれど

も、その内容と効果はどうだったのかということ、それと、観光協会加盟事業者以

外のものをビューローの中では販売できないということをお聞きしておりますけれ

ども、できる方法というのはあるのかどうなのか。４番目に、３階に入る事業者の

問合せはあったのか、今後どのように誘致するのか、４点お聞きしたいのですが。 

商工観光係長  まず、１点目の特販所と軽食コーナーの売上げにつきましては、

特販所ですけれども、令和６年は約７５０万円、令和５年は約７１５万円で、約３

５万円の増となっております。軽食コーナーにつきましては、令和６年の売上げが

約４２０万円、令和５年の売上げが約３１０万円ですので、１１０万円の増となっ

ております。どちらも増額になっておりますけれども、その要因といたしまして

は、まず軽食コーナーにつきましては、昨年の９月にメニューの金額を値上げして
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おります。それで、半年間ですけれども売上げ上がっておりますし、あと８月に二

合半茶屋が閉店しておりますので、そちらの利用客のお客様が軽食コーナーに流れ

てきたという可能性も多いと思います。そのほかに、はれっぱですとか、あとスポ

ーツセンターの大会参加者などの利用者も増えてきていることが要因となっている

と思います。 

２番目のイベントなどの内容、効果というのは観光協会とかの中央公園でやって

いるようなイベントの効果でしょうか。ビューローの中でのイベントというのは特

に行っていないです。パンとかはイベントではなくて、事業者さんが販売をしてい

るだけなので、ビューローでのイベントは開催しておりません。恐らく、コロナウ

イルスのときに、なかなか収穫祭とかできなかったので、その時には、ビューロー

の中でお米とかパンとか販売をしていたかと思います。 

それから、観光協会以外の方の物販ができるかどうかということですけれども、

特販所では、特産品認定されている物のみの販売しかできませんけれども、先ほ

ど、パンとかの販売と言っていましたけれど、例えば軽食コーナーの前での物販、

特販所ではなくて、自分が販売するような物販につきましては、使用料はかかりま

すけれども販売はできます。実際に、パンですとか、あとボランティア団体が作っ

た物を販売したりという利用はございますので、そういった利用は可能でございま

す。 

それから、３階に入ってくる事業者さんの話ですけれども、会議室に令和６年ま

である企業が専用で借りていた件になると思いますけれども、その企業が令和６年

６月まで専用利用をされていた後につきましては、ラピダス関係で、令和５年に１

件だけ問合せがありました。ただ、実際には専用利用につながってはおらず、現在

は特にこちらから働きかけるようなこともしておりませんけれども、今後につきま

しては、お問合せがあれば、専用利用できるように条例とか規則とかもなっており

ますので、例えば相談内容ですとか、その企業の今後の町内での企業展開などお伺

いして、町内雇用の創出につながるですとか、そういった町の発展に寄与するよう

な、展望を持っているような企業であれば、総合的に使用を許可するかどうかを判

断することになるかと思います。現在としましては、申し訳ないですけれど何も問

合せがない状況で、通常の会議室利用のみとなっておりますけれども、実際に会議

室も結構利用が増えておりまして、学習塾ですとか、そういった町内の方でちょっ

とイベントを会議室でやりたいというような利用も増えている状況です。以上でご

ざいます。 

佐藤委員  ありがとうございました。売上げが伸びているということで、本当に

よかったなと思っております。ただ、売上げは伸びているんですけれども、売れる

かどうか分からないということで、あまり大量に仕入れるということは厳しいとは

思うんですけれども、どうしても冷蔵庫の中とか商品の充実という形では、まだ足

りないのではないかなと。毎度行くたびに、もう少しラーメンでも何かいろいろな

ものあるんですけれども、売っていますよという感じではなくて本当に少ししか置

いてないという商品の陳列だったので、もう少し商品を充実することができないの

かなという思いがあります。 
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それと、イベントが今回されていないということなので、また来期に向けて、い

ろいろな形で工夫してほしいなとは思っています。今、会社のほうもあまり問合せ

が来ていないようですし、こちら側からの積極的な働きかけも、ちょっと今、お話

ししたら、されていないということだったので、やはりビューローって南幌の観光

の拠点だと思うんですよね。それで、町外の方からは、道の駅じゃないかしらと思

って間違えてくる人もいるぐらいで、やはり収益性のあるものでなければいけない

かなという思いがあって、毎年１，６００万近く維持管理費がずっとかかっている

ということで、今お話を聞いたら、いろいろな形で売上げも伸びてきたり、人も入

ってきたりという中で、将来的に指定管理ということも視野に次の考えに入れられ

るのかどうなのかということも、そこのところをお聞きしたいなと思うのですが、

いかがでしょうか。 

産業振興課長  軽食コーナーの商品の充実というお話、まずは現状町の特産品を

ＰＲするということで、これは従来の目標で進めていますので、そこの商品開発と

か、先ほどの質問でも出ましたので、そういうのがまた置ければ、その旨を言って

いきたいなと考えています。 

３階の利用の状況から施設の指定管理をというようなお話です。現状、先ほど説

明ありましたように、今地域おこし協力隊の方が、ワンコイン教育ですとか、会議

室をいろいろ使っていますので、そういう利用状況から特に誘致をするとかしない

というようなお話を説明させてもらいました。また、これから準工業団地もできま

すので、その関連企業１件問合せあったという話もしましたけれども、そういうの

も問合せがあった場合についてはすぐ対応できるように対応してまいりたいと思い

ます。 

指定管理の部分につきましては、今の運営経費等々ですね、指定管理をする人は

誰が指定管理するのかですとか、そういうところも見据えた上で検討しなくてはな

らないと思いますし、果たしてその指定管理がいいものかどうか、まずはそこの部

分の入口の検討はしなければならないと思いますし、今時点でこういう経費がかか

って、経費以下で指定管理者で対応してもらえるところが果たしてあるかどうかと

いうのも、やはり各近隣施設を見た上でどのように対応できるかも見てみないと分

かりませんので、今の段階では指定管理の話は出ていませんから、そういう要望、

お話があったということで、我々担当としては受け止めていきたいと思います。以

上です。 

家塚委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようですので質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。職員の入替えがありますので、１１時まで暫時

休憩とします。 

 

（午前１０時４６分） 

（午前１１時００分） 

 

家塚委員長  休憩を閉じ会議を再開いたします。次に、審査順序の１０番目、第
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７款土木費について審査を行います。同時審査として、合併処理浄化槽整備事業

費、上水道費、機場施設管理費の説明についてもあわせてお願いをします。 

都市整備課長  決算書９６ページをお開きください。決算書資料は１７ページか

ら１９ページになりますので、あわせてごらんください。 

７款１項１目土木総務費、支出済額７０万３，７７２円。土木積算システムなど

に係る経費の執行となっています。 

２項１目道路橋梁総務費、支出済額２３１万９２０円。道路台帳修正に係る経

費、道路、治水など関連７団体の負担金の執行となっています。 

２目道路維持費、支出済額５億２８２万２，０８２円。町道管理経費は、町道及

び排水路の維持管理経費、道路・橋梁の長寿命化計画に基づく改修工事等に係る経

費として、修繕料、委託料、工事請負費、原材料費など、２億６，２２８万７，８

８３円の執行となっています。決算書資料１７ページをごらんください。町道長寿

命化改修のうち、橋梁長寿命化修繕は、補修設計と補修工事をそれぞれ１橋行って

おります。決算書にお戻りください。９９ページ中段、町道除排雪事業は、町道及

び公共施設などの除排雪業務に係る経費として、燃料費、修繕料、委託料など２億

３，９０８万７，９０３円の執行となっています。令和６年度は、降雪量が過去１

０年平均より１メートル３０センチ以上少なかったことにより、委託料は当初予算

から約４，０００万円の減額となりました。不用額は、降雪量が少なかったことに

よる除排雪事業費の減です。 

次に１００ページ、総合保安センター管理経費は、施設の維持管理に係る経費と

して１４４万６，２９６円の執行となっています。 

３項１目都市計画総務費、支出済額２億５，４３２万５，６８８円。都市計画審

議会運営経費及び関係団体の負担金、準工業用地等看板設置実施設計業務の委託

料、準工業用地等整備工事の工事請負費などの執行となっています。 

２目公園費、支出済額１億６，５００万９，０８７円。公園施設管理事業は、公

園及び緑地帯などの維持管理に係る経費などの委託料、中央公園の整備として、電

気設備改修・ブランコ設置工事、北町・東町児童公園遊具改修工事の工事請負費の

執行となっています。決算書資料１８ページには、公園の利用状況等を記載してい

ますので、御参照してください。 

次に１０２ページ下段、３目公共下水道費、支出済額８，５８７万６，０００

円。下水道事業会計繰出金です。後ほど、下水道事業会計決算にて説明いたしま

す。 

４目街路事業費、支出済額４９０万７，９２２円。街路事業経費は、街路灯の電

気料、町内会が実施する緑化活動推進事業等の経費の執行となっています。 

４項１目住宅管理費、支出済額５，４３２万６，１８４円。建築事務経費は、建

築業務の設計積算に必要な経費として、２６万１，６９０円の執行となっていま

す。 

町公営住宅管理事業は、町公営住宅の維持管理、夕張太公営住宅・栄町公営住宅

浴槽改修工事に係る経費として、３，８２１万８，４３７円の執行となっていま

す。 
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道公営住宅受託管理事業は、道営住宅の維持管理に係る修繕料、委託料等に要す

る経費として、８４３万７，０５７円の執行となっています。決算書資料１９ペー

ジには、公営住宅管理事業として、町公営住宅、道公営住宅の管理内容、年度末の

入居状況などを記載しています。 

住宅リフォーム助成事業は１０年目となりますが、件数３４件、７４０万９，０

００円の助成金を執行しています。以上で土木費の説明を終わります。 

引き続き、同時審査の合併処理浄化槽整備事業費及び上水道費並びに機場施設管

理費の説明をいたします。決算書の７９ページをごらんください。 

４款２項３目合併処理浄化槽整備事業費、支出済額１４７万円。合併処理浄化槽

設置補助金で、設置戸数は３戸でございます。設置戸数の内訳は、決算書資料１４

ページに記載していますので、御参照ください。続いて７９ページ中段をごらんく

ださい。 

３項１目上水道施設費、支出済額５，６１１万３，８１６円。１８節負担金補助

及び交付金、支出済額４，７８５万３，８１６円は、第１浄水場及び第２浄水場の

施設改修事業に係る起債負担金、企業長の給与費の一部を負担する運営負担金で

す。２７節繰出金、支出済額８２６万円は、高料金対策に伴う長幌上水道企業団水

道事業の経営基盤安定化を図るために繰り出したものです。続いて決算書８７ペー

ジをごらんください。 

５款１項４目機場施設管理費、支出済額１億５，０９６万４，０５２円。機場施

設管理事業は、５つの排水機場、４つの揚水機場の維持管理及び機場の運転に必要

な経費として、電気料、点検整備に要する修繕料、委託料などの執行を行っていま

す。以上で説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。 

熊木委員  １点伺います。町道管理経費ですけれども、町道付近で交通の妨げに

なる枝などを総点検して伐採するというのをしてはどうかなと思うんですけれど

も、先日も、町民の方からもありまして、担当課に話したらすぐ切ってもらったん

ですよね。それで、近年こう見ていると雑木というんですか、桑の木だとか、そう

いうのがすごく大きくなって本当に交通の妨げになるのと、冬は枝に雪が積もるの

で、それも見通しが悪くなっているんですよね。それで、私も自分の近くで町道の

ところを自分で切っていいのかどうなのかと思いながらいたりしたんですけれど

も、そういうところは、ふだんいろいろやられていると思うんですけれども、総点

検して場所を決めてやっていくというのはどうなのかなと思って伺います。 

土木係主査  ただいまの件ですが、町道の伐木等の処理ということですけれど

も、土木係としましては、まず通常のパトロールの実施を行いまして、支障がある

木については、都度処理をしていくということと、あと、町民の方からお声があっ

た場合には、その都度対応して処理をしていくという考え方で実施をしておりま

す。以上です。 

熊木委員  パトロールをして点検しているということですけれども、同じよう

に、道道にかかるところで草丈が伸びて、やはり道道なので、担当者は何回も道に

掛け合っていても、その適切な時期に刈るというのが遅れていると思うんですよ
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ね。今年何か所か、道道だけれども刈られているところがあったんですけれども、

それは担当課でやられたことなのかなと思ったのですが、その辺どうなんでしょ

う。 

土木係長  道道に関しては、土木でやっているということは特にないんですけれ

ども、苦情があった場合は、道道等に直接問合せをして、場合によっては早めに対

応していただいているところもあるので、お伝えをしていただいているのかと思い

ます。ですので、道道、国道に関しましては、都度私どもに言っていただければ、

かけ合って対応する形にはなります。 

熊木委員  いろいろ町民からの苦情とか、そういうことに対して、本当速やかに

動いてくれていると思うんですよね。そういうところは、町民もきっと感謝してい

ると思います。それで、パトロールをされていると言いましたけれども、例えば町

道のところがずっと同じように、桑の木とかいろいろな雑木が生えて、それが早い

時期に切ると大きくならないんだけれども、一気に大きくなるので、その辺はびこ

っては大変なので、引き続きパトロールをして適切に伐採するようにお願いしたい

と思います。要望します。 

家塚委員長  ほかにございませんか。 

細川委員  成果説明資料の１９ページですけれども、住宅リフォーム助成事業に

ついて質問をいたします。こちら成果説明資料で、該当者というか実績が３４件と

いうことになっているんですけれども、助成金の申請数と助成となった主なリフォ

ームの内容というのはどういうものがあったか教えていただきたいと思います。 

都市施設係長  助成金の申請数ですけれども、令和６年度におきましては３４件

ありまして、そのうち不交付は今回０件でした。主なリフォームの内容につきまし

ては、３４件中、屋根、外壁の塗装が２６件、給湯暖房設備改修が５件、ユニット

バス取替え等、水回り改修及び内装改修が３件となってございます。以上です。 

細川委員  それでは、全件該当になったということで理解してよろしいかと思う

んですけれども、助成となった主なリフォームの内容を確認したところ、物品の交

換というのがあまりないようなので、家の長寿命化ということで、適正に使われて

いるかと思います。回答ありがとうございました。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

星委員  決算書の１０４ページの中で栄町公営住宅浴槽設置工事６６０万円計上

されているんですけれども、この工事内容と令和６年度の改修件数と、これまで改

修された件数を教えていただきたいです。 

都市施設係長  まず、栄町団地の浴槽設備改修の令和６年度の実績としまして

は、３戸整備しておりまして、現在までで栄町団地７２戸中１５戸の整備を行って

おります。内容につきましては、まず浴室に浴槽を置いて、それでボイラーを設置

して、それと台所と洗面台に混合栓を設置し、給湯設備を備えた改修となってござ

います。以上です。 

星委員  ありがとうございます。一気にできないので、多分何年かかけて整備さ

れると思うのですが、多分空き室から整備されている状況なのかなと思っていま

す。現在入られている方で既にボイラーを設置している方いらっしゃると思うんで
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す。例えば、５年、６年、７年あたりかけて全戸浴室を整備するという計画でいら

っしゃるのであれば、当然今度入られる方というのはお風呂に全てボイラーが設置

されて、洗面場、台所とお湯が出るような状況の中の環境に入れるんですよね。現

在、例えば既にボイラーを自費で買って、そういう同じような環境で生活されてい

る方が、その工事をしている期間、あるいは工事し直して、あくまで待っているよ

うな期間、空き室になるまで待っているような段階の中で、もしボイラーを付けて

いる御家庭のボイラーが壊れました、でも他のお部屋はボイラーがついている環境

なので、ボイラーが壊れた部屋の方に対してどのように考えているのか、何か対策

があるのかお聞かせ願います。 

都市施設係長  自前でつけていらっしゃる既存の入居者が、お風呂が壊れてとい

うことの対応ということで、今どうしても整備を行ったところが全て満室になって

いますので、今後、空き室にさらにつけていくようなことは考えていますので、例

えば空き室につけたときに、既存の今住んでいる方が、そこに移り住みたいという

お話をいただいた時は、当然今設備がないものだとみなして、そういったような協

議も入居者の方とさせていただきたいなとは考えています。ただ、どうしても空き

室につけるものですから、希望どおりの部屋がその方と、マッチング合うかどうか

というのは、そこでまたお話はさせていただくんですけれども、一応そういったよ

うな対応はしていきたいなとは考えております。以上です。 

星委員  ありがとうございます。他の部屋が既にボイラーが設置されている環境

になって、既存の方がボイラーが壊れたとなるとボイラーがない環境になるもので

すから、例えば自前でつけたことなんですけれども、ボイラーが壊れて、あなたは

自分でつけたので、自分でまた新しく自費でボイラーつけてくださいという話には

ならないのかなと思っています。ほかの部屋、既に空き室はもうボイラーがついて

いる環境ですので、部屋の移動になりますけれど、そういうことを含めてなるべく

状況が公平であるような形で検討していただきたいと思います。要望でお願いしま

す。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

高橋委員  先ほどの細川委員の質問の関連になってしまうんですけれども、住宅

リフォーム助成金のことで、前に質問した時に防犯対策のことも聞いたと思うんで

すけれど、その時全てではないけれども、含むということで回答いただいたと思う

んです。それらの防犯対策はある程度含みますよみたいな周知というのはされたの

かどうかお聞きしたいです。 

都市施設係長  特段ですね防犯に特化したような周知は行っていないんですけれ

ども、ただ、そういったような問合せが来た場合は、改修の中で行えるというお話

はさせていただきたいなと思っています。以上です。 

高橋委員  多分問合せって、少しでも周知しないと来ないと思うんですよね。だ

から、前回も言ったように、そういった防犯対策というのを町でやっていますとい

う周知をある程度広げるというのが、防犯対策につながるのではないかなという、

ちょっと希望的観測みたいなところあるんですけれど、その辺は、そんなことをし

てもどうしようもないだろうという感じなのか、それともそういうことは書けない
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理由というのがあるのか、その辺もう１個お聞きしたいです。 

都市施設係長  そもそもリフォーム自体がやはり防犯に対しての特化したような

事業ではございませんので、あくまでも住宅を長くもたせるようなのがリフォーム

の対象ですので、おっしゃるとおりそういう防犯の対策の冊子のそういったような

一部のオプションでいろいろありますので、あえて防犯対策も行っていますという

のはやってはいないんですけれども、今後そういったような業者通してですけれど

も、こういうことはやっていますというのは、私どもからもお話をさせていただき

たいと思いますので、断熱性と一緒で防犯体制も当然必要だと思いますので、その

辺はやっていきたいと思います。以上です。 

家塚委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。次に、審査順序１１番目、下水道事業会計につ

いて審査を行います。 

都市整備課長  令和６年度南幌町下水道事業会計決算を説明いたします。決算書

１ページをごらんください。（１）収益的収入及び支出です。初めに収入です。 

１款１項１目下水道使用料、決算額１億１，３６３万７，６９５円。１６ページ

をごらんください。 

３業務（１）業務量、公共下水道の状況です。行政区域内人口、処理人口、水洗

便所設置済人口、普及率までは、人口増による影響によるもので、水洗化率は前年

度と同じ９９．７％でございます。年間総処理水量は６６万７，９２０立方メート

ルで、前年比８，００９立方メートルの減です。これは、下水道及び農業集落排水

施設で処理した全水量となります。 

次に、表の下から２番目の年間有収水量につきましては、検針による料金算定の

使用水量となります。１ページにお戻り願います。 

２項１目他会計補助金、決算額８，４９１万円。下水道事業農業集落事業の不足

分について、一般会計からの基準内繰入金です。 

２目負担金、決算額５１２万１，５４１円。北海道住宅供給公社から江別市に対

します起債償還負担金及び準工業用地等整備に係る北海道住宅供給公社負担金で

す。 

３目長期前受金戻入、決算額９，９５３万４，７３０円。資産取得時に財源とし

て受け取った補助金を減価償却費に合わせて収益化する会計処理で、減価償却費と

同様に帳簿上の処理となりますので、現金移動はありません。 

４目消費税及び地方消費税還付金、決算額１，０７６万７，５７１円。令和６年

度消費税確定によるものです。 

５目雑収益、決算額１万６５６円。預金利息です。 

３項特別利益１目過年度損益修正益、決算額８０２万５，９６２円。消費税過年

度還付加算金です。 

以上、収益的収入の決算額は、この表の１段目、１款下水道事業収益、３億２，

２００万８，１５５円です。続いて２ページをごらんください。支出です。 

１款１項１目管渠費、決算額１，０４６万８，７８５円。管渠の修繕料及び汚水
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管渠調査清掃の委託料、下水道賠償保険料の費用です。 

２目処理場管理費、決算額９７７万６，２５５円。夕張太浄化センターの維持管

理経費を執行しています。 

３目ポンプ場費、決算額２，２０６万８，１９３円。晩翠汚水中継ポンプ場など

の維持管理経費を執行しています。 

４目総係費、決算額７，６０９万５，１０２円。職員２名分の人件費、産廃処

理、下水道料金徴収、公営企業会計システムなどの委託料を支出しています。 

５目減価償却費、決算額１億９，６９８万４，７００円。固定資産の取得原価を

利用する各年度の費用として割当てており、帳簿上の処理となりますので、現金移

動はありません。 

２項１目支払利息及び企業債取扱諸費、決算額７１１万９，９１１円。下水道・

農業排水企業債の償還利息及び一時借入金の利息を支出しています。 

３項１目過年度損益修正損、決算額ありません。 

２目その他特別損失、決算額５，７６０円。過年度滞納分の不納欠損に伴う支出

です。 

以上、収益的支出の決算額は、この表の１段目、１款下水道事業費用、３億２，

２５１万８，７０６円です。続いて３ページをごらんください。（２）資本的収入及

び支出です。初めに収入です。 

１款１項１目企業債、決算額１億７，６８０万円。江別市南幌関連事業債５，８

２０万円。下水道事業債１億９８０万円。晩翠中継汚水ポンプ場整備事業債８８０

万円の起債借入れを行っています。 

２項１目他会計出資金、決算額９６万６，０００円。一般会計からの出資金で

す。 

３項１目国庫補助金、決算額１億１，３０２万８，０００円。社会資本整備交付

金です。 

４項１目負担金、決算額はありません。 

以上、資本的収入の決算額は、この表の１段目、１款資本的収入、決算額２億

９，０７９万４，０００円です。続いて４ページをごらんください。支出です。 

１款１項１目建設改良費、決算額３億１，８３０万８，０２２円。内容は２４ペ

ージ下段に記載のとおりとなっております。 

２項１目企業債償還金、決算額５，５２３万９，７５９円。企業債３４件の償還

元金です。 

以上、資本的支出の決算額は、この表１段目、１款資本的支出、決算額３億７，

３５４万７，７８１円です。 

続きまして、５ページからの損益計算書、７ページからの貸借対照表、９ページ

からの剰余金計算書、１０ページの欠損金処理計算書につきましては、今申し上げ

ました収支や過年度の累計額などを踏まえて仕訳、整理をしたもので、それぞれ記

載のとおりです。なお、年度末現金残高は２，３６３万１，６７１円となります。 

続きまして、下水道事業決算報告書に入ります。１２ページをごらんください。 

概要（１）総括事項を読み上げます。令和６年４月１日から下水道事業特別会計
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並びに農業集落排水事業特別会計を地方公営企業法の一部適用し、公営企業会計に

移行しました。これにより、資産や財政状況の明確化を図り、事業の健全な経営に

努めることとしています。南幌町の下水道事業は、昭和５０年度より建設事業に着

手し、現在の公共下水道処理区域内人口普及率は９９．８％となっており、農業集

落排水は９８．６％となっています。これからは将来にわたって下水道施設の機能

を維持していくための下水道ストックマネジメント計画に基づく改築更新事業を実

施していくことにより、今後耐用年数を迎える下水道施設の更新及び維持補修に係

る費用の増加が見込まれるため、より一層経営の効率化を図りながら下水道事業の

推進に努めます。 

事業収益は３億９３万１，４６８円、消費税及び地方消費税込み３億２，２００

万８，１５５円となり、事業費用は３億１，４７７万２，３８５円、消費税及び地

方消費税込み３億２，２５１万８，７０６円となりました。この結果、本年度の純

損失は１，３８４万９１７円となりました。また、資本的収入は２億９，０７９万

４，０００円となり、資本的支出は３億７，３５４万７，７８１円となりました。

そのため、資本的収入額が資本的支出額に不足する額８，２７５万３，７８１円

は、当年度分損益勘定留保資金８，２７５万３，７８１円で補填しました。汚水排

水状況は、令和６年度における年間総排水場は６６万７，９２０立方メートル、総

有収水量は５４万２，６８０立方メートルとなりました。また、年度末における水

洗化戸数は３，１４８戸となりました。 

汚水の施設については、令和６年度末現在、処理区域面積は２９８ヘクタールと

なっています。下水道事業計画３６０ヘクタールに対する整備率８２．７％となっ

ています。 

１３ページは（２）議会議決事項です。令和６年度各会計決算認定を含めて６件

です。（３）行政官庁許認可事項です。１件で、令和６年度起債の同意を北海道に申

請し許認可を受けています。１４ページは（４）職員に関する事項です。①職種別

職員数は記載のとおりです。②給与改定は４月１日に遡及し、給与ベースの改定を

実施しました。１５ページです。 

２資産の取得状況は、先ほど申し上げたとおりです。１６ページです。 

３業務、（１）業務量、①公共下水道事業です。こちらも主な内容は先ほど申し上

げたとおりです。１７ページ（２）事業収入に関する事項と、次の（３）事業費に

関する事項は、記載科目における令和６年度と前年度の額、その対比などを掲載し

ておりますが、企業会計初年度のため、令和５年度の特別会計の実績は掲載してい

ません。１８ページです。 

４会計、（１）重要契約の要旨は、１，０００万円以上の契約です。（２）企業債

及び一時借入金の状況です。イ、企業債の本年度末、令和６年度末残高は７億３，

１９７万１，５８８円です。ロ、一時借入金の借入れは１億８，０００万円です。

１９ページです。キャッシュフロー計算書は、令和６年度中の現金の動きをまとめ

たもので、２０ページの注記事項は記載のとおりです。２１ページから収益費用明

細書、２４ページの資本費用明細書までは、これまでに説明した収支科目の明細

で、それぞれ記載のとおりです。 
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続きまして２５ページ、固定資産明細書です。（１）有形固定資産、（２）無形固

定資産はそれぞれ記載のとおりです。２６ページは企業債明細書で下水道事業債４

８件の内訳です。以上で、令和６年度下水道事業会計決算書の説明を終わります。 

家塚委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。 

星委員  決算書１２ページの総括事項の中に、真ん中の経営及び汚水排出状況の

中に事業収益あると思うんですけれども、その中で、この結果本年度の純損失は

１，３８４万ほどが損失ということで、今度１０ページに移っていただきたいんで

すが、ちょっと私分からないので確認も含めてですが、１０ページの中に、下水道

事業欠損金処理計算書とあると思うんですけれども、翌年度繰越欠損金が１，３８

０万ほど計上されていると思うんですが、これは翌年度に繰り越すという意味でよ

ろしいのかなと思うんですけれども、単純に言えば、お金が少し赤字になったとい

う考え方でいいのかなと思っているのですが、こうなってしまった原因というのは

説明もあったんですけれど、３つ今度大きな事業が入ってきていますよね、下水管

の工事が３つぐらい入ってきて、また企業債借りてというかそういうものも重くな

ってきているのかなと感じるんですけれども、要は赤字の解釈でいいのか、そして

原因というのはどういうことが考えられるのかというの説明をお願いしたいです。 

都市整備課長補佐（都市施設担当）  ただいまの御質問ですけれども、会計上の

赤字が１，３００万ということで、減価償却費だとかの計算を入れて、現金の動か

ないものを含めた形の会計上で赤字が１，３００万。先ほど申し上げました現金上

をキャッシュフローの１９ページになるんですけれども、こちらで期末残高が２，

３００万、現金上は２，３００万残ってやりくりできていますと、ただ、減価償却

費含めた会計上の赤字が１，３００万ということで、こちらのほうが予算の時も組

み方の時もそうだったんですけれども、赤字を出さない形で町からの繰入れを行わ

ないで、現金上やりくりできるので、その分は赤字予算、赤字決算ということで対

応させていただいております。以上です。 

星委員  ありがとうございます。ということは、令和７年度に関しては、そんな

に影響はないという見方でよろしいですか。 

都市整備課長補佐（都市施設担当）  現金上は影響が出てないことになります。

ただ、会計上の赤字というのは、このやり方ですと、ずっと出てしまう累積という

ことになってしまいますので、その辺は、当初の公会計初年度に移行するときに御

説明をさせていただいて、こういうやり方で進めさせていただくということで了解

を得て進めていることでございます。以上です。 

星委員  今後の見通しとしては、そんなに下水料金に関係してくる、例えば一般

会計の助けを借りるとか、そういうことはどのように考えているのか、そんなに影

響ないのかどうか教えてください。 

都市整備課長補佐（都市施設担当）  今公営企業会計になって、初めての決算と

いうことで出ているわけですが、今年度もこの決算を含めた中で、将来的な整備の

状況を反映した経営戦略を今作成しているところでございまして、将来の推計を見

込んで整備の面も含めた形で、今後どういう形で推移していくかというのを見定め

て、今後の会計上もそうなんですけれども、今後の使用料収入だとか、それらを含
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めて検討をしていく材料を今つくっているところでございまして、その辺につきま

しては、現状は問題ないんですけれども、どうなっていくかということで検討して

いく、精査していくということでこれから始まるところです。以上です。 

家塚委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。これで午前中の審査が終わりましたので、午後

１時まで休憩とします。 

 

（午前１１時４０分） 

（午後 １時００分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

次に、審査順序の１２番目、９款教育費について審査を行います。同時審査とし

て農村環境改善センター管理費の説明についてもあわせてお願いをします。 

生涯学習課長 それでは、教育費について説明いたします。決算書は１０５ページ

下段です。主要施策の成果説明書は２０ページからとなりますので、あわせてごら

んください。 

９款１項１目教育委員会費、支出済額１９１万３，５５２円。ここでは、教育委

員会運営経費として、教育委員４名分の報酬、旅費、負担金などの経費を執行して

います。 

次に１０６ページ、２目事務局費、支出済額９６万５，００８円。ここでは、学

校運営協議会委員などの報酬、旅費のほか、教育委員会事務局に係る経費を執行し

ています。 

次に、３目教育振興費、支出済額６，０３２万４，３８０円。ここでは、外国語

指導助手招致事業、特別支援教育推進事業、高等学校等通学費補助事業など教育振

興に係る経費を執行しています。成果説明書２０ページをごらんください。英語検

定料助成事業につきましては、英語力、学習意欲の向上を図るため実施し、小学生

２名、中学生３８名分を助成しております。 

次に、地域おこし協力隊設置事業につきましては、小中学校におけるＩＣＴ環境

を効果的に活用するため、地域おこし協力隊を活用したＩＣＴ支援員を配置する経

費を執行しています。決算書１１２ページにお戻りください。 

４目教育財産管理費、支出済額２，２５４万５，０６３円。ここでは、教職員住

宅など教育財産の維持管理、通学バス運営事業に係る経費を執行しています。 

次に１１３ページ、２項１目学校管理費、支出済額５，１４８万７，７９６円。

ここでは、小学校の学校運営及び校舎管理に係る経費を執行しています。１１４ペ

ージ中段の１２節委託料におきまして、小学校改修工事実施設計業務に係る経費

１，９６９万円を執行しております。 

次に１１５ページ、２目教育振興費、支出済額１，１２５万７，６５２円。ここ

では、小学校の総合的な学習事業、教育コンピューター施設整備事業、教育振興経

費として要保護及び準要保護児童の就学援助に係る経費などを執行しています。 
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次に１１６ページ、３項１目学校管理費、支出済額２，３９４万２，７４５円。

ここでは、中学校の学校運営及び校舎管理に係る経費を執行しています。 

次に１１８ページ、２目教育振興費、支出済額１，５０７万６４７円。ここで

は、中学校の総合的な学習事業、教育コンピューター施設整備事業、教育振興経費

として要保護及び準要保護生徒の就学援助に係る経費などを執行しています。 

次に１１９ページ、４項１目社会教育総務費、支出済額６３万５，３９８円。こ

こでは、社会教育審議会委員１２名の報酬、旅費のほか、社会教育総務全般に係る

経費を執行しています。 

次に１２０ページ、２目社会教育振興費、支出済額２９７万９，４１５円。ここ

では、社会教育振興事業として、さわやかカレッジ、ふるさと南幌みらい塾、二十

歳を祝う会などの運営に係る経費のほか、青年団体協議会などの社会教育関係団体

への補助金、社会教育施設管理経費として、三重レークハウスの管理経費を執行し

ています。 

次に１２１ページ、３目子ども未来費、支出済額５８６万８，１８７円。ここで

は、家庭教育支援事業、青少年健全育成事業として、放課後子ども教室、プロフェ

ショナル講演会などに係る経費を執行しています。 

次に１２２ページ、４目文化振興費、支出済額２０６万２，０４０円。ここで

は、芸術・文化推進事業として、芸術鑑賞会や書初め大会の開催のほか、文化協会

に対する支援、読書活動推進事業として、読み聞かせ業務の委託に係る経費を執行

しています。 

次に、５目生涯学習センター管理費、支出済額３，７６９万２，３４０円。ここ

では、生涯学習センター運営に係る経費を執行しています。 

次に１２５ページ、５項１目保健体育総務費、支出済額６５４万１，７８５円。

ここでは、スポーツ推進委員８名に対する報酬、旅費やスポーツ教室の運営に係る

経費、スポーツ少年団などの社会体育関係団体に対する支援に係る経費のほか、ス

ポーツ振興に係る経費を執行しています。 

次に１２６ページ、２目体育施設費、支出済額４１万２，５００円。ここでは、

町営野球場の維持管理に係る経費を執行しています。 

次に、３目スポーツセンター管理費、支出済額４，４６４万４，０８６円。ここ

では、町民プールを含むスポーツセンターの維持管理に係る経費を執行していま

す。 

次に１２８ページ、４目給食センター運営費、支出済額９，５２３万３，２６４

円。ここでは、給食センター管理運営及び給食賄材料などに係る経費を執行してい

ます。以上で教育費の説明を終わります。 

引き続き、同時審査、農村環境改善センター管理費を御説明いたします。決算書

８８ページをごらんください。 

５款１項５目農村環境改善センター管理費、支出済額２，２６７万４，７５６

円。ここでは、改善センターの維持管理に係る経費を執行しています。８９ページ

下段の１４節工事請負費において、エアコン設置工事に係る経費６３８万円を執行

しております。 
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以上で教育委員会関係の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。 

西股委員  まず成果説明書の２３ページ、スポーツセンター管理の関係ですが、

寒暖差でプールが休業になったりしているということがあるわけですが、きちんと

した空調にできないのかなと。やはりこれから１０月くらいになってくると寒くて

休みというような感じになってくるのであれば、せっかくの施設がどうなんだろう

かなと思いますので、その辺の例えば、採暖室をもう少し広げるだとか温度を高く

するだとか、そういうところも検討の一つとして考えていただきたいなと思いま

す。 

それと決算書の１１２ページ、私たちも全員協等で話を聞いているんですが、ス

クールバスの車検切れの関係ですが、この関係について、決算時点で分からなかっ

たのかなと。やはり決算の時に不用額だとかそういうのも全部出てくると思うので

すが、その辺の精査というのはどのようになっていたのかなと思うのですが、その

辺の経過をお聞かせ願いたいなと。以上２点です。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  プールの管理状況についてのお尋ねでござ

います。プールについては、室温が約３０度を目指してボイラーの管理をしており

ます。また水温については２０度以上ということで、合計５０度以上の場合にプー

ルを開設してございます。御指摘のとおり、５月の初めや１０月に入りますと、気

温が低いため、室温が低く水温が上がりきらないという状況の中では、やむを得ず

休止する場合もございます。そちらのほうは利用者の健康管理も含めて、そういっ

た基準で設定しているところでございます。また、御指摘いただいた採暖室でござ

いますが、こちらについても、ちょっと手狭だったり、採暖室の室温も低く感じる

場合もあるかと思いますが、当初、二つの遠赤外線暖房に加えて、一つを真ん中に

追加して設置をしているところでございます。採暖室の室温は４０度に設定をして

ございます。そちらが下がった場合には三つの暖房を上げて管理しているところで

ございます。いずれにいたしましても、季節型のプールでございます。工夫改善で

きるところは努めますが、大幅で劇的な改善は非常に難しいことも御理解いただけ

ればと思います。以上です。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  ２点目のスクールバス車検切れの決算時点

で分からなかったのかという御質問ですが、今回、予算執行時期、決算時期での確

認時におきましては、予算執行上では通学バス運営事業においてスクールバス３台

に係る経費を管理し、車検代などの修繕料の支出をしているところです。今回、ス

クールバスそれぞれの車検完了や３か月点検のチェックについては、項目１件１件

を確認せずに予算の歳出簿上での予算執行残額のみをチェックしたことで気付かな

かった要因の一つであります。また、スクールバス経費の執行残額については、さ

くら号以外の２台の車検代が予算額１台３０万円に対しまして、実際にかかった車

検代が５０万円ほどなっており、修繕料の執行残がそれほど大きくなく、そこに気

付くことができませんでした。また、さくら号の３か月点検が実際には１１月に行

っていましたが、その費用の支出が２月に遅れるなどの事柄もあり、幾つものミス

が重なったことが、今回のさくら号の車検切れにつながったと考えております。こ
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れまでのスクールバスの管理体制の不備といたしまして、担当者本人任せの事実が

ございましたので、今後におきましては、業務のチェック機能が働いていなかった

ことを考え、今後の対策といたしましてダブルチェック機能といたしまして、管理

職が中心となってスクールバスに係る業務を分散し、係全体で管理運行を行ってい

きたいと考えております。以上です。 

西股委員  まずプールの関係ですが、これからの時期で閉鎖するとなったとき

に、行ったときに閉鎖するというのは一つも書いてもいない、事前にお知らせがな

いというようなことだったので、今後そういうところも事前に分かるのであれば、

今日は温度が低いため休業しますというような形のお知らせは必要なのではないか

なと。せっかく泳ぎに行こうと思って、スポセンに行って、今日は休みとなってく

ると、無駄足になってくるというのがあるので、その辺十分留意してほしいなと思

います。 

それとスクールバスの関係ですが、車検の部分は分かるんですが、あと保険料あ

りますよね、自賠責だとかそういう部分というのは、修理代とかの項目と全部一緒

になっているんですか。そこを一つ教えてください。 

生涯学習課長補佐（学校教育担当）  今回の車検切れに伴う自賠責につきまして

は、スクールバスの管理については生涯学習課で、自賠責等の保険関係については

財務で一括でやっておりましたので、保険期間切れることなく自賠責任意保険につ

いては加入している状況でした。以上です。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  プールの閉鎖時の御案内でございます。こ

れまでは事前にそれをお知らせはせずに、入口のところで今日はプールは使えませ

んという御案内をしていたところです。午前中に水温室温が低くても午後になれば

回復し使えるというような状況もあったものですから、そのような対応をしており

ました。今後につきましては指定管理事業者と調整し、できる限り情報発信できる

ように検討していきたいと考えております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

星委員  まず成果説明書２３ページのスポーツコミュニティ推進について伺いま

す。全町ソフトボール大会とミニバレーボール大会が毎年開催されていると思うん

ですけれども、行政区によっては参加できていない行政区があると思うんですけれ

ども、チームプレーなのでチームが組めないという事情があったかもしれないんで

すけれども、例えば参加できないチームに対して何か呼びかけを行ったとか、基本

的には全町のスポーツ大会ですので、何か対策されて呼びかけしたとか、固定化に

ならないように何か工夫した点などそういうものがあればお願いします。 

もう１点、決算書１２６ページの子ども体力向上事業なんですけれども、部活動

地域連携検討協議会について、どのような内容について行われたのか説明をお願い

します。以上です。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当） スポーツコミュニティ推進事業の参加につい

てのお尋ねでございます。御指摘のとおり行政区によっては参加できない行政区が

見られまして、特に農家地区では時期によっても参加が難しいという行政区もござ

います。そんな中で、なるべく早めに行政区長会議で３か月ぐらい前にはお知らせ
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をいたしまして、予定をしていただくということと、実際の募集が始まりました

ら、合同チームでも参加の受付ができるので、教育委員会に御相談をいただきたい

ということを含めてお伝えをしているところです。中には６区と１４区が合同チー

ムで出るというようなことで、一度参加していただいたら、それ以降、もし行政区

ごとに人数が少なくても、合同で出るということが考えていただいている選択肢に

なっているのかなと思います。農家地区でも合同チームの促進というか、そういっ

た声かけもしていきたいところではあるのですが、どうしても人数が少ないという

ことと、ほかの少ない行政区とくっついても、なかなか少ないほうが御迷惑をかけ

てしまうんだというような意見も実際に聞かれたところだったのですが、参加する

ことに意味がありますのでという声掛けをしたのですが、なかなか、これまでの行

政区ごとに、自立して独立してチームとして出るということが、長い経過の中であ

るものですから、ちょっと苦戦しているところではございます。引き続き、合同チ

ームへの声かけということが一番効果があるのかなと考えておりますので、そのよ

うな対応をしていきたいと考えてございます。 

続いて、部活動地域連携検討協議会の検討内容という御質問でございます。こち

らにつきましては、部活動をよりよい形で、地域への展開も含めて、どのような形

が一番望ましいだろうかということを考える協議会でございます。その中で、部活

も存在しておりますし、地域クラブも存在しております。その中での現状や課題を

整理して、町としての今後の方向性、こちらを皆さんと御意見をいただきながら協

議をしてございます。そんな中で一番重要視してございますのが、地域移行をする

中で、選手の出場機会、また、現状行っている活動の環境が衰退しないということ

を条件に協議をしております。その中にはその種目に経験がある先生、専門的な知

識を有する担当の教員の方が顧問をしていただいている部活もございます。そうい

った場合、無理に地域クラブ化を進めないで現状を維持すると。また、受皿とし

て、少年団の指導者との連携を図るということがベストな場合もございますので、

その年の状況を見極めながら、近隣市町村と連携をとって協議をしているところで

ございます。以上です。 

星委員  ありがとうございます。スポーツコミュニティ推進ですけれども、やは

り農家さんたちでなるべく、できれば参加してもらって、全町皆さんが交流できる

ような場となっていってほしいのが理想ですけれども、やはり皆さんそれぞれ農家

さん忙しいと思うんですが、やはり声掛けして、例えばイメージ的に勝つことがメ

インになってしまうというか、やはり勝ちたいということがどうしてもスポーツな

ので注目されがちですが、初心者というか、経験はないけれど、市街地の方のそう

いう方と農家地区のなかなか練習にこられないような方でも組める、農家だけが組

むとかでもなく、レベルに応じた、チームでも参加できるような声掛けというかそ

ういうものもしていただきたいなと思っています。ミニバレーボール大会は１月で

すが、農家さんは問題ない時期かもしれないんですけれど、この時期については、

開催的に適切な時期かどうかということをお聞かせ願いたいです。改善するとすれ

ば、検討されているのか。その辺１点伺いたいのと、あとは地域部活動、いろいろ

協議されて、選手の現状の環境をあまり大きく変えないような形で、よりいいよう
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な状況をつくっていこうという内容で協議されているかと思うのですが、できれば

いつぐらいまでにはこうしていきたいとかそういう、目標みたいなのはあるかどう

か、お聞かせください。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  スポーツ大会の開催時期についてのお尋ね

でございます。まず、ソフトボール大会につきましては、９月の第１週ということ

で、これまで４１回の大会の中で、その日にやっております。ただ、今年について

は稲刈りの時期が早く、ぶつかってしまった農家さんもいらっしゃったように聞き

ました。ただ、それよりも早めてしまうと、お盆明けで気温の上昇も危惧されると

ころでございますし、一週遅らせると、また別の農作業の収穫や、神社のお祭りも

近くなってくるところでございます。そんな中で、そのことを５月や６月に開催し

てはというような話し合いも行ったところではございますが、やはり小学校の運動

会ですとか中学校の部活が一番忙しい５月、６月の時期でもございますので、長く

続いた大会の日程でもありますので、まずは９月の第１週ということを第一優先に

検討していきたいと。ミニバレーボール大会については、１月の下旬ということで

定着している部分もございますので、そのように予定をしているところでございま

す。 

また、部活動のことでございます。具体的な目標ということでございますが、ス

ポーツ庁からも具体的な補助事業についての提案というか、その事業立てがまだな

されてございません。そんな中で、逆にゴール決めてしまうことが、今よりよい環

境で、学校の先生方の協力もいただきながら部活動として活動しているものに対し

て、無理に地域の力を借りながらクラブチーム化をするということが得策ではない

場面もございます。全体的な流れとしては地域に展開していくという大きな方向を

持ちつつも、その年その年で、先生と地域がより協力できるような形が部活であれ

ば部活を選ぶべきでしょうし、先生方の状況によって転勤がございますので、その

ようなことが想定される場合には、地域に移行するということを本格的に検討して

いくというようなことで、いずれにしましても、少年団が基本の受皿になりますの

で、小中の連携を密に図っていきたいと考えてございます。以上です。 

星委員  ありがとうございます。部活動、これはやはり一気に解決できる問題で

はないし、やはりベストなのは子どもたちがよりよい環境で運動できること、そし

て指導者、先生方に無理のない形で少しずつ改善しながら進めていくのがいいのか

なと私も思います。理解いたしましたので大丈夫です。 

あと１点、スポーツコミュニティですが、時期も検討されたということで、やは

り多くの町民の方に参加してもらいたいという努力されているというのは理解いた

しました。スポーツ大会はバレーボールとソフトボールこれ伝統ありますから、や

はりなくすとかあまり大きく変えるというよりも、これはこれでまた多くの方に参

加してもらえるような声掛けをしていきたいと思うんですけれども、あとそのほか

に、ハードな運動ではないんだけれども、少し簡単なスポーツだと体を動かすの好

きだという方とかに向けたような、そういう種目なんかは考えたりする機会が今後

あるのかどうか、それだけ一つ伺います。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  軽スポーツ、ニュースポーツの取組という
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ことでございます。今、モルックが非常に流行っておりまして、昨年、子ども会の

スポーツ大会ということでモルックを取り入れたところでございます。ほかにもニ

ュースポーツやったのですが、その一部としてモルックを取り入れたところでござ

います。今年度も、子ども会のモルックの大会を予定しておりまして、その機会

に、スポーツ協会の方々、そしてスポーツ推進の方々をお呼びして、モルックの研

修会をやろうと考えております。その中で、地域コミュニティの活性化につながる

ような、そういうチーム編成ができるのか、またゲーム性、盛り上がりなど、そう

いったものを調査研究を今年度いたしまして、将来的には、まだモルックと決まっ

たわけではないんですが、軽スポーツの大会開催といったことも検討を進めたいと

考えているところです。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  １点だけ伺います。給食センター厨房内の冷房設備について伺いたい

んですけれども、近年本当に猛暑で、今日私たちも給食を試食しました。その時

に、栄養の先生からいろいろ説明を受けて、厨房施設内の写真とかも見ながら説明

を受けたんですけれども、やはり重労働で、そして火を使うのですごく暑い中での

作業なので、その辺の冷房設備が今どういう状況か、それからあと、今後給食セン

ターも改修とかになると思うんですけれども、その辺で、何か今こう考えているこ

ととかその辺あれば一緒に伺いたいんですけれども、よろしくお願いします。 

生涯学習課長補佐（給食センター担当）  給食センターの厨房内への冷房設備の

設置についてですが、今年度については冷房設備の設置はまず予定していません。

現在、旧式の大型スポットクーラーがあるんですけれども、厨房内については基本

的に密閉された空間であるので、スポットクーラーはどうしても排熱がその現場に

機器の後ろから発生してしまうため効果が薄いということ、また結構な勢いの風が

出るということで、調理に影響を及ぼすということで、委託している調理員から不

要と判断されて使っていない状況です。７月から気温が上がりまして、厨房内の温

度は大体３０度程度で、湿度も常に高い状態を維持している状況で、そこで調理員

の方々、委託会社に頑張っていただいている状況です。令和９年度から給食センタ

ーの大規模改修を予定しています。来年の令和８年から実施設計をする予定ですけ

れども、現在、施設内非常に老朽化しています。それぞれの古い箇所を洗い出し

て、保守事業者と改修内容について調整を進めています。こちらに先行して、冷房

設備については前倒して、令和８年に実施することができないか、現在キュービク

ル、受電設備が容量不足ということで、それらを踏まえて機器構成や工法につい

て、既に現地調査を行って、また、給食を止めることもできないので、土日を含め

た作業工程なども調整しているところです。引き続き調理員の調理環境と衛生環境

を改善するため、調査、検討していきたいと考えています。以上です。 

熊木委員  今それを聞いて安心しました。ちょうど今年の予算委員会でも、どの

ようにしているのかと言ったら、ベストのような何か扇風機ついているような、そ

ういうのも着て作業しているというようなことで、対策いろいろ講じながらやって

いるということでしたよね。それで今前倒しということでは、本当に給食が暑さと

かいろいろなことでやめられたりとか、休んだりとかということでストップしてし
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まったら、やはり大きな影響出ると思うので、それは今検討しているということな

ので、良かったなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。答弁はいら

ないです。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

湯本委員  先ほどの同僚議員の質問とも関連するんですが、スクールバスの車検

切れについてもう少しお伺いしたいと思います。先ほどの回答、それから教育長の

行政報告などの改善策なども聞いておりますけれど、やはり原因を、きちんと把握

していく必要がもっとあるのかなと私自身は考えています。というのは、やはり今

回の経過を見ますと、事前のチェックというのが言われたけれど、されていないと

いうことだと思うんですね。それから思い込み、結局予算執行状況だけで、結果と

して見ていくというようなことがあって、後手で見ると。それで車検ですから、車

検をとらなければ、法定点検の３か月後の点検の案内もメーカーや整備工場という

か、そういうところから案内もこないわけで、そうすると、その３か月後のチェッ

クも漏れてしまう。それが長期に渡る見落としということにつながったんだろうと

思います。ちょっと調べてみましたら、やはりこういうミスといいますか、行政の

中で非常に多く増えてきているというのは、立場は違いますけれど、自治労で労働

組合でも全国的にも９５年以降定数削減で業務が多様化して、そういうミスみたい

のが増えているという結果が出ています。南幌もそれが原因かどうかは別として、

やはりそういったことが起きている以上、システムといいますか、やり方を真剣に

考えないといけないかなと思っているんですね。それでいうと、今回提案されてい

る中では、バスの中に車検日を表示するというようなことなどもありましたが、や

はり事前チェックをして管理していくという点では、ちょっと弱いのかなと思って

います。それをどの段階でやるのか、提携する運転手というか、現場のところとど

うするのかという問題はあると思うのですが、ぜひ、その事前的なチェックをし

て、そして二度とこのようなことが起きないようにしていくという方向での取組を

お願いしたいと思います。 

生涯学習課長  湯本委員おっしゃられるとおりですけれども、今回のことに関し

ては本当にあってはならないような事故というところで、反省しなければいけない

部分が多々あるんですけれども、おっしゃられた内容、思い込みという部分で、や

はり支出しているだろうもありますし、車検は取られているだろうという思い込み

のもと、これまで進めてきたという部分が一番悪いところなのかなと感じておりま

す。今後、この業務に限らず、担当者、担当係、管理職も含めて複数の目で確認作

業を徹底していかなければいけないかなと考えております。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  成果説明書２１ページ、青少年異世代交流運営事業、これは学び場ぽ

ろろでされたものですが、これは４日間で１３６万２，４６０円ということです

が、この事業費の内容と、事業の内容、終わった後どのような成果があったのかと

いうことを教えてください。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  異世代交流事業の内容についてのお尋ねで

ございます。まず、１３６万３，０００円のおおむねの内訳でございますが、大き
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なところでいえば人件費に係る分が２４万、交通費相当分が４０万ということでご

ざいます。また、事業の内容につきましては、４日間、昨年は９月に行ったところ

でございます。事業の成果につきましては、アンケート調査なども行っております

が、おおむね非常に良好で、また来たい、非常にいい経験になったというような回

答が多くありました。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございました。私も一日だけ参加させていただいたんで

す。全部は参加できなかったんですけれども、今までにないような、今の子どもた

ちがすごい興味のあるようなそういう取組方をして、今の時代こうなんだなとい

う、大学生とか全国から選ばれた方が来て、勉強したりとか触れ合ったりしていた

んですけれども、すごくいい取組だなと思いました。それで、その後参加された子

どもたちの意識がどのように変わったのか、また来期も同じような形でされるの

か、そこのところお願いします。 

生涯学習課長補佐（社会教育担当）  まず、その成果という部分でございます。

先ほど重複した回答で申し訳ございませんが、アンケートの中で勉強の楽しさが増

えた、新しく知ったことがあった、大学生に対して声がかけやすかったという回答

がほぼ１００％近く、非常にその事業の内容としては充実していたというようなこ

とで押さえているところでございます。そちらの成果につきましては、テスト勉強

をして、テストの対策をするような内容ではないものですから、はっきりと数値化

することは非常に難しい部分がございます。今回につきましては、今年度の実施で

すが、まずはそういった成果があって、参加した生徒はすばらしい体験をしたとい

うことは一部の成果としてございますが、もっとより大きな、より多い生徒に、こ

の青少年異世代交流事業を体験してもらいたいということで、まさに明日ですけれ

ども、３年生の総合学習にコエルワの方が探求事業ということで、総合学習で参加

をしてもらうところでございます。その中で、具体的な数値化される成果を今後ま

た出していくというのは非常に難しいところあるんですが、そういった中でアンケ

ートなどもとりながら、事業の効果というか、そういったものを確認していきたい

と考えてございます。また、次年度以降の開催につきましては、ちょうど今年度で

補助事業をいただいているのですが３年目でございます。またコエルワでは、全国

各地でいろいろな学びの場を展開しているところでございますので、ほかにもいろ

いろな事例を聞きながら南幌の現状でどのような形がいいのか、いろいろ打合せを

しながら検討していきたい、形が変わっても、異世代の交流事業というものは続け

ていきたいと考えているところでございます。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございました。やはり少子化になって、大学生とか、自分

より歳上の年代の違う子たちとなかなか触れ合う機会がないという中で、こういう

企画というのはすごくいいと思ったんですね。それで、先ほどおっしゃいましたよ

うに勉強だけではなくて、そういう中で、大学生からいろいろなことを学べると

か、そういう部分ではすごくいい企画ですので、形は変わっても、その年齢の違う

人たちと交流できる、その事業は続けていかれるということですので、いろいろ工

夫してやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 
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ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。職員の入替えがありますので、暫時休憩しま

す。 

 

（午後 １時４３分） 

（午後 １時４４分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開します。 

次に、審査順序の１３番目、第８款消防費について審査を行います。説明をお願

いします。 

総務課長  決算書１０５ページになります。消防費でございます。 

８款１項１目消防費、支出済額２億９，６９６万６，０００円。南空知消防組合

負担金事業では、本部費負担金、南幌支署費負担金、南幌消防団費負担金、南幌支

署施設費負担金を執行しています。成果説明書１９ページをごらん願います。 

消防支署運営事業では、救急救命士処置拡大のための講習会等経費を執行してい

ます。なお、火災・救急件数、火災出動の内訳、救急出動の内訳につきましては、

記載のとおりでございます。 

次に２０ページ、消防団運営事業では、消火栓７基の本体取替え工事に係る経費

を執行しています。 

次に、施設・資機材更新事業では、耐震性貯水槽整備工事に係る経費を執行して

います。以上です。 

家塚委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。次に、審査順序の１４番目、第１０款公債費に

ついて審査を行います。あわせて１５番目、１１款予備費も審査を行います。説明

をお願いします。 

総務課長  決算書１３０ページになります。１０款公債費でございます。 

１０款１項１目元金、支出済額６億７３２万５，６２８円。地方債元金の償還金

です。令和６年度末の地方債残高につきましては、前年度と比較して４億５，５６

５万２，０００円増加し、７９億５，８３２万４，０００円となります。 

次に、２目利子、支出済額３，２３３万３，８１２円。ここでは、地方債の償還

金利子、一時借入金利子、基金繰替運用利子を執行しています。 

続きまして、１１款予備費の説明を行います。決算書１３０ページ下段から次ペ

ージにかけまして、１１款１項１目予備費、予算の執行はありません。 

最後に１３１ページ下段、歳出の合計でございます。予算現額８６億９，７５３

万５，０００円。支出済額８１億５，００９万９，３１５円。翌年度への繰越明許

費４億８０２万２，０００円。不用額は１億３，９４１万３，６８５円です。 

以上で説明を終わります。 

家塚委員長  説明が終わりましたので質疑に入ります。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 
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それでは質疑を終了いたします。職員の入替えがありますので暫時休憩します。 

 

（午後 １時４８分） 

（午後 １時５０分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開します。次に、審査順序の１６番

目、一般会計歳入について審査を行います。それでは説明をお願いします。 

税務課長  決算書７ページになります。 

１款１項１目個人、収入済額３億１，７９４万２，０８３円。不納欠損額３万

２，９９１円。収入未済額８４６万６，７６５円。不納欠損の内訳は、法人の破産

による即時消滅１件１社、消滅時効２件１名と１社です。収入未済額の内訳は、現

年課税分１０３件、３７名と９社。滞納繰越分４２９件、６９名と２社です。 

次に、２目法人、収入済額６，５５２万２，２００円。不納欠損額１２万円、収

入未済額６万３，９００円。不納欠損の内訳は、法人の破産による即時消滅３件１

社です。収入未済額の内訳は、滞納繰越分２件１社です。 

次に、２項１目固定資産税、収入済額３億４，３５０万６００円。不納欠損額４

万５，４００円。収入未済額４６６万５９７円。不納欠損の内訳は、法人の破産に

よる即時消滅２件１社、消滅時効９件２名と１社です。収入未済額の内訳は、現年

課税分５９件１５名と３社、滞納繰越分３１０件２６名と４社です。 

次に、２目国有資産等所在市町村交付金、収入済額１６５万３，３００円。国と

北海道が所有する町内の固定資産に対し、交付金として交付されるものです。 

次に、３項１目環境性能割、収入済額１６１万８，８００円。新車の軽自動車取

得に対してかかるものです。 

次に８ページにかけまして、２目種別割、収入済額２，７６６万９，４００円。

不納欠損額５，９００円。収入未済額２万５，２００円。不納欠損の内訳は、法人

の破産による即時消滅１件１社です。収入未済額の内訳は、現年課税分３件２名と

１社、滞納繰越分２件１名１社です。 

次に、４項１目町たばこ税、収入済額６，８１０万２８円。売渡し等に係るたば

この本数に基づき納付されるものです。 

次に、５項１目入湯税、収入済額９９２万３２５円。南幌温泉の入湯行為に係る

ものです。 

次に、決算書資料１ページをお開きください。決算書資料の数値は、過去３か年

分の決算数値を記載しています。なお、各調書は右側の令和６年度にて説明いたし

ます。初めに、町税に関する収入調書につきましては、現年課税分と滞納繰越分を

合算したもので、上段の町民税個人、収入済額前年比８３１万２，０００円の減。

主な要因は、令和６年度にありました定額減税によるものです。 

法人、収入済額前年比９１６万２，０００円の増。主な要因は、各法人の収益の

増によるものです。 

次に、固定資産税、土地、収入済額前年比２８２万８，０００円の減です。主な

要因は、住宅用地の課税標準特例の対象が増加したことによるものです。家屋、収
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入済額前年比７４５万３，０００円の増。主な要因は、新築住宅建築が多かったこ

とによるものです。 

償却資産、収入済額前年比８９０万２，０００円の増。主な要因は、工業振興促

進条例による課税免除の終了によるものです。 

交付金、収入済額前年比８万９，０００円の減。主な要因は、国及び北海道の所

有資産の減によるものです。 

次に、軽自動車税、環境性能割、収入済額前年比３０万８，０００円の減。主な

要因は、新車購入台数の減によるものです。 

種別割、１１４万５，０００円の増。主な要因は、重課車両課税台数の増による

ものです。 

次に、たばこ税、収入済額前年比１９７万８，０００円の減。主な要因は、課税

本数の減によるものです。 

次に、入湯税、収入済額前年比３１６万４，０００円の減。主な要因は、南幌温

泉大規模改修に伴う休業による、宿泊・日帰り利用客の減によるものです。 

以上、町税の収入済額合計は、８億３，５９２万６，０００円、前年比９９８万

３，０００円の増です。 

続きまして、左下の納税義務者等に関する調書について説明いたします。数値

は、現年課税分を記載しておりますので、説明は、令和５年度の数値が令和６年に

使用する数字となっております。町民税、個人、前年比８２名増の３，７４６人。

法人、前年比１件増の２１９件です。 

次に、固定資産税、前年比１１６人増の３，５７４人です。 

次に、軽自動車税、前年比３１台増の４，３９５台です。 

次に、入湯税、前年比５，２７３人減の１６万５，９０４人です。 

続きまして、新築住宅評価件数の推移です。前年比４４件増の１３６件です。そ

のうち町外からの転入が１１４件となっています。 

次に、法人町民税の納税状況です。法人全体で前年比１件増で２１９件、納税額

は４６５万１，０００円増で５，６３４万９，０００円です。以上で、１款町税の

説明を終わります。 

続きまして、別途配付しております町税等の収入対策関係資料につきまして、担

当より御説明いたします。 

収納対策係主査  私からは別途お配りしています２つの収納関係資料について御

説明させていただきます。初めに、決算審査特別委員会町税等収納対策関係資料と

記載しております資料をごらんいただきたいと思います。表紙をめくっていただき

まして、１ページ目から５ページ目までは、過去５年間の各種町税及び保険料の収

納状況について記載をしております。税目ごとに各表の一番下段となります令和６

年度の現年度課税分の収納状況を中心に御説明いたします。１ページ目上段の個人

町民税をごらんください。 

令和６年度の現年度課税分につきましては、収納率９９．７８％で前年度より

０．０５ポイント増加、収入未済額は前年度より１７万９，０００円ほど減少して

おります。 
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次に、下段法人町民税をごらんください。令和６年度の現年度課税分につきまし

ては、収納率９９．８２％で前年度より０．１ポイント減少しております。また、

不納欠損額１２万円につきましては、倒産により徴収不可となった法人１社分によ

るものです。なお、その他の法人につきましては全て納入をいただいていることか

ら、翌年度繰越となる未納件数及び未納額はございません。 

次に２ページ目上段、固定資産税をごらんください。令和６年度の現年度課税分

につきましては、収納率９９．８４％で前年度より０．１７ポイント増加、収入未

済額は前年度より５１万５，０００円ほど減少しております。 

次に、下段、軽自動車税をごらんください。令和６年度の現年度課税分につきま

しては、収納率９９．９４％で前年度より０．０４ポイント増加、収入未済額は前

年度より１万円ほど減少しております。次に、３ページ目をごらんください。 

３ページ目では入湯税とたばこ税について記載をしておりますが、収納率はとも

に１００％となっております。 

次に、４ページ目上段、国民健康保険税をごらんください。令和６年度の現年度

課税分につきましては、収納率９８．７４％で前年度より０．０２ポイント増加、

収入未済額は前年度より５万円ほど減少しております。 

次に、下段、介護保険料をごらんください。令和６年度の現年度課税分につきま

しては、収納率１００．０２％で前年度より０．１５ポイント増加、収入未済額は

前年度より２４万４，０００円ほど減少しております。なお、収納率が１００％を

超えている理由といたしまして、転出や死亡等により保険料が更正された方々の還

付金が出納整理期間であります５月末までに還付処理が完了せず、収納額に含まれ

た状態で決算を迎えたためでございます。次に、５ページ目の後期高齢者医療保険

料をごらんください。 

令和６年度の現年度課税分につきましては、収納率９９．５５％で前年度より

０．０６ポイント減少、収入未済額は前年度より９万２，０００円ほど増加をして

おります。次に、６ページ目をごらんいただきたいと思います。 

６ページ目では、滞納処分等の状況について記載をしております。滞納処分につ

きましては、納期限到来後、未納者に対し督促状及び催告書を送付し、その後も納

付や納付相談がない方、また、納付誓約の不履行の方などを対象に、財産調査等を

実施し、その後、財産の差押えを執行しているところでございます。上段、差押え

執行状況をごらんください。令和６年度は、債権の区分で預貯金の差押えを１７

件、７０万３，４９２円執行しております。また、国税還付金の差押えを４件、３

２万９，５３１円執行、こちらにつきましては、確定申告の際に発生した所得税還

付金の差押えとなります。合計で２１件、１０３万３，０２３円の差押えを執行し

ております。中段以降に記載の内容につきましては、後ほどごらんいただきたいと

思います。次に、７ページ目をごらんください。 

７ページ目では、不納欠損額の内訳について記載をしております。上段、税目別

内訳をごらんください。令和６年度は、町民税普通徴収で１名、町民税特別徴収で

１社、法人町民税で１社、固定資産税で２名２社、軽自動車税で１社、合計で３名

５社、１８件、２０万４，２９１円の不納欠損処分を行っております。なお、一部



 ７７ 

重複する者がおりますので、実人数といたしましては３名３社となります。下段で

は、根拠法令別内訳を記載しております。次に、８ページ目をごらんください。 

８ページ目では、町税等滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例に

係る納税状況確認依頼書の提出件数について記載をしております。表に記載のあり

ますナンバー１からナンバー２９までの行政サービスを利用する際は、町税等の納

付確認を必須としております。令和６年度中に、担当課から納税確認の依頼があっ

た件数につきましては、個人、法人あわせまして９２１件ございました。納税確認

の結果、滞納があり納税相談を要すると判定された件数は１５件あり、結果につき

ましては、下段に記載しておりますが、１５件中１０件は納付を完了したり、納付

誓約書を提出したことにより特例措置が可能となりました。残り５件につきまして

は、期限までに納税相談に来なかったなどがございまして、サービス制限措置が適

用されているところでございます。最後、９ページ目をごらんいただきたいと思い

ます。 

９ページ目では、コンビニ収納、スマートフォン収納利用状況について記載をし

ております。上段にコンビニ収納、中段にスマホ収納、下段に合計を記載してお

り、各項目の上段が利用件数、下段が納付金額となっております。コンビニ収納と

スマホ収納を合わせた合計の利用件数と金額につきましては、件数で１２，２３９

件、金額にしまして１億５，０６０万９，７３７円となっております。 

次に、別冊としてお配りしておりますもう一つの資料、町税等収納状況、平成２

８年度から令和６年度と記載しております資料をごらんいただきたいと思います。

こちらの資料は、表紙に記載がありますとおり、町民税からたばこ税まで９つの税

目につきまして、過去９年間の収納状況の推移をグラフで表示したものとなってお

ります。こちらの資料につきましては、説明を省略させていただきたいと思います

ので後ほどごらんいただきたいと思います。 

以上で町税等収納対策関係資料の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。 

星委員  決算書７ページの町税、固定資産税ですけれども、歳入の町税、固定資

産税ともに金額が減ってきているので、皆さんすごく努力された結果が数字にあら

われてきているのかなと、未収済額ですね。それが少しずつ減ってきていますの

で、継続性が鍵となってきたのかなと思うのですが、担当課ではどのような対策が

効果的だったとかそういう何か実感があればお聞かせください。 

収納対策係主査  ただいま御質問ございました内容についてですが、令和６年度

に限って、新しく何か対策をしたとかそういったことはなく、基本的には例年どお

りの業務を行っているところでございます。まず、収納の納付の関係ですけれど

も、これまで南幌町では金融機関での窓口、それと口座振替による納付がございま

したが、平成１６年度以降コンビニ納付が始まりまして、また、現在ではスマホア

プリからの収納も可能となっております。納税者の皆さんも、非常に納付がしやす

い環境になってきたのではないかなということもございまして、納税者の期限内納

付もしくは早期の納付につながっているのではないかなと考えております。また、

納期限までに納付がない方につきましては、先ほどの資料の中でも説明させていた
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だいているんですけれども、収納対策係では、納付がない方につきましては、督促

状を発布して納付を促しており、それでもなお納付がない方につきましては、電話

催告ですとか文書催告を行って、それでもなお納付につながらなければ、預金調

査、勤務先調査等を行って、差押えという形で滞納処分を行っている状況でござい

ます。あと、どうしても生活状況等により納期限までの納付が難しいという方で分

割納付を行いたいという方が御相談にお越しいただいた際も、特別の事情等がなけ

れば、基本的には年度内での完納をしていただくために、出納整理期間である翌年

５月までの分割納付を行って納付をいただいているところでございます。こういっ

た内容を毎年のことですけれども実施していることで、令和６年度につきまして

も、地方税の収納率が９９％を超えて、それをここ数年ずっと維持できている状態

でございますので、収入未済額も結果的には今年度につきましては、前年度を下回

っているような状況であると考えております。以上です。 

星委員  ありがとうございます。少しずつ改善というか金額は減ってきてはいる

んですけれども、やはり毎年一定数の額は発生しております。その都度いろいろ対

策はとってこられていると思うんですけれど、事情は多分様々だと思うんです。仕

事がなくなったけれども、前年度分の税金を払わなきゃいけない、でも収入がない

という方など、調べていけばいろいろな方がいらっしゃると思うのですが、その中

でも、例えば支援がいろいろな方向から必要ではないかというような方も中にはい

らっしゃると思うんですけれども、そういう方に対しての課との連携というんです

か、例えば福祉課とか、就職を促すような対策とかその辺の連携もできているの

か、ちょっと伺いたいと思います。 

収納対策係主査  ほかの課との連携につきましても、例えば高齢者の方で収入が

年金しかないだとか、それぞれ事情があって納付ができないという方がいらっしゃ

るかと思います。どうしても収納対策係だけで判断できない案件とかも中には出て

きますので、そういうケースにつきましては、保健福祉の担当、あとは国保の担当

と連携をした中で、納付できるのかどうか、そこを判断して協力しているような形

をとっております。 

星委員  確認ですが、課と連携して収納に向けた可能性を連携しながら探ってい

るということで理解しました。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

湯本委員  ちょっと教えていただきたいのですが、決算審査特別委員会の関連資

料で８ページ、滞納のやつですね。納付確認同意書提出件数のところです。２０

番、高等学校等通学費補助に関するということで、ここにかかった２２７という数

字があるんですが、高等学校等通学費補助の対象となる件数に対して、２２７とい

うのはどのくらいの比率になるんですか。 

税務課長補佐  全体のこの補助に対する人数の割合ということでよろしいでしょ

うか。こちら、申請出てきたものしか私たち分からないので、全体の人数は教育委

員会で把握していると思うんですけれども、税務としては、このサービス制限の申

請出てきている人数しか分からないので、ちょっとお答えしかねます。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 
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ないようですので、終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。職員の入替えがありますので、暫時休憩しま

す。 

 

（午後 ２時２１分） 

（午後 ２時２２分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。先ほどの続きから説

明をしていただきます。 

総務課長  それでは、以降の歳入につきましては、主な項目のみの説明とさせて

いただきますので、よろしくお願いします。決算書８ページの中段をごらんくださ

い。 

２款１項１目地方揮発譲与税、収入済額２，１３６万７，０００円。国税として

揮発油に課税された地方揮発油税のうち、ルール分により市町村に交付されるもの

でございます。 

２項１目自動車重量譲与税、収入済額６，５３９万３，０００円。国税として徴

収される自動車重量税の３分の１が市町村に交付されるものです。 

３項１目森林環境譲与税、収入済額１００万６，０００円。国税として徴収され

る森林環境税の一定割合分が交付されるものです。 

次ページにかけて、３款１項１目利子割交付金、収入済額３８万６，０００円。

北海道に納付された利子割額のうち、５分の３が市町村に交付されるものです。 

４款１項１目配当割交付金、収入済額３６７万３，０００円。北海道に納付され

た配当割額のうち、５分の３が市町村に交付されるものです。 

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、収入済額５６５万円。北海道に納付され

た株式等譲渡所得割額のうち、５分の３が市町村に交付されるものです。 

６款１項１目法人事業税交付金、収入済額１，３８４万１，０００円。北海道に

納付された法人事業税のうち、一定割合分が交付されるものです。 

７款１項１目地方消費税交付金、収入済額１億９，３０９万１，０００円。消費

税のうち、２．２％が都道府県に配分され、その２分の１が市町村に交付されるも

のです。 

次ページにかけまして、８款１項１目ゴルフ場利用税交付金、収入済額６３０万

３，７９１円。リバーサイドゴルフ場利用税の７０％が市町村に交付されるもので

す。 

９款１項１目環境性能割交付金、収入済額９７７万２，０００円。北海道に納付

された自動車税環境性能割のうち、一定割合分が交付されるものです。 

１０款１項１目地方特例交付金、収入済額４，４１６万８，０００円。住宅借入

金等特別税額控除などの実施に伴う、地方の減収分を補填することを目的に交付さ

れるものです。 

２項１目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金、収入済額８

万５，０００円。新型コロナウイルス感染症の影響により、固定資産税の償却資産



 ８０ 

の軽減措置による、地方税の減収分を補填するために交付されるものです。 

次ページにかけまして、１１款１項１目地方交付税、収入済額２９億１，０３６

万５，０００円。内訳につきましては、普通交付税２４億６，８４７万２，０００

円、特別交付税４億４，１８９万３，０００円です。前年度と比較しますと、普通

交付税は４．８％増、特別交付税は５．４％の減となっています。 

１２款１項１目交通安全対策特別交付金、収入済額９２万６，０００円。交通違

反の反則金を原資に、交通安全施設整備費に充てるための財源として交付されるも

のです。 

１３款１項１目農林水産業費分担金、１節農業費分担金、収入済額９５万８，７

７０円。排水路整備分担金として収入したものです。 

２項１目民生費負担金１節高齢者保護措置費負担金、収入済額１６５万７，２０

０円。高齢者保護措置費用徴収金です。 

２節児童福祉費負担金、収入済額３２７万３，２５０円。なんぽろ児童会に係る

学童保育料で、収入未済額は２，５５０円、滞納件数は１件です。 

３節保育所費負担金、収入済額７９５万８，０７０円。南幌いちい保育園に係る

保育料で、収入未済額は９，０７０円、滞納件数は１件です。 

４節滞納繰越分、収入済額６万４００円。３件分の学童保育料です。少し飛ばし

まして、１３ページの上段になります。 

１４款１項４目土木使用料、３節住宅使用料、収入済額２，７７５万５，２２９

円。公営住宅及び子育て支援住宅使用料で、収入未済額は３７万７，２００円。滞

納件数は公営住宅分４件、子育て支援住宅分１件です。 

４節滞納繰越分、収入済額８万４，６００円。収入未済額は１１２万１，３００

円で、公営住宅分６件、子育て支援住宅分１件の過年度滞納分です。 

５目教育使用料、２節スポーツセンター使用料、収入済額２０３万７，０５０

円。町民プール使用料７２万２，５００円が含まれています。少し飛ばしまして、

下段になります。 

１５款国庫支出金、１７ページにかけまして、法令等に基づきます事務事業に対

する国からの負担金補助金及び委託金です。それぞれ歳出と連動しており、各制度

に基づきます国の負担割合に応じて措置されるもので、内容の説明は省略します

が、各項目とも調定額どおりの収入済額となっております。次に、１７ページの中

段になります。 

１６款道支出金、２１ページにかけまして、国庫支出金と同様、法令等による事

務事業に対する道からの負担金、補助金及び委託金です。内容の説明は省略します

が、各項目とも調定額どおりの収入済額となっております。続きまして、２２ペー

ジの中段になります。 

１７款２項１目不動産売払収入、収入済額１９８万６，０００円。町有地２件の

売払いによるものでございます。 

次に、１８款１項１目一般寄附金、収入済額３１２万円。個人４名、法人２社か

らの寄附金を受けたものです。 

次に、３目ふるさと応援寄附金、収入済額１億７，８６７万６，０００円。内訳
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として、ふるさと応援寄附金１５，８２７件、１億７，３８７万６，０００円。企

業版ふるさと応援寄附金７社、４８０万円となっています。 

次に、次ページの中段にあります１９款１項３目、南幌温泉ハート＆ハート基金

繰入金、収入済額２，８００万円。南幌温泉指定管理料などの管理運営経費に充て

るため基金から繰入れを行ったものでございます。 

４目ふるさと応援基金繰入金、収入済額１億８，６５０万円。子どもの医療費助

成、少年団活動、高校生通学費補助や高齢者世帯の除雪支援など、寄附指定事業経

費に充てるため基金から繰入れを行ったものでございます。 

次に、下段２０款１項１目繰越金、収入済額１億２，７６１万６３９円。令和５

年度一般会計からの繰越金です。次ページ下段になります。 

２１款４項１目北海道住宅供給公社受託事業収入、収入済額１，１５９万１，０

００円。住宅供給公社が所有する用地の草刈りなど、町が受託するための事業収入

です。 

次に、３目土地改良事業調査受託事業収入、収入済額１，１４８万７，０００

円。三重ほか２地区の道営経営体育成基盤整備事業換地業務を、町が受託するため

の事業収入です。 

次に、５項４目給食費収入、１節学校給食費収入、収入済額２，６９１万８，２

９５円。収入未済額は４万１，４０３円で、滞納件数は３件です。２節滞納繰越

分、収入済額１６万９，９３１円。収入未済額は４５万７，６４４円で、過年度分

の滞納件数は６件です。 

次に、２８ページ上段、２２款１項１目総務債、収入済額２６０万円。全国瞬時

警報システム改修事業に係る起債です。 

２目農林水産業債、収入済額６，１５０万円。農業競争力基盤強化特別対策事業

及び水利施設等保全高度化事業、改善センター、ふれあい館改修事業に係る起債で

す。 

３目土木債、収入済額４億３，４００万。町道・橋梁・公園施設の長寿命化整備

事業、公営住宅改修事業、準工業用地等整備事業などに係る起債です。 

次ページにかけまして、４目消防債、収入済額６，８００万円。消防水利整備事

業に係る起債です。 

５目教育債、収入済額１，９６０万円。小学校改修事業に係る起債です。 

６目臨時財政対策債、収入済額７９７万８，０００円。地方の財源不足を補うた

めの起債です。 

７目商工債、収入済額４億６，９３０万円。南幌温泉整備事業に係る起債です。 

以上、歳入合計、予算現額８６億９，７５３万５，０００円。調定額８２億４，

７６５万４，２５０円。収入済額８２億３，２２２万４，３３０円。不納欠損額２

０万４，２９１円。収入未済額は１，５２２万５，６２９円です。次に、１３２ペ

ージをお開きください。 

実質収支に関する調書でございます。説明を行います。 

１歳入総額８２億３，２２２万４，３３０円。２歳出総額８１億５，００９万

９，３１５円。３歳入歳出差引額は８，２１２万５，０１５円です。４翌年度へ繰
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り越すべき財源のうち、（２）繰越明許費繰越額８０７万円は、生活応援チケット事

業及び温泉周辺整備事業に係るものです。５実質収支額は７，４０５万５，０１５

円です。６については該当ございません。 

以上で説明を終わりますが、お配りしております南幌町決算資料２９ページ以降

については、町有財産としての土地、建物並びに有価証券や出資金、各基金の現在

高、また、各会計の決算比較表など、参考として添付をいたしておりますので、後

ほどお目通しをお願いしたいと思います。 

以上で全ての説明を終わります。 

家塚委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。（なしの声） 

それでは、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。本日予定しておりました審査項目が終了いたし

ました。明日１２日、午前９時３０分まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後 ２時３６分） 
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決算審査特別委員会会議録 

（３日目 R7.9.12 9:30～10:15） 

 

家塚委員長  それでは、昨日より延会となっておりました決算審査特別委員会を

ただいまから再開いたします。本日の出席人員は９名全員であります。直ちに会議

を開会します。 

審査順序の１７番目、病院事業会計について審査を行います。それでは説明をお

願いします。 

病院事務長 令和６年度南幌町病院事業会計決算を説明いたします。それでは、決

算書１ページをごらんください。（１）収益的収入及び支出です。初めに収入です。 

１款１項１目入院収益、決算額３億５７４万９，５０７円です。 

２目外来収益、決算額１億３，１７１万９，５２３円です。決算書をめくってい

ただきまして、１５ページをごらんいただきたいと思います。 

３業務、（１）業務量です。入院の状況です。入院患者数は１万２，１１０人、１

日平均３３．２人でした。第１四半期、４月から６月の１日平均は３１．９人でし

たが、院長をはじめ地域医療連携室による集患活動などにより、７月から１２月に

かけましての第２、第３四半期におきまして、それぞれ３３．１人、３４．９人ま

で回復しました。しかし、最終四半期、１月から３月の第４四半期で３２．９人

と、再び減少した結果、前年度比１，３４０人、１０．０％の減でした。在宅医療

に対するニーズの高まりや近隣の医療機関で既存あるいは新設の地域包括ケア病床

への集患強化など、社会情勢や医療環境の変化などが要因と考えております。患者

数は減少しましたが、入退院が活発だったことで、決算書にはありませんが、平均

在院日数、入院期間でございますが、こちらが前年度５３．１日から４５．４日と

なり、平均単価は２万５，２４８円、前年度比８２３円、３．４％の増で、入院患

者数の減を若干カバーしたことにより、入院収益は前年度比２，２７６万円、６．

９％の減でした。 

外来の状況です。外来患者数は１万６，０８０人。前年度比２２９人、１．４％

の増で、１日平均６５．９人でした。外来収益です。平均単価が８，１９２円、前

年度比２７円、０．３％の減でしたが、患者数の増や診療報酬の改定などで１４４

万円、１．１％の増となりました。入院・外来収益全体では４億３，７４６万９，

０３０円、前年度比２，１３１万円、４．６％の減でした。１ページにお戻り願い

ます。 

３目その他医業収益、決算額８，２０６万２，６０５円。健康診断料や新型コロ

ナ及びインフルエンザワクチンを含む各種予防接種料のほか、救急告示病院の交付

税算入分に係る一般会計からの繰入れです。 

２項１目受取利息配当金、決算額２４万４，８６５円。預金利息です。保有現金

のうち、１億５，０００万円を定期預金として積み立てた分の利息収入が主なもの

です。なお、今年度８月にも定期預金として、同額の１億５，０００万円を積み立

てております。 
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２目患者外給食収益、決算額１０５万８，６００円、職員の給食費です。 

３目他会計負担金、決算額５万円。企業債償還利息の３分の２を一般会計から繰

入れたものです。 

４目他会計繰入金、決算額１億９，２４５万円。普通交付税の病床割分、特別交

付税の不採算地区病院分、いわゆる基準外繰入金などに係る一般会計からの繰入れ

です。なお、基準外繰入金につきましては、令和４年度に作成策定しました経営強

化プランに基づき、決算額２，０００万円で、令和２年度以前の７，０００万円か

らは５，０００万円、令和５年度３，０００万円からは１，０００万円の減となっ

ております。 

５目その他医業外収益、決算額１，０２６万６，７７９円、おむつをはじめ、各

種取扱手数料や病院職員寮の家賃などです。 

６目長期前受金戻入、決算額１，９９１万６，９５８円。資産取得時に財源とし

て受け取りました補助金を、減価償却費にあわせて収益化する会計処理で、減価償

却費と同様に帳簿上の処理となりますので、現金の移動はありません。 

７目補助金、決算額２０３万円。国保調整金のうち、常勤医師が研修など、やむ

を得ない理由で不在となる場合の出張医にかかる費用や、研修医などを受け入れる

ための環境整備に要する費用に対する補助金で、令和６年度に新たに設けられたも

のです。 

以上、収益的収入の決算額は、この表の１段目、１款病院事業収益、７億４，５

５４万８，８３７円です。続きまして２ページをごらんください。支出です。 

１款１項１目給与費、決算額４億３，６４８万５５７円。職員の給料、手当、共

済費及び出張医の報酬など人件費です。職員手当や出張医の報酬、法定福利費など

で１，８４７万円の不用額が出ています。 

２目材料費、決算額５，０１３万４，９３１円。薬品費や診療材料費などとなり

ます。入院患者の減などで６１３万円の不用額が出ています。 

３目経費、決算額１億７，９１２万６，５３６円。光熱水費や燃料費、病院施設

の維持管理費など病院運営に係る固定的な経費です。新型コロナに係る外注検査や

医療用産業廃棄物処理料の減、また、昨シーズンは年明け以降、暖冬でありました

ことから、見込みより冬季の電気料や燃料費がかからなかったことなどで、１，０

５６万円の不用額が出ております。 

４目減価償却費、決算額５，４５１万３３７円。建物や医療機器などの減価償却

分です。 

５目資産減耗費、決算額４０万１，５６６円。医療機器などの残存額除去や期限

切れ医薬品の処分などです。 

６目研究研修費、決算額５８万１，２７０円。医師の参考図書購入費などです。 

２項１目支払利息及び企業債取扱諸費、決算額８万３，２２１円。企業債７件の

支払利息です。 

２目患者外給食材料費、決算額１０６万６６４円。職員の給食材料費です。 

３目雑損失、決算額１８７万３，９００円。消費税の納付額です。 

３項１目過年度損益修正損及び４項予備費１目予備費は支出がありませんでし
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た。 

以上、収益的支出の決算額は、この表の１段目、１款病院事業費用、７億２，４

２５万２，９８２円です。３ページをごらんいただきたいと思います。（２）資本的

収入及び支出です。初めに収入です。 

１款１項１目出資金、決算額２，６７２万円。一般会計からの企業債償還元金の

３分の２が出資されたものです。 

２項１目繰入金、投資事業に係る国保交付金など、一般会計からの繰入れはあり

ませんでした。 

３項１目企業債、決算額１，１７０万円。医療機器の購入や工事の実施に伴い、

企業債を借入れたものです。 

以上、資本的収入の決算額は、この表の１段目、１款資本的収入、決算額３，８

４２万円です。続きまして支出です。 

１款１項１目固定資産購入費、決算額４１５万３００円。内容は１４ページ、２

（２）に記載のとおりとなっております。 

２目病院事業整備費、決算額７６４万５，０００円。内容は同じく１４ページ、

２（１）に記載のとおりとなっております。 

２項１目企業債償還金、決算額４，００７万９，０８７円。企業債７件の償還元

金です。 

以上、資本的支出の決算額は、この表の１段目、１款資本的支出、決算額５，１

８７万４，３８７円です。 

続きまして、４ページからの損益計算書、６ページからの貸借対照表、８ページ

の剰余金計算書、９ページの欠損金処理計算書につきましては、今申し上げました

収支や過年度の累計額などを踏まえて仕訳、整理をしたもので、それぞれ記載のと

おりとなっております。続きまして１１ページをごらんください。 

１概況、（１）総括事項を読み上げます。令和６年度は、国民健康保険町立南幌病

院経営強化プランに基づき、令和５年度に引き続いて、経営の効率化を推進し持続

的かつ安定的に必要な地域医療提供体制の確保に向けた取組を進めました。また、

地域の皆さんを治し支え、その人らしい生活を支援する理念の実現を目指し、医師

をはじめ多職種による院内連携や地域医療連携室による近隣医療機関等との院外連

携により、急性期治療後の患者の入院受け入れ、自宅での急性増悪患者の入院受け

入れ、入院患者の在宅復帰支援、訪問診療・訪問リハビリテーションなど、町民が

安心して暮らせるよう、身近なかかりつけ医としての機能を基本とする病院づくり

を一層推進しました。このうち、外来では、総合診療科として常勤医全員が乳幼児

から高齢者までの診療を行っており、町民の健康に関する様々な相談に応じ、各種

健康診断や予防接種の実施、救急機能の維持などを通じて町民の健康管理に努めて

います。 

病院の経営状況としましては、全国的に医療機関を取り巻く経営環境の厳しさが

増す中、入院が対前年度比１０．０％減の１２，１１０人、外来が対前年度比１．

４％増の１６，０８０人で、医業収益は、入院が対前年度比６．９％減の３億５７

４万９，５０７円。外来が１．１％増の１億３，１７１万９，５２３円となりまし
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た。 

収益的収支は、診療報酬の改定により外来収益が増収となったものの、入院収

益、経営強化プランに基づく繰入金やコロナ関連補助金の減などによる収入減に加

え、人事院勧告に基づく人件費の上昇や物価高騰などで経費がかさんだこともあ

り、対前年度比８１．３％減となりましたが、純利益２，１２９万５，８５５円を

確保し、現金残高も５億円を超える水準となりました。 

資本的収支については、収入額３，８４２万円、支出額５，１８７万４，３８７

円となり、不足額１，３４５万４，３８７円は損益勘定留保資金で補填しました。

また、病院整備事業として、病院事業整備費では、発熱外来診察室を今後も継続的

に使用するため、陰圧機能の強化など必要な改修工事を実施し、固定資産購入費で

は、医療・療養環境整備のため、常温配膳車、薬用保冷庫、リクライニングスケー

ル導入のほか、眼科診療で使用する液晶視力表とスリットランプマイクロスコープ

の更新を行いました。以上で１１ページの朗読を終わります。なお、記載にはござ

いませんが、去年７月に町立病院として初めてとなります厚生労働副大臣の視察に

対応し、当院の地域医療への取組を説明したところです。 

続きまして１２ページ、（２）議会議決事項です。令和６年度病院事業会計決算認

定を含めて５件です。（３）行政官庁届出事項等はありませんでした。１３ページで

す。（４）職員に関する事項、①職種別職員数は記載のとおりとなっております。②

です。４月１日に遡及し、給与ベースの改定を実施しました。 

続きまして１４ページ、２資産の取得状況は、先ほど申し上げましたとおりで

す。１５ページです。３業務、（１）業務量、①患者数及び料金収入です。こちらも

主な内容は先ほど申し上げたとおりです。②病床利用率は５５．３％でした。③科

別状況のうち、延べ患者数です。 

内科は、入院１２，１１０人、外来１３，６２０人、合計で２５，７３０人で

す。なお、ここでは診療報酬上の区分に合わせて内科と記載していますが、院内に

おきましては、診療科目を総合診療科として御案内しております。 

小児科は、１，３７２人で前年度比２９４人の減でした。子ども人口の増加が続

いておりますが、インフルエンザやアデノウイルスなどによる季節的な感染症が前

年度ほど流行しなかったことなどが要因と考えております。 

眼科は、毎週火曜日に２人の出張医が交代で外来診療に当たっており、１，０８

８人、前年度比１６人、１．５％の増となりました。１６ページをごらんくださ

い。 

（２）事業収入に関する事項と、次の（３）事業費に関する事項は、記載科目に

おける令和６年度及び前年度の額や、全体に対する構成比、科目別増減率などを掲

載しております。主な増減理由につきましては、先ほど申し上げたとおりです。収

入のうち、２医業外収益、（５）その他医業外収益で２３７万３，９８９円、３０．

１％の増は、前年度に納付した退職手当組合負担金の精算金、（７）補助金で１，７

７０万６，０００円、８９．７％の減は、令和５年度に生じましたクラスターに対

する道補助金の減によるものです。また、支出のうち、（１）給与費、（２）材料

費、（３）経費は、それぞれ３％から５％程度の増ですが、給与費は給与改定による
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もの、材料費や経費は、物価や契約金額の上昇などによるものです。１７ページで

す。 

４会計、（１）重要契約の要旨は、７００万円以上の業務契約です。（２）企業債

及び一時借入金の概況です。イ、企業債の本年度末、令和６年度末残高は１億１，

９０３万４，７３５円です。ロ、一時借入金の借入れはございませんでした。１８

ページをごらんください。 

キャッシュフロー計算書は、令和６年度中の業務活動、投資活動、財務活動にお

ける現金の動きをまとめたものです。その結果、下から３つ目、Ⅳ、資金増減額は

４，４４９万３，４１７円の増となりまして、Ⅴ、期首残高４億９，３０１万６，

５２９円から、Ⅵ、期末残高は５億３，７５０万９，９４６円で、過去最高額とな

っています。１９ページの注記事項は記載のとおりです。２０ページからの収益費

用明細書、２３ページの資本費用明細書までは、これまでに説明しました収支科目

の明細で、それぞれ記載のとおりです。続きまして２４ページ、固定資産明細書で

す。 

（１）有形固定資産、（２）無形固定資産とそれぞれ記載のとおりとなっておりま

す。２５ページは、企業債明細書で病院事業債１０件の内訳です。この表の一番

下、病院整備事業債１，１７０万円につきましては、医療機器の購入や工事実施に

伴い、令和６年度中に借入れしたものです。 

このほか決算書の後段に、これまで申し上げました内容を仕訳、整理した決算書

資料を添付してございますが、説明は割愛をさせていただきます。また、本日、参

考資料といたしまして、別途、他会計からの繰出金明細をお配りしているところで

ございます。 

以上で令和６年度病院事業会計決算書の説明を終わります。 

家塚委員長  それでは、説明が終わりましたので質疑を行います。 

熊木委員  先ほど総括事項の中でも話されていたんですけれども、総合診療科と

して、令和６年度に医師が地域に出向いて、講座みたいなそういうのとかやった実

績が何件くらいあったのか伺います。 

病院事務次長  令和６年度におきましては、昨年の４月から９月までの間に、北

辰病院から研修医の方が来られていまして、その方と院長とあいくるで１回研修を

やっております。実績はその１件のみとなっております。以上です。 

熊木委員  今、決算ですけれども、今年度４名体制になったということと、先ほ

どの総括事項の中にもあったように、病院の理念というか、その地域の皆さんを治

し支え、その人らしい生活を支援するというところからすると、４名の医師による

健康講座みたいなの、前にも一度提案とかしたことがあったんですけれども、それ

を病院内とかあいくると連携して何かそういうのをやるというような考えはないの

か、それをすることによって、やはり町立病院が町民のためというか、自分たちの

健康を支えるという意味からも、広く浸透するのではないかなと思うんですよね。

それで今いろいろ高齢化に伴って、いろいろな病気のことだとか、悩みを抱えてい

る人方もいらっしゃるので、そういう意味では、予防医療というか、講座とか何か

そういうことを組まれるとすごくいいのではないかなと思うんですけれども、ちょ
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っと決算なので、どこまでお答えできるか分からないんですけれども、質問いたし

ます。 

病院事務次長  以前、院長が全員協議会に出席した時もそういった地域に出て皆

さんにという考えがあるというお話をされたことがあると思うんですけれども、今

までやはり医師３人体制だった時点では、なかなかその時間がとれないということ

もあって、難しい状況ではあったんですけれども、今年６月に４人体制になりまし

た。今４人体制になって２か月が経って、それも含めた中で今後４人でやっている

中でそういった時間が捻出できるかどうかということも含めて、まだ具体的にお話

はされていないと思うんですけれども、そういったことも院長は考えておられると

思います。今年、町の出前講座がありまして、その中にも病院のメニューが何件か

あったんですけれども、先生が出ていくというものは特になかったんです。それ

で、研修を求められる地域の方は先生が来るものだと思って病院に１回相談された

ことはあるんですけれども、ちょっと我々の講座の書き方も誤解を生むような書き

方だったのかなという部分ありまして、一旦その部分、令和７年度の研修内容から

一旦落としまして、それも含めて出前講座に載せるかどうかも含めて、今後医局の

ほうで、そういったお話がこれから出てくるのではないかなと。具体的な話はちょ

っと今のところありませんけれども、先ほど申し上げたとおり、院長もそういった

地域の皆さんにという思いはありますので、今後そういう動きがあれば御報告させ

ていただければと思います。以上です。 

熊木委員  要望ですけれども、病院単独でやるのと、それから、ぜひ保健福祉課

と連携して、保健福祉課の事業の中に、町立病院の医師とかリハビリとか、そうい

う形で参加するというような形になると、より町民に町立病院の存在というか、そ

れが大きなものになるのではないかなと思うので要望いたします。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  同じくその総括の中で、入院が６．９％減、外来が１．１％増という

ことで、外来が増えたということは喜ばしいかなと思うんですけれども、入院の

６．９％の減という、どのようなことが原因なのか、そこのところを教えてくださ

い。 

病院事務次長  入院患者の減少につきましては、やはり近隣の病院などですね、

うちと同じ地域包括ケア病棟が既存のものであったり、新たにできたものがありま

して、そちらのほうでも習慣の活動が強まっておりまして、前であれば、例えば総

合病院で急性期を見て、地域包括の状態になったらうちに転院してきた方が、病院

の中で地域包括ケア病棟が新設されたりして、病院の中で移動してしまって、本来

今まではうちに転院されてきた方が、そのまま病院に残ってしまうというような状

況が恐らくあるのではないかなということがまず一番大きいところかなと思いま

す。それと、国の方針も含めまして、やはり在宅医療というものが今進んでおりま

して、もしかすると、具体的なデータというのは持っていないんですけれども、入

院患者自体が全体的に少し減ってきているのかなという印象は受けております。以

上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。これまで地域医療、包括連携ということで、
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町内の入院患者ではなくて、いろいろな町外の病院で、南幌町に住んでいる人だけ

れども、ほかに入院されている方に、南幌町立病院に入院してもらおうということ

で、以前であれば、いろいろな病院に出向いて、南幌町の病院に入院しませんかと

いうか、そういう営業的な働きかけがあって、それを以前は、どこの病院から来ま

したというそういう詳細な報告が数年前はあったんです。今後の進め方という考え

では、今後どのように進めていかれるのか、お聞きいたします。 

病院事務次長  今も地域医療連携室を中心に、そういった転院依頼というものは

来ているんですけれども、極力受け入れられるものは受けるという状況は変わりあ

りません。ただ、その転院依頼自体がやはり少し減ってきているという状況があり

ます。委員言われました営業活動というか、そういったものにつきましても、今

年、去年ぐらいから少しずつ入院患者が減ってきている状況もありまして、今年に

なってからですけれども、院長も含めまして、今年で２回ほど札幌の病院のほう

に、うちの地域包括ケア病棟の紹介ということで、出向いていただいております。

以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。 

高橋委員  以前から病院の看護師さんの接客とか対応について、言われていたと

思うんですけれども、そういったマナー講座ですとか、接客の講座的なものとか、

そういうのは何かやられていたのかなというところと、あともう一つ、総合診療科

ですか、総合医療だと思うんですけれど、この中に統合医療、いわゆる東洋医学と

かそっちのそういったものというのは含まれていたりするのかなというのを御質問

させていただきます。 

病院事務長  まず、御質問の１点目、看護師の接遇関係ということかと思うんで

すけれども、こちらにつきましては、看護部門、看護科ですね、師長を中心に常に

そういった対応といいますか、心がけについて十分レクチャーをさせていただいて

いるところでございます。また、今年の話になりますけれども、今月の上旬に看護

職員を対象とした医療職としてはもちろんですけれども、医療職でもありますけれ

どももちろん、地方公務員、そして町職員でもありますので、そういった心構えに

ついて２回に分けて講義を行わせていただいたところでございます。 

２点目の御質問つきまして、もう一度お願いできますでしょうか申し訳ございま

せん。 

高橋委員  いわゆる漢方ですね、東洋医学、要するに、西洋医学が多分、国の基

準的なものは中心部は西洋医学だと思うんですけれど、代替療法とか。そっちのほ

うが東洋医学になってくると思うんです。だから対処療法と、そういったところっ

て、結局その西洋医学って、やはり機器のお金予算とかも結構かかってくると思う

んですよね。東洋医学とかそっちのほうになってくると、一部しか国の補助でない

というところもあったりとか、急性期のほうには対応できないというところは、や

はり西洋医学のほうが対応すると思うんですね。だけど、それも南幌町の住民さん

がどのぐらい、町立病院に急性期の症状のときにかけ込むかどうかというのはちょ

っとどのぐらいいるかとか分からないんですけれども、健康と病気の間という、病

院に行くことではないんだけれども、体調がちょっとすぐれないという、そういう
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ところって見られるのが、やはり東洋医学とか、そっち側になってくると思うんで

すね。だから、一部しか漢方が補助がおりないとしても、カウンセリングが主にな

ってくると思うので、健康寿命の延伸ですとか、医療費抑制とか、いろいろこう使

えるというか、可能性的にはあるのかなと思うんですけれども。 

病院事務長  御質問ありがとうございます。まず、漢方薬の処方につきまして

は、患者さんと十分やりとりをして、十分説明をした上で、そういった処方をして

いるケースもございます。ただ、漢方薬の処方がメインであったりとか、そういっ

た治療あるいは診療をしているかどうかというのは、すいません私の今この段階で

は、お答えができないんですけれども、あと、東洋医学的な考えをメインで、そう

いった医療系であったり治療を行っているかどうかというのは、多分、今のうちの

先生方はそこまではちょっと実践されていないのかなと思うんですけれども、はっ

きりとした言い方ができなくて申し訳ないんですけれども。以上です。 

高橋委員  町の病院としたら、メインは無理なんですね、絶対無理なんです。だ

から結局補完療法ということになってしまうんですよね。なので、それはもう確実

に補完療法だったら、メインは西洋医学のほうだと。なので、そういうのもちょっ

と取り入れていくと、少し医療費とかも抑えられるような感じにはなっていくのか

なという、ただ、そっちにあまり振ってしまったら、今度収入とかの影響があると

思いますし、変えるのってすごく難しくて、一旦収益というのは減るかもしれない

けれども、長期的に見た時にどうなるかというところも視野に入れて今後考えてい

ってほしいなという、すみません、要望みたいになってしまいました。以上です。 

家塚委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいですか。（はいの声） 

それでは質疑を終了いたします。説明員が退席するまで、暫時休憩とします。 

 

（午前１０時 ８分） 

（午前１０時１０分） 

 

家塚委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。１０日から審査を行

ってまいりました認定第１号 令和６年度各会計決算認定について、認定第２号 

令和６年度南幌町病院事業会計決算認定について並びに認定第３号 令和６年度南

幌町下水道事業会計決算認定についての審査が終了いたしました。初めに３日間の

質疑の状況を事務局長が記録していますので、その中で、説明員の答弁漏れなどに

ついて確認をいたします。 

議会事務局長  ３日間の審査の中で延べ４０名、５７件の質疑がございました

が、質疑に対しまして適切に対応しており、答弁漏れは特になかったものと思いま

す。以上です。 

家塚委員長  それでは、特別委員会の意見について特に付すべき事項があるかど

うかお諮りいたします。（なしの声） 

意見は付さないとして報告することに御異議ありませんか。（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって、意見は付さないことに決定いたしました。 
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本特別委員会に付託されました認定第１号、認定第２号並びに認定第３号の議案

の審査が終了しましたので、採決をいたします。採決は、議案ごとに起立採決とい

たします。 

お諮りいたします。決算審査特別委員会に審査付託されました、認定第１号 令

和６年度各会計決算認定について、南幌町議会会議規則第７７条の規定により、意

見を付さないで認定すべきものと決し、第３回議会定例会に報告することに賛成議

員の起立を求めます。 

（全員起立） 

御着席ください。起立全員であります。よって、令和６年度各会計決算認定につ

いては、意見を付さないで認定すべきものとして、第３回議会定例会に報告するこ

とに決定いたしました。 

続きまして、決算審査特別委員会に付託されました、認定第２号 令和６年度病

院事業会計決算認定について、南幌町議会会議規則第７７条の規定により意見を付

さないで認定すべきものと決し、第３回議会定例会に報告することに賛成議員の起

立を求めます。 

（全員起立） 

御着席ください。起立全員であります。よって、令和６年度病院事業会計認定に

ついては、意見を付さないで認定すべきものとして、第３回議会定例会に報告する

ことに決定いたしました。 

続きまして、決算審査特別委員会に付託されました認定第３号 令和６年度下水

道事業会計決算認定について、南幌町議会会議規則第７７条の規定により、意見を

付さないで認定すべきものと決し、第３回議会定例会に報告することに賛成議員の

起立を求めます。 

（全員起立） 

御着席ください。起立全員であります。よって、令和６年度下水道事業会計決算

認定については、意見を付さないで認定すべきものとして、第３回議会定例会に報

告することに決定いたしました。 

採決のとおり、本委員会に審査付託された３議案については、会議規則第７７条

の規定により、本日付けをもって全員賛成により認定すべきものとして、議長に報

告書を提出します。 

そのほか皆様から何かございますか。（なしの声） 

それでは、以上で決算審査特別委員会の議事全てを終了いたしました。本日まで

の３日間、委員各位の御協力をいただき、誠にありがとうございました。ただいま

をもって、決算審査特別委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

 （午前１０時１５分） 

 


